
 

計画書の変更箇所について 

 

 

◎放課後児童健全育成事業（学童保育）Ｐ60～ 

 

 

○葉山東小学校区の確保方策の内容に「施設増築」を追加するとともに、Ｈ２９年 

度の確保方策を７０人とする Ｐ61 

  

 

 増築後の規模定数が７０人になるため、Ｈ２９年の確保方策を７０人に変更する。 

 

 
   《整備予定》 

     Ｈ27 設計    

Ｈ28 建築工事    

Ｈ29 入所開始 

 
 

○大宝小学校区の確保方策の内容に「こだまクラブ」を追加 Ｐ63 

 

 

 現状の大宝こだまクラブの規模では、治田西学区と大宝学区のニーズすべてを受け入れら

れるだけの部屋がない。大宝学区の一部希望者をこだまクラブで受け入れるため。 

 

 

 

○各学童保育所の定数の表記を削除 

 

 

 大宝こだまクラブ、こだまクラブでは、毎年申し込み状況を見て対象学区児童の受け入れ

数を調整されるため、治田西、大宝、大宝東小学校区において定数表記が困難なため。 

 

  

 

 

◎一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり以外、（ファミリー・サポ

ート・センター事業含む）） Ｐ59 

 

 ○確保方策の内容中、シルバー人材センター事業の（予定）を削除 

   →国の補助金採択を受け実施されているため（予定）としていたが、Ｈ27 年度からは

シルバー単独事業で実施していただくこととなったため。 

 

 

 

 

Ｈ27.2.18 

総合調整会議資料 
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第１章 計画の策定にあたって 

 

１．計画策定の趣旨 

⼦ども・⼦育て⽀援については、これまで「少⼦化対策基本法」などに基づき、総合的な施策が国、
県、市レベルでそれぞれ進められてきました。しかし、⼦育てをしながら働ける環境が必ずしも充実
していないことなどから、合計特殊出⽣率は低い⽔準にとどまっています。こうした状況を受けて、
国は、⼦ども・⼦育て⽀援についても社会保障の⼀環と捉え、質の⾼い幼児期の教育・保育の提供や、
保育の量的拡⼤、⼦育て⽀援の充実が図れるよう、平成 24 年 8 ⽉に「⼦ども・⼦育て⽀援法」を制
定しました。この法律は、「必要な⽀援を⾏うことで、⼀⼈ひとりの⼦どもが健やかに成⻑すること
ができる社会の実現に寄与すること」を⽬指しています。 

この法律の⽬的を達成するため、「⼦どもの最善の利益」が実現される社会を⽬指すとの考えを基
本に、⼦どもの視点に⽴ち、⼦どもの⽣存と発達が保障されるよう、⼦ども・⼦育て⽀援は良質かつ
適正な事業内容、⽔準とすることが必要です。 

本市においては、平成 17 年度から、「栗東市次世代育成⽀援⾏動計画〜りっとう⼦育てプラン〜」
に基づき、⼦ども・⼦育て⽀援をはじめとする次世代育成⽀援のための施策に取り組んできました。
この⾏動計画が平成 26 年度までを計画期間としていることから、⾏動計画の基本的な考え⽅を踏襲
しつつ、新たに平成 27 年度からの「⼦ども・⼦育て⽀援新制度」の開始に合わせて「⼦ども・⼦育
て⽀援事業計画」を策定します。 

 

２．計画の性格・位置づけ 

本計画は、「⼦ども・⼦育て⽀援法」第 61 条に基づく、市町村⼦ども・⼦育て⽀援事業計画です。
さらに、次世代育成⽀援対策推進法に基づく市町村次世代育成⽀援⾏動計画として、これまで取り組
みを進めてきた「栗東市次世代育成⽀援⾏動計画」を引き継ぐ計画と位置づけます。 

なお、本市のまちづくりの総合的指針である「栗東市総合計画」を上位計画として、関連の部⾨別
計画との調和と整合性を図り策定します。 

 

３．計画の期間 

本計画は平成 27 年度を初年度とし、平成 31 年度までの 5 年間とします。 
 

４．計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、⼦育て家庭の現状、保育サービスの利⽤希望や⼦育てに関する意識等
を把握する基礎資料とするためのアンケート調査を実施しました。また、「⼦ども・⼦育て⽀援法」
第 77 条に定める合議制の機関として「栗東市⼦ども・⼦育て会議」を設置し、計画の内容について
検討を⾏い、この計画案を市役所の窓⼝やホームページにて公開し、広く市⺠より意⾒を募り策定し
ました。なお、計画策定後「栗東市⼦ども・⼦育て会議」は、事業計画の進⾏管理をおこなうため、
計画を点検・評価する役割を担うこととします。 
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第２章 栗東市の⼦どもと⼦育て家庭を取り巻く現状 

 

１．⼦どもと⼦育て世帯を中⼼とした⼈⼝の動向及び推計 

（１）⼈⼝の推移 

①総⼈⼝・年齢別⼈⼝の推移 
総⼈⼝の推移をみると、平成 23 年以降増加を続けており、平成 25 年は 66,310 ⼈でした。 
年齢３区分別⼈⼝の推移をみると、年少⼈⼝は年々減少傾向にあり、平成 25 年には 18.9％とな

っています。また、⽣産年齢⼈⼝も減少傾向にあります。⼀⽅、⽼年⼈⼝は年々増加しており、平
成 25 年の⾼齢化率は 15.8％となっています。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：住⺠基本台帳（各年３⽉ 31 ⽇現在） 
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②将来⼈⼝・年齢別⼈⼝の推計 
コーホート変化率法によって推計すると、今後も⼈⼝は増加し続けるものと予測されています。

年齢３区分別⼈⼝の推計をみると、年少⼈⼝は今後も減少すると予測されており、平成 31 年には
17.３％と予測されています。また、⽣産年齢⼈⼝は今後横ばい傾向と予測されています。⼀⽅、
⽼年⼈⼝は今後も増加すると予測されており、平成 31 年の⾼齢化率は 18.４％と予測されていま
す。 
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資料：コーホート変化率法による推計結果 
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（２）出⽣数の推移 
出⽣数は、平成 20 年から平成 22 年にかけて 90 ⼈ほどの減少がみられましたが、その後、増減

を繰り返して推移しています。また、⼀⼈の⼥性が⼀⽣のうちに産む⼦どもの数を⽰す本市の合計
特殊出⽣率は、平成 21 年以降増加し、平成 23 年には 2.07 となりましたが、平成 24 年は 1.91
に下がっています。 
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出生数（栗東市） 合計特殊出生率（栗東市）

合計特殊出生率（滋賀県） 合計特殊出生率（全国）

（人）

 
資料：出⽣数は住⺠基本台帳、 

合計特殊出⽣率は厚⽣労働省⼈⼝動態調査、滋賀県南部健康福祉事務所事業年報 
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（３）世帯の動向 

①世帯数と平均世帯員の推移 
世帯数は、増加傾向が続いており、平成 25 年では 25,457 世帯になっています。⼀⽅、１世帯

あたりの平均世帯⼈員は年々減少しており、平成 17 年に３⼈を割り込み、平成 25 年には 2.62 ⼈
となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査、住⺠基本台帳（平成 26 年 3 ⽉ 31 ⽇現在） 

 

②世帯構成の推移 
世帯構成の推移をみると、親と⼦からなる核家族世帯が最も多く、7 割弱を占めています。単独

世帯は増加する傾向がみられ、世帯規模の縮⼩傾向が進⾏していることがうかがえます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：国勢調査 
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（４）⼦どもの⼈⼝の推移 

①⼦どもの⼈⼝の推移 
０〜５歳、6〜11 歳、12〜17 歳のそれぞれの⼈⼝は、12〜17 歳については増加していますが、

6〜11 歳は横ばいであり、０〜５歳については減少しています。 
 

5,594 5,439 5,318 5,351 5,133 5,021

4,913 4,990 5,035 5,034 5,077 5,049

3,857 3,961 4,073 4,309 4,371 4,502

14,364 14,390 14,426 14,694 14,581 14,572

0

5,000

10,000

15,000

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

子どもの人口（0～17歳）の推移

０～５歳計 ６～11歳計 12～17歳計

（人）

 
                               （⼈） 

 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 
0 歳 966 929 908 953 844 898 
1 歳 985 938 884 894 912 821 
2 歳 953 945 881 865 846 868 
3 歳 869 908 911 861 825 804 
4 歳 897 852 896 890 827 802 
5 歳 924 867 838 888 879 828 
6 歳 882 875 845 811 864 871 
7 歳 919 867 865 848 809 851 
8 歳 813 883 859 866 831 801 
9 歳 824 802 871 868 854 829 
10 歳 766 805 789 857 865 843 
11 歳 709 758 806 784 854 854 

資料：住⺠基本台帳（各年３⽉ 31 ⽇現在） 
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②⼦どもの⼈⼝の推計 
コーホート変化率法によって推計すると、⼦どもの⼈⼝は今後も減少していくことが予測され、

増加傾向にあった 12〜17 歳の⼈⼝についても、平成 31 年がピークになることが予測されます。 
 

4,929 4,874 4,854 4,811 4,853

4,980 4,899 4,821 4,794 4,651

4,653 4,773 4,818 4,792 4,839

14,562 14,546 14,493 14,397 14,343

0

5,000

10,000

15,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

子どもの人口（0～17歳）の推計

０～５歳計 ６～11歳計 12～17歳計

（人）

 
                               （⼈） 

 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 
0 歳 877 883 889 897 897 
1 歳 871 848 854 860 868 
2 歳 779 826 806 812 818 
3 歳 828 743 788 771 777 
4 歳 774 800 719 754 741 
5 歳 800 774 798 717 752 
6 歳 816 789 763 785 705 
7 歳 865 811 785 758 779 
8 歳 843 857 802 778 751 
9 歳 795 835 856 800 778 
10 歳 822 791 828 849 795 
11 歳 839 816 787 824 843 

資料：コーホート変化率法による推計値 
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（５）⼦どもの⼈⼝（5 歳刻み）の割合の県内⽐較 
１５歳未満の 5 歳刻み⼈⼝率を⾒ると、0〜4 歳、5〜9 歳、10〜14 歳のいずれの割合も、滋賀

県下 13 市の中で最も⾼くなっています。 
 

⼦ども⼈⼝（5 歳刻み）の割合に関する県内順位（市） 

順位 0〜4 歳 5〜9 歳 10〜14 歳 
１位 栗 東 市 6.4％ 栗 東 市 6.4％ 栗 東 市 6.1％ 
２位 守 ⼭ 市 6.1％ 守 ⼭ 市 6.0％ 守 ⼭ 市 5.7％ 
３位 草 津 市 5.3％ 草 津 市 5.1％ 東 近 江 市 5.4％ 
４位 野 洲 市 5.1％ 野 洲 市 5.0％ ⻑ 浜 市 5.4％ 
５位 近 江 ⼋ 幡 市 5.0％ 東 近 江 市 4.9％ 甲 賀 市 5.2％ 

資料：住⺠基本台帳⼈⼝（平成 25 年３⽉ 31 ⽇現在） 
 

 

（６）⼩学校区別就学前（０〜５歳）⼈⼝の推移 
就学前の０〜５歳⼈⼝の推移を⾒てみると、治⽥⼩学校区については６年間で 10％以上の増加

となりました。その⼀⽅で、⼤宝東⼩学校区、治⽥⻄⼩学校区などでは⼤きく減少し、学区毎にば
らつきが出ています。 

 
            ０〜５歳⼈⼝の推移        （⼈） 

 
平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平 26／平 21 

⾦勝⼩学校区 599 603 589 606 586 566 -5.5% 

葉⼭⼩学校区 567 545 571 546 539 560 -1.2% 

葉⼭東⼩学校区 475 455 438 451 460 462 -2.7% 

治⽥⼩学校区 615 590 610 689 689 682 10.9% 

治⽥東⼩学校区 501 482 496 508 480 477 -4.8% 

治⽥⻄⼩学校区 906 837 746 724 669 643 -29.0% 

⼤宝⼩学校区 694 720 720 717 706 686 -1.2% 

⼤宝東⼩学校区 774 715 640 588 500 485 -37.3% 

⼤宝⻄⼩学校区 463 492 508 522 504 460 -0.6% 

合計 5,594 5,439 5,318 5,351 5,133 5,021 -10.2% 
資料：住⺠基本台帳（各年 3 ⽉ 31 ⽇現在） 
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２．就業の状況 

（１）就業⼈⼝の動向 

①産業⼈⼝の動向 
就業⼈⼝をみると、男⼥とも増加傾向にありますが、産業分類別にみると、第 2 次産業が減少し、

第 3 次産業が増加傾向にあります。特に⼥性の就業⼈⼝は、第 3 次産業への従業者が増加していま
す。 

 
 男性 ⼥性 

平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 
総 数(⼈) 16,313 15,774 18,630 18,652 9,566 9,618 11,746 12,041 

第 1 次産業(％) 3.0 0.5 2.6 2.2 4.7 0.5 2.8 1.8 
第 2 次産業(％) 42.1 43.9 40.1 39.8 30.2 27.6 22.1 20.1 
第 3 次産業(％) 54.6 54.5 56.6 54.1 64.6 70.5 74.1 74.2 
分類不能(％) 0.4 1.1 0.7 3.9 0.5 1.4 1.4 3.8 

資料：国勢調査 
 

②⼥性の年齢別就業率 
5 歳刻みの年齢別に⼥性の労働⼒率をみると、平成 22 年には平成 17 年と⽐べて 20 代前半と

40 代前半で低下しています。年代別では、20 歳代で 70％弱ですが、30 歳代では 50％台となり、
出産・育児を機に⼀旦就労を中断する傾向がみられ、40 歳代で再び 70％前後に上昇するという、
いわゆる「M 字カーブ」が依然としてみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 
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３．栗東市の⼦どもと⼦育て家庭の概況 

（１）就学前児童の状況 
０〜２歳児については、施設に通わずに在宅で過ごしている児童が最も多く、2 歳児で約 70％

を占めます。 
⼀⽅、３〜５歳児では公⽴幼稚園・幼児園（短時間保育課程）に通っている児童が最も多く、50

〜60％を占めます。３〜５歳児の保育園・幼児園（中・⻑時間保育課程）については、公⽴・法⼈
⽴を合わせて 35％程度となっています。 

   
               就学前児童の状況            （⼈） 
 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 
公⽴幼稚園・幼児園 
（短時間保育） 

─ ─ ─ 436 475 504 1,415 

公⽴保育園・幼児園 
（中・⻑時間保育） 

37 99 133 156 168 186 779 

法⼈⽴保育園 32 104 99 127 123 111 596 

在宅等 829 618 636 85 36 27 2,231 

就学前児童数 898 821 868 804 802 828 5,021 
資料：就学前児童数は、住⺠基本台帳⼈⼝（平成 26 年３⽉ 31 ⽇現在） 

保育園・幼児園・幼稚園児童数は、平成 26 年 4 ⽉ 1 ⽇現在 
 

436 475 504

37
99 133

156
168 186

32

104 99

127
123 111

829 
618 636 

85 
36 27 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

就学前児童の状況

在宅等

法人立保育園

市立保育園・

幼児園（中・

長時間保育）

市立幼稚園・

幼児園（短時

間保育）
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62.0%

20.1%

20.1%

3.6%

15.3%

53.1%

32.1%

22.6%

6.4%

14.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみて

もらえる

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友

人・知人がいる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

就学前

小学生

 

（２）⼦育て家庭の状況 
ニーズ調査結果によると、⼦育て家庭の５割前後は、主に⺟親が⼦育てをしており、⽗⺟ともに

⼦育てをしている世帯は、就学前児童のいる家庭で約４割、⼩学⽣のいる家庭で約 5 割となってい
ます。 

また、緊急時等の預け先として、祖⽗⺟等の親族がいる家庭が多いですが、預け先がない⼈も 1
割強います。 

 

■⼦育てを主体的に⾏っている⼈ 
    【就学前調査結果 N=835】  【小学校調査結果 N=424】 

 

 

 

 

 

 

 

 

■⽇頃、⼦どもをみてもらえる親族・知⼈の存在 
   【就学前調査結果 N=835、小学校調査結果 N=424／複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみて

もらえる 

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる 

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友

人・知人がいる 

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる 

いずれもいない 

父母ともに, 52.6%
主に母親, 44.6%

主に父親, 0.9%

主に祖父母, 0.9%

その他, 0.5% 無効回答, 0.2%

無回答, 0.2%

父母ともに, 43.7%

主に母親, 55.0%

主に父親, 0.2%

主に祖父母, 0.5%

その他, 0.2%
無回答, 0.4%
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（３）保護者の就労状況 
⽗親の就労形態は「フルタイム」が 9 割以上と⼤半を占めます。フルタイムで働いている⽗親は、

⺟親に⽐べて⻑時間働いている割合が⾼く、1 ⽇当たり 10 時間以上働いている⼈が５割以上に上
ります。 

⺟親の就労形態は、⼦どもの成⻑とともに働く⼈が増加し、就学前児童の⺟親の６割弱は未就労
ですが、⼩学校児童になると 6 割強が「パート・アルバイト等」や「フルタイム」で働いています。 

 

■⽗親の就労状況              ■⺟親の就労状況 
    【就学前調査結果 N=835】         【就学前調査結果 N=835】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    【小学校調査結果 N=424】         【小学校調査結果 N=424】 

 

 

 

 

 

 

 

フルタイムで就労してお

り、産休・育休・介護休業

中ではない, 14.1%

フルタイムで就労してい

るが、産休・育休・介護休

業中である, 9.1%

パート・アルバイト等

で就労しており、産

休・育休・介護休業

中ではない, 15.7%

パート・アルバイト等で就労

しているが、産休・育休・介

護休業中である, 1.8%

以前は就労してい

たが、現在は就労し

ていない, 51.3%

これまで就労したことが

ない, 7.1%

無回答, 1.0%

フルタイムで就労し

ており、産休・育

休・介護休業中で

はない, 21.2%

フルタイムで就労し

ているが、産休・育

休・介護休業中で

ある, 0.0%

パート・アルバイト

等で就労しており、

産休・育休・介護休

業中ではない, 
39.6%

パート・アルバイト

等で就労している

が、産休・育休・介

護休業中である, 
0.7%

以前は就労してい

たが、現在は就労

していない, 28.1%

これまで就労したこ

とがない, 8.5%

無回答, 1.9%

フルタイムで就労し

ており、産休・育

休・介護休業中で

はない, 93.2%

フルタイムで就労し

ているが、産休・育

休・介護休業中で

ある, 0.2%

パート・アルバイト

等で就労しており、

産休・育休・介護休

業中ではない, 
0.2%

以前は就労してい

たが、現在は就労

していない, 0.7%
無回答, 5.7%

フルタイムで就労し

ており、産休・育

休・介護休業中で

はない, 95.8%

フルタイムで就労し

ているが、産休・育

休・介護休業中で

ある, 0.1%

パート・アルバイト

等で就労しており、

産休・育休・介護休

業中ではない, 
0.4%

以前は就労してい

たが、現在は就労

していない, 1.0%

無回答, 2.8%
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就労していない⺟親の就労希望は、「すぐにでも、もしくは１年以内に働きたい」が就学前児童

で約 2 割、⼩学校になると約 4 割になります。また、「１年より先、⼀番下の⼦どもが⼤きく（○
歳に）なったら働きたい」を合わせると、就学前児童では 7 割強、⼩学校児童では６割強が「働き
たい」と考えていることになります。 

 

■現在働いていない⼈の働きたいという希望 
     【就学前調査結果 N=487】      【小学校調査結果 N=155】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

              《⼀番下の⼦が何歳になったら就労したいか》 
年齢 

１歳 1.8％ 
２歳 3.2％ 
３歳 23.8％ 
４歳 18.4％ 
５歳  5.1％ 
６歳以上 45.5％ 
無回答 2.2％ 

N 値 277 
 

子育てや家事など

に専念したい（就労

の予定はない）, 
24.4%

１年より先、一番下

の子どもが○歳に

なったころに就労し

たい, 56.9%

すぐにでも、もしく

は１年以内に就労

したい, 18.1%

無効回答, 0.2% 無回答, 0.4%

子育てや家事など

に専念したい（就労

の予定はない）, 
31.6%

１年より先、一番下

の子どもが○歳に

なったころに就労し

たい, 26.5%

すぐにでも、もしく

は１年以内に就労

したい, 40.6%

無回答, 1.3%

年齢
３歳 4.9％
４歳 7.3％
５歳 2.4％
６歳以上 80.5％
無回答 4.9％

N 値 41
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４．栗東市における主な⼦育て⽀援の取り組み 

本市における、教育・保育事業や地域⼦ども・⼦育て⽀援事業にかかる取り組み実績状況です。 
 

① 幼稚園・保育園・幼児園の状況 

■幼稚園・幼児園（短時間保育課程）の状況 

短時間保育課程については、公⽴幼児園５園、公⽴幼稚園４園の合計９園にて保育を実施して
います。３〜５歳児がそれぞれ 500 ⼈前後で推移しており、利⽤児童は減少傾向にあります。 

 

 

527 543 539 519 482 454 436

589 554 565 553 545 501 475

556 581 535 543 545
527 504

1,672 1,678 1,639 1,615 1,572
1,482 1,415

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

幼稚園・幼児園（短時間保育）利⽤児童数の推移

5歳児

4歳児

3歳児

（⼈）

 
資料：健康福祉部幼児課（各年４⽉１⽇現在） 

                             （⼈） 
園名 3 歳 4 歳 5 歳 計
⾦勝第１幼児園 51 52 62 165
葉⼭幼児園 42 41 54 137
葉⼭東幼児園 47 43 56 146
治⽥幼稚園 69 56 58 183
治⽥東幼児園 39 49 50 138
治⽥⻄幼児園 40 43 55 138
⼤宝幼稚園 51 76 68 195
⼤宝幼稚園分園 50 55 58 163
⼤宝⻄幼稚園 47 60 43 150
合計 436 475 504 1,415

資料：健康福祉部幼児課（平成 26 年４⽉１⽇現在） 
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■保育園・幼児園（中・⻑時間保育課程）の状況 

中・⻑時間保育課程については、公⽴幼児園５園、公⽴保育園３園、法⼈⽴保育園６園（法⼈
⽴は⻑時間保育課程のみ）の合計 14 園にて保育を実施しています。中・⻑時間保育課程を利⽤
する児童は横ばい傾向です。 

 

 

92 51 52 48 61 61 69

204 197 177 181 207 192 203

206 238 249 239 237 240 232

295 240 277 294 296 290 283

297
299 248 297 311 291 291

309
293 294 264

308 323 297

1,403
1,318 1,297 1,323

1,420 1,397 1,375

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

保育園・幼児園（中・⻑時間保育）利⽤児童数の推移

５歳児

４歳児

３歳児

２歳児

１歳児

０歳児

（⼈）

 
資料：健康福祉部幼児課（各年４⽉１⽇現在） 

                                        （⼈） 
園名 ０歳 １歳 ２歳 3 歳 4 歳 5 歳 計
⾦勝第１幼児園 3 9 12 16 18 15 73
⾦勝第２保育園 1 7 9 14 20 28 79
葉⼭幼児園 6 11 20 28 26 28 119
葉⼭東幼児園 3 15 13 20 23 25 99
治⽥保育園 9 20 29 29 30 30 147
治⽥東幼児園 6 15 20 20 23 30 114
治⽥⻄幼児園 6 15 16 17 19 17 90
⼤宝⻄保育園 3 7 14 12 9 13 58
治⽥⻄カナリヤ第三保育園 6 20 16 17 22 20 101
こだまふれんど保育園 6 16 24 25 30 19 120
グランマの家保育園 6 22 15 19 15 11 88
こだま保育園 5 12 14 26 22 26 105
こだま乳児保育園 5 9 8 ─ ─ ─ 22
⼤宝カナリヤ保育園 4 25 22 40 34 35 160
合計 69 203 232 283 291 297 1,375

資料：健康福祉部幼児課（平成 26 年４⽉１⽇現在） 
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■保育園・幼児園（中・⻑時間保育課程）における待機児童の状況 

中・⻑時間保育課程における待機児童は、年度当初（４⽉）が 10 ⼈前後であり、⽉を追うご
とに希望者が増え、年度途中の 10 ⽉には 40 ⼈を超えます。その後、年度替わりの際に⼊園が
進み、近年では 10 ⼈程度まで減少する状況でしたが、平成 26 年 4 ⽉は１⼈の待機にとどまっ
ています。 

待機児童の状況 

 
平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年

4 ⽉ 10 ⽉ 4 ⽉ 10 ⽉ 4 ⽉ 10 ⽉ 4 ⽉ 10 ⽉ 4 ⽉ 10 ⽉
待機児童数（⼈） 10 24 10 61 12 43 6 41 1 26
 ０歳児（⼈） 0 10 0 36 2 18 0 24 0 21
 １歳児（⼈） 4 8 5 7 5 15 1 8 1 4
 ２歳児（⼈） 6 6 5 16 3 6 5 9 0 1
 ３歳児（⼈） 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
 ４歳児（⼈） 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 ５歳児（⼈） 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
資料：健康福祉部幼児課 

 

 

② 延⻑保育事業 
保護者の多様な就労形態に対応するため、11 時間を超える延⻑保育について、法⼈⽴保育園

全園の６園で午後８時（⼀部、午後 7 時及び午後７時 30 分）まで実施しました。 
  延⻑保育の状況 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度
実施箇所数（か所） ６ ６ ６ 6 6

資料：健康福祉部幼児課 
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③ 放課後児童クラブ（学童保育） 
学童保育所については、市内９⼩学校区に公設９か所 10 クラブ、⺠設２か所２クラブの合計

11 か所 12 クラブが開設されており、⼩学１年⽣〜３年⽣と要⽀援児童の４年⽣〜６年⽣が利⽤
しています。 

平成 24 年度から５年間、公設学童保育所の管理・運営を指定管理制度にて、栗東市社会福祉
協議会に委託しています。 

学童保育の状況 
 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

利⽤者数 （⼈） 523 500 435 424 501
資料：健康福祉部⼦育て応援課（各年４⽉１⽇現在） 
 

                                （⼈） 
クラブ名 計
⾦勝学童保育所 34 
葉⼭学童保育所 34 
葉⼭東学童保育所 55 
治⽥学童保育所 43 
治⽥東学童保育所 55 
治⽥⻄第⼀学童保育所 13 
治⽥⻄第⼆学童保育所 48 
⼤宝学童保育所 43 
⼤宝東学童保育所 37 
⼤宝⻄学童保育所 50 
こだまクラブ 38 
⼤宝こだまクラブ 51 
合計 501 
資料：健康福祉部⼦育て応援課（平成 26 年４⽉１⽇現在） 

 

 

④ 乳児家庭全⼾訪問事業（こんにちは⾚ちゃん事業） 
⽣後 4 か⽉までのお⼦さんのいる家庭を訪問し、⼦育てに関する相談や⽀援が必要な家庭に対

して適切なサービスの提供につなげています。特に、⼦育て不安が⾼い保護者や医療機関及び関
係機関から連絡があった要⽀援⺟⼦には、継続して⽀援をしています。 

こんにちは⾚ちゃん事業の状況 
 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

訪問件数  （件） 577 489 588 668 
資料：健康福祉部健康増進課 
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⑤ 養育⽀援訪問事業 
⼦育てに不安が⾼い家庭や⽀援が必要な家庭に専⾨職が訪問し、相談などを実施しています。

特に、⺟⼦健康⼿帳発⾏時の⾯接や医療機関からのハイリスク妊産婦や新⽣児への訪問依頼で早
期に⽀援が必要なケースに対し、タイムリーに⽀援することで医療機関受診、育児⽀援訪問員の
定期的な訪問⽀援、育児サービスの利⽤などにつなげてきました。 

また、平成 25 年度から要保護児童対策地域協議会⺟⼦保健会議として⽉１回程度、家庭児童
相談室と情報交換及び事例検討を開催しています。家庭児童相談室との連携により、⽀援の⽅向
性を確認しながら、それぞれの役割を適切に果たすことにより児童虐待の防⽌につなげています。 

養育⽀援訪問事業の状況 
 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

訪問延べ件数（件） 273 88 134 94 
訪問実家庭数（件） 15 24 51 37 

資料：健康福祉部健康増進課 
 

⑥ 地域⼦育て⽀援拠点事業（地域⼦育て⽀援センター・児童館） 
⼦育て相談や⼦育て情報の提供を⾏うとともに、親⼦が気軽に集える場として、地域⼦育て⽀

援センターを、市内３か所（⼤宝東児童館、⾦勝児童館、治⽥⻄カナリヤ第三保育園）に開設し
ています。 

⼦育て⽀援センターの状況 
 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

実施箇所数（か所） 3 3 3 3 3
資料：健康福祉部⼦育て応援課 

 
また、児童館については、⼩学校区ごとに市内９か所に開設しており、年間延べ 120,000 ⼈

前後の親⼦等の利⽤があります。 
児童館の状況 

  平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

児
童
館
の
年
間
延
べ
利
⽤
者
数
︵
⼈
︶ 

⾦ 勝 14,026 12,499 12,126 12,319 
葉 ⼭ 9,477 12,283 8,184 7,985 
葉 ⼭ 東 19,146 16,278 12,025 10,044 
治 ⽥ 12,628 13,156 15,822 18,062 
治 ⽥ 東 11,829 9,713 8,454 7,406 
治 ⽥ ⻄ 15,441 13,032 14,762 13,202 
⼤ 宝 12,977 11,749 12,951 10,261 
⼤ 宝 東 26,724 26,697 27,652 28,448 
⼤ 宝 ⻄ 9,569 9,164 6,575 8,522 
合 計 131,817 124,571 118,551 116,249 

資料：健康福祉部⼦育て応援課 
 

この事業を通して、⼦育て講座、相談員による巡回相談・電話相談、⼦育てサークル等との協
働事業、シルバー⼈材センターによる「おでかけシルバーママ・パパ」などを実施しました。 
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⑦ ⼀時預かり事業 
普段は在宅で育児しているお⼦さんを⼀時的に預かる⼀時預かり保育は、３か所の法⼈⽴保育

園（グランマの家保育園、こだまふれんど保育園、⼤宝カナリヤ保育園）において実施し、平成
25 年度は延べ 1,694 ⼈の利⽤があり、保護者のニーズに対応することができました。また、幼
稚園在園児に対して公⽴９園で通常の保育終了後の１４時から１６時までの間、預かり保育を実
施しています。 

保育園での⼀時預かりの状況 
 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

実施箇所数（か所） ４ ３ ３ 3 
延べ利⽤者数（⼈） 1,948 1,906 1,722 1,694 

資料：健康福祉部幼児課 
 
                            （⼈） 

園名 計
グランマの家保育園 318
こだまふれんど保育園 86
⼤宝カナリヤ保育園 1,290
合計 1,694

       資料：健康福祉部幼児課（平成２５年度） 
 

幼稚園での⼀時預かりの状況 
 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

実施箇所数（か所） ９ ９ ９ ９ 
延べ利⽤者数（⼈） 10,580 12,684 16,113 13,021 

資料：健康福祉部幼児課 
 

⑧ 病後児保育事業 
病気回復期にある児童を保育するため、きづきクリニックチャイルドハウスに委託し、実施し

ています。希望者はほぼ利⽤できており、セーフティネットとしての役割は果たせていると考え
ます。 

病後児保育の状況 
 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

利⽤者数 （⼈） 239 221 236 177 
資料：健康福祉部⼦育て応援課 

※病後児保育は草津市との協定により相互利⽤しており、草津市の施設を利⽤した⼈を含みます。 
 

⑨ ファミリー・サポート・センター事業 
本市では、ファミリー・サポート・センターは設置しておらず、シルバー⼈材センターが類似

事業（⼦育て⽀援事業）を実施しています。⼈⽣や⼦育て経験の豊かな会員とのふれあいや⼀時
預かりなどにより、⼦育てにかかるストレス軽減等⼦育て⽀援を⾏っています。 
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⑩ 妊婦健康診査 
妊娠中の健康診査にかかる費⽤を助成しており、⺟⼦健康⼿帳発⾏での⾯接や医療機関からの

ハイリスク妊産婦や新⽣児への訪問依頼で早期に⽀援が必要なケースに対し、タイムリーに⽀援
することで医療機関受診、育児⽀援訪問員の定期的な訪問、育児サービスの利⽤などにつなげて
います。 

また、健康状態や精神⾯でのフォローが必要なケースについて、周産期医療機関との連携に努
めています。 

妊婦健康診査の状況 
 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

利⽤者数 （⼈） 1,145 1,914 1,678 1,640 
資料：健康福祉部健康増進課 

 

⑪ ⺟⼦保健サービス 

⺟⼦保健サービスの状況 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

⺟⼦健康⼿帳交付 受診児（⼈） 1,079 949 999 1,055

4 か⽉児 
健康診査 

対象児数（⼈） 921 974 897 957
受診児（⼈） 905 952 855 930
受診率（％） 98.2 97.7 95.3 97.1

10 か⽉児 
健康診査 

対象児数（⼈） 933 954 940 859
受診児（⼈） 896 919 914 820
受診率（％） 96.0 96.3 97.2 95.4

1 歳 6 か⽉児 
健康診査 

対象児数（⼈） 929 896 927 866
受診児（⼈） 896 853 891 839
受診率（％） 96.4 95.2 86.1 96.8

2 歳 6 か⽉児 
健康診査 

対象児数（⼈） 903 883 848 859
受診児（⼈） 851 838 816 822
受診率（％） 94.2 94.9 96.2 95.6

3 歳 6 か⽉児 
健康診査（⼀般･ 
⻭科･視⼒） 

対象児数（⼈） 935 881 866 827
受診児（⼈） 908 818 817 761
受診率（％） 97.1 92.8 94.3 92.5

発達相談 延⼈数 251 265 211 149
健康相談 延⼈数 1,681 1,653 1,339 1,322

資料：健康福祉部健康増進課 
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５．ニーズ調査結果の概要 

本市では、⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の策定に先⽴ち、市内在住の就学前児童及び⼩学

⽣の保護者を対象にニーズ調査を実施しました。その主な結果は次の通りです。 
 

■回収結果 

調査種別 配布数 回収数 回収率 

就学前児童調査 2,000 835 41.8% 

⼩学校児童調査 1,000 424 42.4% 

 

（１）⼦育て⽀援全般について 

① ⼦育ての楽しさとつらさ 
⼦育てを楽しいと感じることが多いか、つらいと感じることが多いかについては、「楽しいと

感じることが多い」と感じている⼈が『就学前』『⼩学校』とも 60%前後に上り、多くなってい
ます。次いで、「楽しいと感じること、つらいと感じることが同じくらい」が 30％前後で続いて
います。 

⼀⽅、「つらいと感じることが多い」と回答した⼈は約 3〜4％あります。 
 
【就学前調査 N=835】  【小学校調査 N=424】 

 

 

 

 

 

 

 
 

② 栗東市での⼦育て 
今後も栗東市で⼦育てしたいかどうかについては、「栗東市で育てたい」と思う⼈が『就学前』

『⼩学校』とも約 60%に上り多くなっています。⼀⽅、「栗東市では育てたくない」と思う⼈は
40％弱となっています。 

栗東市で⼦育てしたい理由は、『就学前』『⼩学校』とも「⾃然があるから」が 55%前後で最
も多く、次いで、「⾵⼟がのんびりしているから」、「遊び場がたくさんあるから」が続いていま
す。 

逆に、栗東市で⼦育てしたくない理由は、『就学前』『⼩学校』とも「保育環境が整っていない
から」、「学校の環境が整っていないから」が多くなっています。次いで、「遊び場が少ないから」、
「まちに活気がないから」が続いています。 

楽しいと感じること

が多い, 62.9%

楽しいと感じること

と、つらいと感じる

ことが同じくらい, 
28.9%

つらいと感じること

が多い, 2.8%

分からない, 2.3%

その他, 0.7% 無効回答, 0.1%

無回答, 2.4%

楽しいと感じること

が多い, 54.5%

楽しいと感じること

と、つらいと感じる

ことが同じくらい, 
33.7%

つらいと感じること

が多い, 4.0%

分からない, 3.5%

その他, 1.2%

無回答, 3.1%
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54.2%

31.4%

26.3%

26.1%

22.1%

12.3%

11.9%

10.9%

8.1%

6.9%

5.3%

2.8%

1.2%

21.5%

55.8%

34.7%

23.1%

14.9%

21.9%

21.9%

2.5%

14.0%

15.3%

5.4%

7.0%

3.3%

2.9%

24.8%
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ら

ら

ら

ら

ら

ら

ら

ら

ら

ら

ら

ら

ら

他

就学前

小学生

44.1%

31.1%

21.1%

20.1%

14.7%

9.7%

5.7%

4.0%

4.0%

3.7%

3.3%

0.3%

57.5%

36.3%

56.0%

21.4%

25.0%

8.9%

13.7%

3.6%

2.4%

14.3%

7.1%

7.7%

1.2%

47.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ら

ら

ら

ら

ら

ら

ら

ら

ら

ら

ら

ら

他

就学前

小学生

 
【就学前調査 N=835】  【小学校調査 N=424】 

 

 

 

 

 

 

 
《栗東市で子育てしたい理由／複数回答》  《栗東市で子育てしたくない理由／複数回答》 
【就学前調査 N=506、小学校調査 N=242】  【就学前調査 N=299、小学校調査 N=168】 
 
 
自然があるから 

風土がのんびりしているか
ら 

遊び場がたくさんあるから 

保育環境が整っているから 

近所のつきあいが活発だ
から 

学校の環境が整っている
から 

子育てに関する情報が豊
富だから 

人情味があるから 

防犯・防災面で安全性が高
いから 

まちに活気があるから 

子ども会などのグループ活
動が活発だから 

文化が豊かだから 

塾がたくさんあるから 

その他 

 

保育環境が整っていないか
ら  

学校の環境が整っていない
から 

遊び場が少ないから 

まちに活気がないから 

子育てに関する情報が不
足しているから 

交通・犯罪・災害などで危
険だから 

自然にふれる機会が少な
いから 

芸術・文化にふれる機会が
少ないから 

近所の付き合いがわずら
わしいから 

子ども同士のつながりがう
すいから 

人情味がないまちだから 

風俗営業などの刺激的なも
のが多いから 

その他 

栗東市で育てたい, 
60.6%

栗東市では育てた

くない, 35.8%

無効回答, 0.4% 無回答, 3.2%

栗東市で育てたい, 
57.1%

栗東市では育てた

くない, 39.6%

無効回答, 1.2%
無回答, 2.1%
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26.9%

23.1%

19.2%

11.5%

11.5%

7.7%

3.8%

0.0%

0.0%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（２）教育・保育事業の利⽤について 

① 平⽇の定期的な教育・保育の事業の利⽤状況 
定期的な教育・保育事業の利⽤状況は、「栗東市内の教育・保育の事業を利⽤している」が 50%

以上に上り、「市外」を合わせて 60％弱となっています。 
年齢別にみると、｢3 歳｣以上では 90％以上が市内の教育・保育事業を利⽤しています。また、

｢0 歳｣では利⽤していない⼈が 90％以上を占めています。 
市内で利⽤している教育・保育事業は、「栗東市⽴の幼稚園・保育園・幼児園」が約 80%を占

めており、「栗東市内の法⼈⽴（私⽴）の保育園」は約 20％となっています。 
市外で利⽤している教育・保育事業は、「その他の認可外の保育施設」（26.9%・７⼈）、「幼稚

園」（23.1％・６⼈）、「事業所内保育施設」（19.2%・５⼈）となっています。 
 
【就学前調査 N=835】  《市内で利用している事業》【N=458】 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
  《市外で利用している事業》【N=26】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の認可外の保育施設 

市外の幼稚園 

事業所内保育施設 

市外の認可保育園 

自治体の認証・認定保育施設 

市外の幼稚園の預かり保育 

居宅訪問型保育 

市外の認定こども園 

家庭的保育 

その他 

栗東市内の教育・

保育の事業を利用

している, 54.9%

市外の教育・保育

の事業を利用して

いる, 3.1%

利用していない, 
41.8%

無回答, 0.2%

栗東市立の幼稚

園・保育園・幼児

園, 80.1%

栗東市内の法人立

（私立）の保育園, 
19.2%

その他, 0.4%
無回答, 0.2%

年齢別集計 

 栗
東
市
内
の
事
業

を
利
⽤
し
て
い
る 

市
外
の
事
業
を 

利
⽤
し
て
い
る 

利
⽤
し
て
い
な
い 

Ｎ
値 

０歳 5.7%  1.1% 93.1%  174 

１歳 25.9%  4.4% 69.6%  135 

２歳 26.2%  6.3% 67.5%  126 

３歳 92.2%  3.1% 4.7%  129 

４歳 95.7%  3.4% 0.9%  117 

５歳 99.3%  0.7% －  141 

※無回答は省略 
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57.9%

40.7%

8.3%

6.3%

5.4%

1.1%

1.1%

0.0%

7.4%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもがまだ小さいため

（子どもの教育や発達のため、子ど

利用したいが、教育・保育の事業に空きがない

利用したいが、経済的な理由

子どもの祖父母や親戚の人がみている

利用したいが、延長・夜間等

利用したいが、事業の質

近所の人や父母の友人・知人がみている

その他

無回答

② 定期的な教育・保育の事業を利⽤していない⼈の理由 
教育・保育事業を利⽤していない理由は、「⼦どもがまだ⼩さいため」が約 60％で、⼦どもが

「3 歳」くらいになったら利⽤しようと考えている⼈が最も多く、50％以上に上ります。次いで、
「利⽤する必要がない」が約 40％です。⼀⽅、定員に空きがない、経済的な理由など、利⽤し
たいができないという⼈はいずれも 10％未満ですが、⼀定割合あることが分かります。 

 
【就学前調査 N=348／複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  《平日の定期的な教育・保育を利用しようと考えている年齢》【N=486】 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもがまだ小さいため（ ○歳くらいになったら利用
しようと考えている） 

利用する必要がない 

利用したいが、教育・保育の事業に空きがない 

利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない 

子どもの祖父母や親戚の人がみている 

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わ
ない 

利用したいが、事業の質や場所など、満足できる事
業がない 

近所の人や父母の友人・知人がみている 

その他 

無回答 

１歳, 13.4%

２歳, 10.4%

３歳, 56.9%

４歳, 15.8%

５歳, 1.5%
無回答, 2.0%
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36.1%

25.0%

22.2%

22.2%

11.1%

8.3%

5.6%

5.6%

2.8%

0.0%

13.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

③ 平⽇の定期的な教育・保育の事業の利⽤意向 
平⽇に教育・保育事業を定期的に利⽤したいかどうかについては、「栗東市内の教育・保育の

事業を利⽤したい」が約 85%を占めています。⼀⽅、「利⽤する必要はない」と回答した⼈は約
10％となっています。 

平⽇に市内で利⽤したい教育・保育事業は、「栗東市⽴の幼稚園・保育園・幼児園」が約 80％
を占め、「栗東市内の法⼈⽴（私⽴）の保育園」は 20％弱となっています。これを⺟親の就労状
況別にみると、どの就労状況でも「栗東市⽴の幼稚園・保育園・幼児園」が最も多くなっていま
すが、｢フルタイム｣では「栗東市内の法⼈⽴（私⽴）の保育園」も 40％以上に上っています。 

平⽇に市外で利⽤したい教育・保育事業は、「認可保育園」が最も多く、「幼稚園」、「その他の
認可外の保育施設」「認定こども園」と続いています。 

 
【就学前調査 N=835】  《市内で利用したい事業》【N=705】 

 

 

 

 

 

 

 
 
《市外で利用したい事業》【N=36】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市外の認可保育園 

市外の幼稚園 

その他の認可外の保育施設 

市外の認定こども園 

小規模な保育施設 

市外の幼稚園の預かり保育 

事業所内保育施設 

自治体の認証・認定保育施設 

家庭的保育 

居宅訪問型保育 

その他 

栗東市内の教育・

保育の事業を利用

したい , 84.4%

市外の教育・保育

の事業を利用した

い, 4.3%

利用する必要はな

い, 10.1%
無回答, 1.2%

栗東市立の幼稚

園・保育園・幼児

園, 81.7%

栗東市内の法人立

（私立）の保育園, 
17.2%

事業所内保育施設

（企業が主に従業

員用に運営する施

設）, 0.1%

その他, 0.4% 無効回答, 0.1%

無回答, 0.4%

就労状況別集計 

 
フ
ル
タ
イ
ム 

パ
ー
ト
タ
イ
ム 

・
ア
ル
バ
イ
ト
等 

無 

職 

栗東市⽴の幼稚園･
保育園･幼児園 55.6%  79.8% 94.9%

栗東市内の法⼈⽴
の保育園 43.3%  20.2% 4.3%

事業所内保育施設 0.6%  － －

その他 0.6%  － 0.5%

Ｎ値 171  129 395

※無効回答、無回答は省略 
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57.1%

23.8%

20.6%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80%100%

い

し

る

答

 
（３）地域⼦ども・⼦育て⽀援事業の利⽤について 

① ⼦育て⽀援センター・児童館 
地域の⼦育て⽀援事業の利⽤状況は、「利⽤していない」が 60％弱です。「地域⼦育て⽀援セ

ンター以外の児童館を利⽤している」は 23.8％、「地域⼦育て⽀援センターを利⽤している」は
20.6％となっています 

現在、地域⼦育て⽀援センターや児童館を利⽤していない理由は、「特に理由はない」と「時
間がない」が約 30％となっています。⼀⽅、いずれも 10％未満ながら、情報不⾜及び内容や条
件等によって利⽤していないと思われる⼈が⼀定割合おられます。 

 
 
【就学前調査 N=835／複数回答】  《利用していない理由》【N=477】 
 

 
 

 

 

 

 
今後、地域⼦育て⽀援センターや児童館を

利⽤したいかどうかについては、「新たに利
⽤したり、利⽤⽇数を増やしたいとは思わな
い」と回答した⼈が半数近くを占めており、
「利⽤していないが、今後利⽤したい」は約
25％、「すでに利⽤しているが、今後利⽤⽇
数を増やしたい」は約 20％となっています。 

年齢別にみると、「0 歳」では「利⽤して
いないが、今後利⽤したい」と回答した⼈が
最も多く、40％以上に上ります。 

 
 
【就学前調査 N=835】 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用していない 

地域子育て支援センター以
外の児童館を利用している 

地域子育て支援センターを
利用している 

無回答 

利用したいサービ

スが地域にない, 
2.9%

地域のサービスの

質に不安がある, 
1.9% 地域のサービスの

利便性（立地・開催

時期・日数等）が悪

く利用しづらい, 
8.2%

自分がサービスの

対象となるのかどう

か分からない, 2.7%

時間がない, 28.7%

サービスの利用方

法（手続き等）が分

からない, 7.3%その他, 12.6%

特に理由はない, 
29.8%

無効回答, 5.9%

利用していないが、

今後利用したい, 
25.4%

すでに利用してい

るが、今後利用日

数を増やしたい, 
19.0%

新たに利用したり、

利用日数を増やし

たいとは思わない, 
49.1%

無効回答, 0.1% 無回答, 6.3%

年齢別集計 

 利
⽤
し
て
い
な
い
が
、

今
後
利
⽤
し
た
い 

す
で
に
利
⽤
し
て
い
る

が
、
今
後
利
⽤
⽇
数
を

増
や
し
た
い 

新
た
に
利
⽤
し
た
り
、

利
⽤
⽇
数
を
増
や
し
た

い
と
は
思
わ
な
い 

Ｎ
値 

０歳 41.2% 22.4%  36.4% 165 

１歳 26.2% 26.2%  47.5% 122 

２歳 24.1% 25.9%  50.0% 116 

３歳 21.1% 13.8%  65.0% 123 

４歳 21.2% 15.9%  61.9% 113 

５歳 20.5% 17.4%  62.1% 132 

※無効回答、無回答は省略 
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53.6%

37.8%

31.3%

15.8%

4.5%

2.1%

0.0%

3.0%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

だ

だ

答

45.5%

39.6%

35.8%

14.9%

11.2%

3.7%

19.4%

6.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

る

安

い

い

い

る

他

答

② ⼦どもが病気の際の対応 
この１年間に、お⼦さんが病気やけがでいつも利⽤している教育・保育事業が利⽤できなかっ

たことが「あった」⼈が全体の 3 分の 2 以上に上ります。 
その時の対処⽅法は、「⺟親が仕事を休んだ」が最も多く、50％以上に上ります。その⼀⽅、

「病児・病後児保育を利⽤した」は少数でした。 
⺟親または⽗親が仕事を休んだ際に、「できれば病児・病後児のための保育施設等を利⽤した

い」と思った⼈は 30％弱となっており、⼀定割合のニーズが認められます。 
逆に、「利⽤したいとは思わない」⼈の理由は、「親が仕事を休んで対応」や「他⼈に看てもら

うのは不安」、「利⽤料がかかる・⾼い」などが多くなっています。 
 
【就学前調査 N=484／複数回答】  《子どもが病気の際の対応》【N=336／複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
《仕事を休んだと回答した父親または母親の 
 病児・病後児保育の利用希望》【N=189】 
 
  《病児・病後児保育を利用したいと思わない 
   人の理由／複数回答》【N=134／複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

母親が仕事を休んだ 

父親または母親のうち就労して
いない方が子どもをみた 

（同居者を含む）親族・知人に
子どもをみてもらった 

父親が仕事を休んだ 

病児・病後児保育を利用した 

仕方なく子どもだけで留守番を
させた 

ベビーシッターを利用した 

その他 

無回答 

親が仕事を休んで対応する 

病児・病後児を他人に看てもらう
のは不安 

利用料がかかる・高い 

地域の事業の利便性（立地や利
用可能時間日数など）がよくない 

利用料がわからない 

地域の事業の質に不安がある 

その他 

無回答 

あった, 69.4%

なかった, 27.7%

無回答, 2.9%

できれば病児・病

後児保育施設等を

利用したかった, 
28.0%

利用したいとは思

わなかった, 70.9%

無回答, 1.1%
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9.0%

3.2%

0.5%

0.2%

0.0%

0.2%

86.0%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

育

り

ー

ビ

イ

他

い

答

72.7%

19.8%

16.3%

11.1%

9.3%

8.5%

4.6%

3.6%

7.9%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

い

い

い

な

い

日

る

い

他

答

③ ⼀時預かりなど不定期の事業 
⽇中の通常的な保育や病気のため以外に、私⽤、親の通院、不定期の就労等の⽬的で利⽤して

いる事業は、「幼稚園の預かり保育」が 9.0％、「⼀時預かり」が 3.2％、「ベビーシッター」が
0.5％（４⼈）、「シルバー⼈材センターによる⼦育て⽀援サービス」が 0.2％（２⼈）と少なく、
「利⽤していない」が 86.0％を占めています。 

不定期の教育・保育事業を利⽤していない理由は、「特に利⽤する必要がない」が全体の 70%
以上に上ります。⼀⽅、「利⽤料」や「利便性」、「事業の質」、「事業が地域にない」などの内容
や条件等を要因とする⼈、及び「事業の利⽤⽅法」や「事業の対象者」、「利⽤料」などがわから
ないことも⼀定割合に上ります。 

 
【就学前調査 N=835／複数回答】  《不定期の事業を利用していない理由》 
               【N=718／複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【就学前調査 N=835】 
 

私⽤、親の通院、不定期の就労等の⽬的で今後事業
を「利⽤したい」は 53.2％、「利⽤する必要はない」
は 43.0％となっています。 

 

 

 

幼稚園の預かり保育 

一時預かり 

ベビーシッター 

シルバー人材センターに
よる子育て支援サービス 

夜間養護等事業：トワイ
ライトステイ 

その他 

利用していない 

無回答 

特に利用する必要がない 

利用料がかかる・高い 

事業の利用方法（手続き等）
がわからない 

自分が事業の対象者になるの
かどうかわからない 

利用料がわからない 

地域の事業の利便性（立地や利
用可能時間・日数など）がよくない 

地域の事業の質に不安が 
ある 

利用したい事業が地域にない 

その他 

無回答 

利用したい, 53.2%利用する必要はな

い, 43.0%

無回答, 3.8%
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87.0%

19.3%

0.6%

0.0%

0.0%

2.5%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

た

た

た

業

業

他

答

④ 泊まりがけで預けなければならなかったことの有無 
この１年間に、保護者の⽤事でお⼦さんを泊まりがけで家族以外にみてもらわなければならな

いことが「あった」⼈は約 20％です。 
その際の対処⽅法としては、「（同居者を含む）親族・知⼈にみてもらった」が 90%近くに上

ります。⼀⽅、「仕⽅なく⼦どもを同⾏させた」⼈も約 20％いました。また、「短期⼊所⽣活援
助事業（ショートステイ）」や「認可外保育施設、ベビーシッター等」の利⽤者はありませんで
した。 

 
【就学前調査 N=835】  《泊まりがけで預けなければならなかった 
   場合の対処方法／複数回答》【N=161】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

（同居者を含む）親族・知人に
みてもらった 

仕方なく子どもを同行させた 

仕方なく子どもだけで留守番
をさせた 

短期入所生活援助事業（ショ
ートステイ）を利用した 

認可外保育施設、ベビーシッ
ター等を利用した 

その他 

無回答 

あった, 19.3%

なかった, 77.8%

無回答, 2.9%
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82.8%

68.4%

34.0%

10.4%

7.3%

3.8%

3.5%

0.0%

4.7%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾な…

友人・知人宅

学童保育所

祖父母宅

放課後子ども教室

児童館

シルバー人材センターによる子育て支援サー…

その他

無回答

69.2%

8.1%

5.2%

3.9%

0.7%

9.4%

13.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用する必要がないから

利用したいが、経済的な理由で事業を利用で…

利用したいが、事業の質や場所など、納得で…

利用したいが、曜日や時間帯の条件が合わな…

利用したいが、空きがないから

その他

無回答

 
（４）⼩学⽣の放課後の過ごし⽅について 

① 現在、放課後を過ごす場所 

現在のお⼦さんの放課後の過ごし⽅については、「⾃宅」が 80%以上に上り、「習い事」も 70％
近くなっています。⼀⽅、「学童保育所」は約 10％、放課後⼦ども教室、児童館が４％近くとな
っています。 

    
【小学校調査 N=424／複数回答】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
学童保育所を利⽤していない理由は、「利⽤する必要がないから」が約 70%で最も多くなって

います。⼀⽅、いずれも 10％未満ながら、内容や料⾦、条件等が理由で利⽤していない⼈もあ
ります。 

 
【小学校調査 N=406／複数回答】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅 

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 

友人・知人宅 

学童保育所 

祖父母宅 

放課後子ども教室 

児童館 

シルバー人材センターによる子育て支援サービス 

その他 

無回答 

利用する必要がないから 

利用したいが、経済的な理由で事業を利用できないから 

利用したいが、事業の質や場所など、納得できる事業がな
いから 

利用したいが、曜日や時間帯の条件が合わないから 

利用したいが、空きがないから 

その他 

無回答 
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77.4%

69.3%

30.7%

13.4%

8.7%

8.0%

5.2%

0.7%

0.5%

6.6%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾）

友人・知人宅

学童保育所

放課後子ども教室

祖父母宅

児童館

ファミリー・サポート・センター

シルバー人材センターによる子育て支援サー…

その他

無回答

② 今後、放課後を過ごさせたいと思う場所 
今後、どのような場所で放課後を過ごさせたいかについては、前ページの現在の過ごし⽅と⼤

きくは傾向が変わらず、「⾃宅」が約 80%、「習い事」が約 70％です。⼀⽅、「学童保育所」は
現状より 5 ポイントほど多い 13.4％でした。 

また、学童保育所の利⽤を希望する⼈に、何年⽣まで利⽤したいかについては、「６年⽣」ま
でが 60％以上に上りました。 

学童保育所の利⽤を希望する⼈のうち、⻑期の休暇期間中の学童保育所の利⽤希望については、
「利⽤したい」が⼤半を占めています。 

 
【小学校調査 N=424／複数回答】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
《学童保育所の利用を希望する学年》  《長期の休暇期間中の学童保育所の利用意向》 
 【N=57】   【N=57】 

 

 

 

 

 

 

 

  

自宅 

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など） 

友人・知人宅 

学童保育所 

放課後子ども教室 

祖父母宅 

児童館 

ファミリー・サポート・センター 

シルバー人材センターによる子育て支援サービス 

その他 

無回答 

３年生まで, 8.8%

４年生まで, 15.8%

５年生まで, 7.0%

６年生まで, 63.2%

無回答, 5.3%

利用したい, 94.7%

利用する必要はな

い, 1.8%

無回答, 3.5%
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（５）職場の両⽴⽀援制度について 

① 育児休業の取得状況 
育児休業を取得したかどうかについては、「⺟親」は「出産以前から働いていなかった」が

41.1%で最も多く、「出産を機に仕事を辞めた」が 23.2%で続いています。「育児休業を取得中
である」は 6.9％、「育児休業を取得し、復帰した」は 17.0%と、育児休業取得経験のある⼈は
合わせて 23.9％となっています。 

「⽗親」は「育児休業を取得せず、働き続けている」が 80.4%を占めており、「育児休業を取
得し、復帰した」は僅かに 0.7％（６⼈）となっています。 

仕事を辞めた⼈（⺟親）に、保育サービスや環境が整っていたら、就労を継続したかどうかを
聞いたところ、「いずれにしても辞めていた」が最も多くなっています。 

また、職場復帰した⼈（⺟親）が、実際に復帰したタイミングは、⼦どもが「６か⽉〜１歳」
と「１歳〜１歳６か⽉」で 80％近くを占めますが、希望では、「１歳 6 か⽉〜2 歳」や「2 歳〜
3 歳」も合わせて 25％程度に上ります。 

 
【就学前調査 N=835】 

 

 

 

 

 

 

 
《職場復帰した時期と希望時期（母親）》  《保育サービスや環境が整っていたら、就労を 
 【N=142】   継続したか（母親）》【N=212】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.1%

0.6%

23.2%

0.1%

2.2%

6.9% 17.0%

0.7%

2.0%

80.4%

7.3%

18.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親

父親

出産以前から働いていなかった 出産を機に仕事を辞めた

育児休業中に退職した 育児休業を取得中である

育児休業を取得し、復帰した 育児休業を取得せず、働き続けている

無効回答 無回答

7.7%

2.1%

45.8%

38.0%

33.1%

23.2%

6.3%

9.9%

4.2%

16.9%

0.7%

2.8%

2.1%

7.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実際

希望

６か月未満 ６か月～１歳

１歳～１歳６か月 １歳６か月～２歳

２歳～３歳 ３歳以上

9.4% 20.8% 17.0%

3.8%

45.3%

2.4%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親

保育サービスが確実に利用できる見込みがあれ

ば、継続して就労していた

職場において育児休業制度等の仕事と家庭の両立

支援制度が整い、働き続けやすい環境が整ってい

れば、継続して就労していた

保育サービスと職場の両立支援環境がどちらも整っ

ていれば、継続して就労していた

家族の考え方（親族の理解）等、就労する環境が

整っていれば、継続して就労していた

いずれにしてもやめていた

その他
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5.9%

17.6%

5.9%

11.8%

0.0%

5.9%

11.8%

0.0%

23.5%

11.8%

5.9%

0.0%

41.2%

11.8%

25.6%

28.8%

0.3%

4.3%

4.9%

21.3%

1.3%

14.9%

37.6%

11.5%

0.0%

1.6%

4.3%

23.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

(産休後に)仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育園などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえる

など、制度を利用する必要がなかった

職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に

定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさな

かった

育児休業を取得できることを知らなかった

その他

無回答

母親

父親

② 育児休業を取らずに働き続けている理由 
育児休業を取得せず働き続けている理由は、「⺟親」は少数ながら「制度を利⽤する必要がな

かった」、「仕事が忙しかった」などがあげられています。 
⼀⽅、「⽗親」では「制度を利⽤する必要がなかった」が最も多く、次いで、「仕事が忙しかっ

た」、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」、「収⼊減となり、経済的に苦しくなる」が
20〜30％に上ります。 

 
【就学前調査 母親 N=17、父親 N=671】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 

仕事が忙しかった 

(産休後に)仕事に早く復帰したかった 

仕事に戻るのが難しそうだった 

昇給・昇格などが遅れそうだった 

収入減となり、経済的に苦しくなる 

保育園などに預けることができた 

配偶者が育児休業制度を利用した 

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、
制度を利用する必要がなかった 

職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めが
なかった） 

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった 

その他 

無回答 
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６．栗東市における⼦ども・⼦育て⽀援を取り巻く課題 

これまでに進めてきた次世代育成⽀援の取り組みやニーズ調査の結果から、本市における⼦ども・
⼦育て⽀援を取り巻く課題は次のとおりです。 

 

１．「⼦どもの視点」での政策の推進 
「⼦ども・⼦育て⽀援法」の⽬的に沿って、従来の「⼦どもを育てる」という視点から、「⼦

どもの育ちを⽀える」という視点へと転換して、⼦どもの視点に⽴った政策を考えていくことが
重要です。⼦ども⾃⾝、⾃ら育つ⼒を持っており、⼦どもにとっての「最善の利益」がもたらさ
れるよう、⼦ども・⼦育て⽀援を進めていかなければなりません。 

 

２．楽しく⼦育てできる環境づくり 
ニーズ調査によると、⺟親が⼦育てを担っている家庭が多く、また、⼦育てでは「楽しいと感

じることが多い」という⼈が多いものの、つらさを感じている⼈も少なくありません。⼦育ての
負担感が特定の⼈に偏ることなく、⽗親と⺟親で分担できるよう、さらに、祖⽗⺟等の家族、地
域や職場の⼈びとの理解と協⼒の下で楽しく⼦育てできるよう、市⺠各層の意識を⾼めていくこ
とが必要です。 

 

３．就学前教育・保育の総合的な提供 
本市では、就学前の教育・保育を⼀体的に提供すべく、「幼児園」を展開しています。「⼦ども・

⼦育て⽀援新制度」においても、就学前の教育・保育の総合的な提供を⽬指したものであること
から、こうした本市の特性を活かして、短時間保育と⻑時間保育（標準時間）との間で切れ⽬な
く、利⽤しやすい就学前教育・保育事業を提供していくことが求められます。 

 

４．働きながら⼦育てする家庭への⽀援 
ニーズ調査によると、本市における⼦育て家庭では、⺟親が出産にあたって就労をやめるなど、

家事専業の割合が多い⼀⽅、⼦どもが⼤きくなれば働きたいという意向を持っている⼈も多いと
いった状況です。こうした働きながら⼦育てしたい家庭を⽀えられるよう、就学前の保育や学童
保育の充実を図るとともに、病児・病後児保育などの⽀援事業を利⽤しやすくしていくことが必
要です。あわせて、⽗親、⺟親ともにワーク・ライフ・バランスが実現できるよう、働き⽅の⾒
直しを進めることが求められます。 

 

５．⽀援の必要な⼦どもへの対応 
障がいのある⼦どものいる家庭やひとり親家庭、虐待のおそれのある家庭など、より⼀層の⽀

援を必要とする家庭があります。本市では、さまざまな機関が連携し、⽀援をおこなっています
が、対象となる家庭が全体的に増加傾向にあります。今後においても、個々に応じた⽀援が必要
であるため、さらに関係機関との連携を密にしながら、⽀援体制を強化していくことが求められ
ます。 
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第３章 計画の基本的な考え⽅ 

 

１．計画の基本理念 

次代を担う⼦どもたちの権利と利益が最⼤限に尊重され、⼦どもたちが健やかに⽣まれ育つまち、
誰もが安⼼して喜びと⽣きがいをもって⼦育てができるまちの実現を⽬指し、⼦ども・⼦育て⽀援法
及び⼦ども・⼦育て⽀援法に基づく基本指針と栗東市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画策定における３つ
の視点を踏まえて、以下のように基本理念を設定します。 

 

 

〜⼦ども・家庭・地域 ともに育つまち りっとう〜 
 

 

 

 

２．計画策定の視点 

① ⼦どもの視点に⽴ち、⼀⼈ひとりの⼦どもの⼈権を尊重する視点 
⼦ども・⼦育て⽀援に関する施策については、児童の権利に関する条約や児童憲章にもうたわ

れているように、⼀⼈ひとりの⼦どもの権利を最⼤限に尊重し、健やかな育ちを等しく保障する
ことが重要です。 

将来の社会を築き、⽀えていく重要な担い⼿である⼦どもたちが、社会の⼀員として尊重され、
⾃⼰実現を図ることができるよう、⼤⼈の視点だけで考えるのではなく、⼦どもの視点に⽴ち、
「⼦どもの最善の利益」が実現されるよう、すべての⼦どもの⼼⾝の健やかな育ちを温かく⾒守
り⽀援します。 

 
② ⼦どもの健やかな成⻑と⼦育て家庭を⽀援する視点 

家庭は⼦どもが最も安らげ、かつ⼦どもの健やかな育ちにとって最も重要な場所であることか
ら、家庭における⼦育て⼒の向上が必要です。 

保護者の⼦育てに対する負担や不安、孤⽴感を和らげ、安⼼して⼦どもを⽣み育てることがで
きるよう、施策の充実を図り、⼦育てや⼦どもの成⻑に喜びや⽣きがいを感じることができるよ
う、親としての成⻑を⽀援します。 

 
③ 社会全体で、⼦どもと⼦育てを⽀援する視点 

⼦育てについての第⼀義的な責任は保護者にありますが、核家族化の進展や地域のつながりの
希薄化、就労環境など⼦どもの育ちや⼦育て家庭を取り巻く環境の変化の中では、⼦育ては家庭
だけではなく、社会全体として取り組まなければならない重要な課題です。家庭、地域、職域、
⾏政がそれぞれの役割を果たすとともに、連携・協⼒し、⼦どもと⼦育てを⽀援します。 
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３．計画の基本⽬標 

本計画では、基本理念「⼦ども・家庭・地域 ともに育つまち りっとう」を実現するために、次
の４つを基本⽬標として設定します。 

 

基本⽬標１ すべての⼦どもの⼈権を尊重するまちづくり 
すべての⼦どもは「⼦どもの権利条約」にもうたわれているように、⼤⼈と同じ⼈権をもってい

ることから、その意⾒は⼗分に尊重される権利があります。このことから⼦どもたちが、性別や障
がいの有無などによって差別やいじめを受けることなく、個⼈として尊重されるよう施策の推進を
図ります。 
〔この⽬標のもとで推進する基本施策〕 

１ ⼦どもの⼈権擁護の推進 
２ 要⽀援児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 

 

基本⽬標２ ⼦どもの健やかな育ちを⽀える環境づくり 
⼦どもたちが個性と可能性を最⼤限に発揮でき、元気で⾃由に⽣き⽣きと学び遊ぶことのできる

環境づくりのため、多様な⼦育て⽀援の充実を図ります。 

〔この⽬標のもとで推進する基本施策〕 

１ 就学前の教育・保育の総合的な提供 
２ 児童の放課後の過ごし⽅への⽀援 
３ 地域における多様な⼦育て⽀援の充実  
４ ⼦育て家庭への経済的負担の軽減 

 

基本⽬標３ ⼦どもの成⻑と親としての成⻑を⽀えあう環境づくり 
地域や社会が、保護者に寄り添い⽀えることによって、保護者が⼦育てに楽しさや喜びを実感

するとともに責任をもって⼦育てができるような環境づくりを⽬指します。また、⼦どもたちが
伸び伸びと活動し、主体性や創造性を豊かに養うことができるよう、交流の機会や体験活動を提
供していきます。 

〔この⽬標のもとで推進する基本施策〕 

１ ⼦育ての相談・⽀援体制の充実 
２ 家庭や地域の教育⼒の向上 

 

基本⽬標４ 安⼼して⼦どもを⽣み育てられる環境づくり 
すべての⼦育て家庭が、安⼼と喜びを実感しながら⼦どもを⽣み育てられるように、妊娠、出

産期から切れ⽬のない⽀援を⾏います。また、市⺠や事業所などに対し、「ワーク・ライフ・バ
ランス（仕事と⽣活の調和）」に関する考え⽅の普及・啓発を推進します。 

〔この⽬標のもとで推進する基本施策〕 

１ ⺟性並びに乳児及び幼児の健康の保持と増進 
２ ⼦育て交流の促進 
３ 職業⽣活と家庭⽣活との両⽴の推進 
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第４章 ⽀援事業計画 

 

【基本施策】 

１ すべての⼦どもの⼈権を尊重するまちづくり 

1-1 ⼦どもの⼈権擁護の推進 

〔現状と課題〕 

「⼦どもの権利条約」にもうたわれているように、すべての⼦どもは等しく⼈権をもっており、
健やかに成⻑することが保障されなければなりません。⼀⼈ひとりの⼦どもが⼤切な存在と認め
られていることで、⼼⾝ともに健全な育ちが得られ、⼦ども⾃⾝の⾃⼰肯定感にもつながります。 

本市における⼦どもの地域参加については、⾃治会などの⾏事が⾏われているものの、⼦ども
会活動などへの参加は減少している状況があります。⼦どもや保護者のライフスタイルの変化に
合わせて、⼦どもたちがまちづくり・地域づくりに関わっていくことが求められます。 

⼀⽅、児童虐待に関しては、本市でも年々相談件数が増加しています。こうした状況に対し、
訪問⽀援、相談、ケース検討など、要保護児童対策地域協議会の取り組みを中⼼に関係機関との
連携を密にしており、未然防⽌に努めています。今後も、年々増加するケースに対応していける
よう、防⽌体制の強化が必要です。 

 
〔施策の⽅向と主な事業〕 

① ⼦どもも参加できる地域・社会環境づくり 
⼦どもたちが、社会との関わりの中で豊かな⼈間性を育むことができるよう、まちづくりや地

域づくりに参画できる環境づくりを進めます。 
 

事業 事業内容 担当課

体験活動を通した⼦ども
⾃⾝の活動の⽀援 

社会との関わりを深め、⼦ども⾃らが豊かな⼈間性
を育てられるよう⽀援します。 ⽣涯学習課 

市⺠参画政策推進 

市⺠とともに考えるまちづくりを⽬指し、⼦どもか
ら⼤⼈まで広く市⺠から市政に対するアイデアを市⻑
への⼿紙やメール等で募り、今後の市政運営の参考に
します。 

広報課 
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② 児童虐待防⽌ネットワーク活動の充実・強化 
児童虐待を未然に防⽌するため、要保護児童対策地域協議会が中⼼となった様々な取り組みを

進めるとともに、うつ状態やストレスを感じている保護者などが気軽に相談できる体制を充実し
ます。また、虐待が発⾒された場合には、迅速かつ的確に対応できるよう、関係機関との密な連
携による取り組みに努めます。 

 
事業 事業内容 担当課

要保護児童対策地域協議
会 

市内の幼、保、⼩、中、⾼校の代表者や教育委員会
関係、⼦ども家庭相談センターや⺠⽣委員・児童委員、
主任児童委員等児童福祉関係、保健・医療関係、警察･
司法関係機関（者）で構成され、要保護児童の適切な
保護を図るための必要な情報交換及び要保護児童に対
する⽀援内容に関する協議を⾏い対応します。 

⼦育て応援課
（家庭児童相
談室） 

家庭児童相談室事業 
児童虐待予防の観点から、⼦どもの⽴場に⽴った保

護者への援助や指導を⾏います。また、育児不安の解
消に向けた相談や助⾔を⾏います。 

⼦育て応援課
（家庭児童相
談室） 

児童虐待ケース会議 

虐待が疑われる事案や要保護事案が⽣じたときに、
関係機関が集まって対策会議を開催します。この中で、
それぞれの機関が果たす役割を明確にし、緊急時に備
えます。

⼦育て応援課
（家庭児童相
談室） 

ドメスティックバイオレ
ンス（ＤＶ）への相談体制
の充実 

配偶者などからの暴⼒に対する相談体制の充実を図
るとともに、ＤＶと児童虐待には⾼い関連性があると
の指摘もあることから、防⽌に向けた啓発を⾏います。 

⼦育て応援課

育 児 ⽀ 援 家 庭 訪 問 事 業 
（養育⽀援訪問事業） 
【関連】2-3 ① 

⾃ら援助を求められない家庭や育児不安を持つ家庭
に育児⽀援員が訪問し健全な育児の⽀援をします。 健康増進課 

スパック会議 
（学校問題⾏動対策連絡
会議） 

全国的に児童⽣徒による学校内での問題⾏動が増加
していることから、問題⾏動と当事者への対応につい
て、学校・地域・⼦ども家庭相談センター・警察・教
育委員会・市福祉関係部署が連携会議を開き、協議し
解決につなげます。 

学校教育課 
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1-2 要⽀援児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 

〔現状と課題〕 

本市では、障がいのある⼦どもなど、⽀援を要する⼦どもに対し、乳幼児期から学齢期、また
卒業後に向けて途切れのない⽀援ができるよう発達⽀援システムを確⽴し、保護者（家族）、学
校、園への⽀援や、関係機関との調整などを⾏っています。しかし、その態様は様々であり、対
応の⽅法も多様であることから、つなぎの部分の重要性がますます⾼くなってきています。今後
も、発達⽀援のシステムを活⽤して、更に⼀⼈ひとりの⼦どもに応じた⽀援を提供していくこと
が必要です。 

また、本市でも、離婚などによるひとり親家庭の増加が⾒られます。ひとり親家庭に対しては、
医療費の助成などの経済的⽀援や就労相談などを⾏い、⾃⽴を⽀援しています。今後も、関係機
関との連携を強め、増加するひとり親家庭への⽀援を進めることが必要です。 

 
〔施策の⽅向と主な事業〕 

① ⽀援を要する⼦どもへの取り組み 
障がいの有無に関わらず、だれもが等しく乳幼児の教育・保育を受けることができるよう、発

達⽀援システムを活⽤した相談・⽀援に関する取り組みを途切れなく提供していきます。 
 

事業 事業内容 担当課

発達⽀援事業 

発達障がいがあるまたは疑いがある⼦どもたちの⾃
⽴と家族の安⼼した⼦育てのために、発達相談、発達
検査、園への巡回⽀援による早期把握・早期⽀援を⾏
います。園や学校とも連携して必要な⽀援を⾏います。 

⼦ども発達⽀
援課 

児 童 発 達 ⽀ 援 事 業 

（たんぽぽ教室） 

就学前の⼼⾝の発達に障がいや遅れのある⼦どもま
たは疑いのある⼦どもとその家族を対象に、基本的⽣
活習慣の確⽴やコミュニケーションなどを育む⽀援を
⾏います。

⼦ども発達⽀
援課 

幼児ことばの教室運営事

業 

保育園・幼稚園または幼児園に通園する⼦どものう
ち、聴覚及び⾔語機能に課題や発達障がいのある⼦ど
もに対して、個別指導やグループ指導を⾏います。同
時に、保護者⽀援も⾏います。

⼦ども発達⽀
援課 

計画相談事業 

療育や福祉サービスを必要とする⼦どもとその⼦ど
もを養育する保護者に、相談⽀援専⾨員が⽣活に対す
る意向等を聞き取り、通所サービスを利⽤する前にサ
ービスの⽬的・内容・量等を総合的に⽀援する計画を
作成します。また、⼀定期間ごとにモニタリングを⾏
います。

⼦ども発達⽀
援課 

障がい児地域活動⽀援事

業（障がい児学童保育） 

障がいがある児童に対し、放課後や、春休み・夏休
み・冬休みなどの学校休業⽇に規則正しい⽣活習慣を
維持できるよう、療育活動や創作活動を⾏います。 

障がい福祉課

特別⽀援教育就学奨励費

の⽀給 
学⽤品、修学旅⾏費、校外活動費、学校給⾷費など

を補助します。 学校教育課 

就学指導 

医師、学識経験者、教育関係者、関係⾏政機関から
なる２０名程度の委員が、就学相談ならびに指導を⾏
います。個々の相談・⽀援については、学校・園で⾏
います。

学校教育課 
幼児課 
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事業 事業内容 担当課

特別児童扶養⼿当 

【関連】2-4 ① 

精神・知的または⾝体に中・重度の障がいを有する
20 歳未満の児童を監護、養育している⽗⺟等に、福祉
の増進を図ることを⽬的に⼿当を⽀給します。 

⼦育て応援課

障がい児福祉⼿当 

【関連】2-4 ① 

精神（知的も含む）または⾝体に重度の障がいを有
するため、⽇常⽣活において常時の介護を必要とする
状態にある在宅の２０歳未満の⼈に⽀給します。 

障がい福祉課

障がい者（児）医療費助成

制度 

【関連】2-4 ① 

⾝体障がい者⼿帳 1〜3 級、療育⼿帳最重度・重度・
中度、特別児童扶養⼿当１級の障がい者（児）を対象
として、保健の向上と福祉の増進を図ることを⽬的に
医療費の⼀部を助成します。

保険年⾦課 

育成医療費助成 

【関連】4-1 ① 

１８歳未満の⾝体障がいのある児童に対し、⼿術等
の治療を受けることにより、障がいが軽減され⽇常⽣
活能⼒が期待できる場合に、必要な医療の給付を⾏い
ます。 

障がい福祉課

 

② ひとり親家庭への⾃⽴⽀援の推進 
ひとり親家庭への就労⽀援やそれぞれの家庭の実情に応じた⽀援施策を⾏い、⾃⽴の促進を図

ります。 
 

事業 事業内容 担当課

ひとり親家庭への相談業
務 

ひとり親家庭福祉推進員の配置や⺟⼦福祉のぞみ会
への⽀援、⺠⽣委員児童委員、主任児童委員や福祉団
体等との連携により、ひとり親家庭への相談体制の充
実を図ります。 

また、⺟⼦・⽗⼦⾃⽴⽀援員を設置し、ひとり親家
庭の⾃⽴に向け、相談や就職の情報提供などを⾏いま
す。 

⼦育て応援課

ひとり親家庭への家事⽀
援 

⽇常⽣活に⽀障を感じ、⼀時的に⽀援が必要な時に
家庭⽀援員を派遣し、⽣活援助や⼦育て⽀援を⾏いま
す。 

⼦育て応援課

就労⽀援の推進 
【関連】4-3 ① 

働く意欲がありながらさまざまな阻害要因を抱える
就職困難者や、就労意欲のあるひとり親家庭の保護者
を対象に、就労⽀援相談員による相談、求⼈情報の提
供や職業訓練への誘導など、関係機関と連携し実施し
ます。

経済振興労政
課 

児童扶養⼿当 
【関連】2－4 ① 

⽗または⺟と⽣計をともにしていない児童や、重度
の障がいがある⽗または⺟に養育されている児童がい
る家庭の、⽣活の安定と⾃⽴の促進及び、児童の健全
な育成を図ることを⽬的に⼿当を⽀給します。 

⼦育て応援課

ひとり親家庭医療費助成
制度 
【関連】2-4 ① 

ひとり親家庭を対象として、保健の向上と福祉の増
進を図ることを⽬的に医療費の⼀部を助成します。 保険年⾦課 
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２ ⼦どもの健やかな育ちを⽀える環境づくり 

2-1 就学前の教育・保育の総合的な提供 

〔現状と課題〕 

⼦ども・⼦育て⽀援新制度のもとでは、就学前における教育と保育を総合的に提供し、必要な
⽀援が⾏き届くようにすることを⽬指しています。 

本市では、平成 15 年度より、保育園と幼稚園のカリキュラムを⼀本化した乳幼児保育総合化
により、混合保育、交流保育を実施し、さらに、平成２２年度より就学前の⼀貫した保育・教育
を⽬指して「保育教育課程」を作成し、実施しています。 

また、多様な保育サービスについては、幼稚園の預かり保育や、法⼈⽴保育園における延⻑保
育・休⽇保育などを提供し、さまざまな保育ニーズへの対応やその⽀援をしています。 

今後、保育の必要性に対応し、待機なく⼊所できるよう、必要な量を確保していくとともに、
⼦どもが幼児期を過ごす中で健やかに成⻑することができるよう、質的な向上が必要です。 

 
〔施策の⽅向と主な事業〕 

① 保育サービスの充実 
保育サービスの量・質両⾯での充実を図るため、現⾏の乳幼児保育総合化や就学前の⼀貫した

保育・教育の提供を⾏う市独⾃の制度を維持しながら、⼦ども・⼦育て⽀援新制度に基づく量の
確保を図るとともに、保育内容や保育環境の整備を進めます。 

 
事業 事業内容 担当課

⺠間保育所運営補助 

就学前保育環境を整えるため、法⼈⽴認可保育園へ
の運営⽀援を続けます。 
①保育園⽤地等施設の賃借料に対する⽀援 
②保育実施児童の災害補償加⼊に対する⽀援 
③就学指導委員会より要⽀援児童として、保育者の加配

が答申された場合の加配⽀援 

幼児課 

保育園・幼稚園・幼児園の
環境整備 

⽼朽化した施設の整備や低年齢児保育に適した改
修、耐震化等の推進について、改修計画を定め年次的
に⾏います。

幼児課 
教育総務課 

⼀時預かり事業（保育園で
の預かり保育） 

保護者の就労や、疾病・出産、⼦育てからのリフレ
ッシュなど⼀時的に家庭での保育が困難となる児童に
対し、保育園での預かり保育への⽀援をします。 

幼児課 
 

⼀時預かり事業（幼稚園で
の預かり保育） 

核家族や家庭の⼀時的な事情による⼦育て⽀援のた
めに、幼稚園在園児に対して通常の保育終了後の１４
時から１６時までの間、事前申込により預かり保育を
実施します。

幼児課 

延⻑保育事業 
保護者の多様な就労形態に対応するため、保育園の

開所時間から概ね３０分〜２時間延⻑する保育に対す
る⽀援を⾏います。 

幼児課 

休⽇保育事業 保護者の多様な就労形態に対応するため、休⽇保育
に対する⽀援を⾏います。 幼児課 
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② 就学前教育の充実 
保育園・幼稚園・幼児園等において、保育・教育の質の向上を図りつつ、保育教育課程による

⼀貫した保育・教育のもと、園運営を進めます。 
 

事業 事業内容 担当課

未就園児事業と⼦育て相談 
保育園・幼稚園・幼児園にて、季節のいろいろな遊

びを楽しみ、園児たちとも交流し、経験の幅を広げま
す。また、⼦育てに関する相談に応じます。 

幼児課 

園だよりの発⾏ 
【関連】3-2 ② 

折々の園情報や園児の状況を発信し、保育への理解
を求めるとともに家庭との連携を図ります。 幼児課 

保護者研修会 各園において、より良い⼦育て環境を学ぶ機会とし
て、保護者会との連携により研修会などを実施します。 幼児課 

⼦育て情報の収集・提供 
【関連】3-1 ① 

3-2 ② 

⼦育てに関する制度や⾝近な地域の育児情報を収集
し、⼦育て⽀援ガイド、地域⼦育て⽀援センターによ
る情報紙、広報、ホームページなどにより提供します。 

⼦育て応援課

 

③ 学童期への円滑な接続 
保育園・幼稚園・幼児園から⼩学校への滑らかな接続を図るため、両者の連携・連絡を密にす

るとともに、各園・学校の⼦ども同⼠の交流機会を確保します。 
 

事業 事業内容 担当課

保幼⼩連絡会 

⼩学校区ごとに、保育園・幼稚園・幼児園と⼩学校
が連携し、保育・授業公開、研究協議などを⾏い、教
育内容や教育⽅法の連続性を相互に理解し、⼦どもの
⼩学校への滑らかな接続につなげます。 

幼児課 
学校教育課 

幼児と児童の交流促進 
保育園・幼稚園・幼児園児と⼩学⽣の交流を積極的

に⾏い、異年齢の⼦どもが学びあう経験と機会を多く
持ち、⼩学校への滑らかな接続につなげます。 

幼児課 
学校教育課 
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2-2 児童の放課後の過ごし⽅への⽀援 

〔現状と課題〕 

共働き家庭及び核家族家庭の増加に伴い、特に⼩学校低学年においては、放課後における保育
ニーズが⾼まっています。 

本市においては、放課後児童クラブとして、⼩学校区ごとに学童保育所を設置しています。そ
の他、地域住⺠の協⼒による放課後⼦ども教室の実施や、障がい児地域活動⽀援事業により、放
課後における⼦どもの居場所づくりにつながっています。 

今後、⼦ども・⼦育て⽀援新制度の実施に伴い、学童保育所の利⽤者増が⾒込まれることへの
対応や、放課後を安全に過ごすことができる環境づくりが必要です。 

 
〔施策の⽅向と主な事業〕 

① 放課後児童の健全育成の充実 
保護者の就労等に対応し、児童が放課後に安全かつ安⼼して過ごせるよう、放課後児童クラブ

（学童保育所）の量の確保を図りつつ、質の向上に努めます。また、⾝近な地域における遊び場
を提供します。 

 
事業 事業内容 担当課

放課後児童健全育成事業
（学童保育所） 

保護者が仕事等により昼間家庭にいない⼩学⽣に
対し、放課後や、春休み・夏休み・冬休みなどの学校
休業⽇に、保護者に代わって適切な遊びや⽣活の場を
提供することで、児童の健全な育成を図ります。 

⼦育て応援課

児童館運営事業 

放課後の児童の居場所として、⼦どもたちに健全な
遊びの場や機会を提供します。また、⻑期休暇中にお
いて活動事業を⾏い、仲間づくりを通して社会性・創
造性・思いやりの⼼などを育みます。 

また、利⽤しやすい児童館運営に向けた検討を⾏い
ます。 

⼦育て応援課

放課後⼦ども教室 
【関連】3-2 ① 

⼩学校の体育館やコミュニティセンターなどを活
⽤し、地域の多様な⼈々の参画を得て、学習やスポー
ツ・⽂化活動、地域住⺠との交流などに取り組みます。 

⽣涯学習課 
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2-3 地域における多様な⼦育て⽀援の充実 

〔現状と課題〕 

乳幼児期の⼦育てにおいては、幼稚園や保育園、幼児園での保育だけでなく、家庭においても
様々な⽀援が必要となります。 

これまでも本市では、地域⼦育て⽀援センターにおける⽀援事業、病後児保育事業などの実施、
また、シルバー⼈材センターによる⼦育て⽀援事業を実施してきました。⼦ども・⼦育て⽀援新
制度においても、これらの事業の⼀層の充実が求められることから、ニーズに対応し、利⽤した
い⼈の利便性に配慮しながら、必要な事業の質・量両⾯の確保を図ることが必要です。 

 
〔施策の⽅向と主な事業〕 

① ⼦育て⽀援サービスの充実 
就労形態や家族形態の多様化に対応するよう、⼦育てをしている家庭の悩みの解消や、様々な

ニーズに対応した⽀援サービスを提供します。 
 

事業 事業内容 担当課

地域⼦育て⽀援センター事
業 
【関連】4-2 ① 

本市の⼦育て⽀援の中核施設として、⼦育て⽀援施
設と連携・協⼒し、⼦育てに関わる相談や⼦育て講座
などの各事業を実施するとともに、⼦育てサークルの
育成、⽀援を⾏います。 

⼦育て応援課

児童館⼦育て⽀援事業 
【関連】4-2 ① 

遊びの場の提供や相談事業などを通じて、⼦育て⽀
援、親育ちを⽀える活動を実施します。 ⼦育て応援課

病後児保育事業（きづきク
リニックチャイルドハウ
ス） 

病気回復期にあり、集団保育を受けることが困難な
⼦どもを病院に付設された専⽤施設で⼀時的に預か
り、安静を確保し、保育を⾏います。 

⼦育て応援課

⼦育て短期⽀援事業 
（ショートステイ） 

保護者の病気などの理由により、児童の養育が⼀時
的に困難となった場合や緊急的に保護を必要とする
場合に、児童養護施設などで⼀時的に養育または保護
します。

⼦育て応援課

乳児家庭全⼾訪問事業 
【関連】3-1 ①、4-1 ① 

⽣後４か⽉までの乳児のいる家庭を訪問し、⼦育て
に関する相談や、⽀援が必要な家庭に対しては適切な
サービス提供につなげていきます。

健康増進課 

育 児 ⽀ 援 家 庭 訪 問 事 業 
（養育⽀援訪問事業） 
【関連】1-1 ② 

⾃ら援助を求められない家庭や育児不安をもつ家
庭に育児⽀援員が訪問し、健全な育児の⽀援をしま
す。 

健康増進課 

⾼齢者活⽤⼦育て⽀援事業 
《みらい・たくす》 
 
（シルバー⼈材センターの事業） 

就学前の幼児及び就学児童に対し、在宅での⼦守、
保育施設への送迎、学童保育への迎え、乳幼児健診の
付き添いなどの事業を実施するとともに、産前・産後
の家事援助、イベント会場での託児を実施します。 

経済振興労政
課 

⾼齢者活⽤⼦育て⽀援事業 
《シルバーで⼀時預かり・
マロンばあばのおうち》 
（シルバー⼈材センターの事業） 

⼈⽣や⼦育て経験の豊かなシルバー⼈材センター会員
が⼦どもを預かり、保護者のストレスの軽減や、リフレッ
シュを図りながら、「三世代交流」及び「地域社会との関
わり」の⽷⼝づくりに取り組みます。 

経済振興労政
課 
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2-4 ⼦育て家庭への経済的負担の軽減 

〔現状と課題〕 

若い世代を中⼼に、家計における⼦育て費⽤の負担が⼤きくなっています。本市でも、経済的
負担の軽減につながるよう、法令等に基づき児童⼿当⽀給や医療費助成を⾏っています。今後も
継続的に取り組むことが必要です。 

 
〔施策の⽅向と主な事業〕 

① ⼿当の⽀給や医療費の助成 
国の制度に基づき、必要な⼿当の⽀給を⾏うとともに、保健の向上と福祉の増進を図るため、

医療費などの助成に努めます。 
 

事業 事業内容 担当課

児童⼿当 
家庭における⽣活の安定と、次代の社会を担う児童

の健全な育成及び資質の向上に資することを⽬的に⼿
当を⽀給します。 

⼦育て応援課

児童扶養⼿当 
【関連】1-2 ② 

⽗または⺟と⽣計をともにしていない児童や、重度
の障がいがある⽗または⺟に養育されている児童がい
る家庭の、⽣活の安定と⾃⽴の促進及び、児童の健全
な育成を図ることを⽬的に⼿当を⽀給します。 

⼦育て応援課

特別児童扶養⼿当 
【関連】1-2 ① 

精神・知的または⾝体に中・重度の障がいを有する
20 歳未満の児童を監護、養育している⽗⺟等に、福祉
の増進を図ることを⽬的に⼿当を⽀給します。 

⼦育て応援課

障がい児福祉⼿当 
【関連】1-2 ① 

精神（知的も含む）または⾝体に重度の障がいを有
するため、⽇常⽣活において常時の介護を必要とする
状態にある在宅の２０歳未満の⼈に⽀給します。 

障がい福祉課

乳幼児医療費助成制度 
⼩学校就学前の⼦どもを対象として、保健の向上と

福祉の増進を図ることを⽬的に医療費の⼀部を助成し
ます。 

保険年⾦課 

ひとり親家庭医療費助成
制度  
【関連】1-2 ② 

ひとり親家庭を対象として、保健の向上と福祉の増
進を図ることを⽬的に医療費の⼀部を助成します。 保険年⾦課 

障がい者（児）医療費助成
制度 
【関連】1-2 ① 

⾝体障がい者⼿帳１〜３級、療育⼿帳最重度・重度・
中度、特別児童扶養⼿当１級の障がい者（児）を対象
として、保健の向上と福祉の増進を図ることを⽬的に
医療費の⼀部を助成します。 

保険年⾦課 

⼦ども⼊院医療費助成制
度 

０歳から中学校卒業までの⼦どもを対象に、⼊院に
かかる医療費のうち、保険診療の⾃⼰負担分を助成し
ます。 

保険年⾦課 
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３ ⼦どもの成⻑と親としての成⻑を⽀えあう環境づくり 

3-1 ⼦育ての相談・⽀援体制の充実 

〔現状と課題〕 

核家族化や地域での関係が希薄になっている現代、⾝近な⼈からのサポートが得られにくい状
況にあり、⼦育てにおけるさまざまな不安となっています。 

本市では、地域⼦育て⽀援センターへの相談員の配置や児童館への巡回相談とともに、妊婦や
乳児訪問による相談、就学児への教育相談など、⼦どもの年齢層に応じた相談を実施しています。 

こうした相談は増加し、相談内容も多様化していることから、相談員の専⾨性の向上を図り、
相談に対応できる体制を確保するとともに、気軽に相談できるよう⾝近な機会を創出していくこ
とが必要です。 

 
〔施策の⽅向と主な事業〕 

① ⼦育ての相談・⽀援体制の充実 
様々な悩みに対し、多様な窓⼝で多様な⽅法による相談が受けられるよう体制整備を図るとと

もに、相談などに関する情報提供を充実させます。 
 

事業 事業内容 担当課

家庭児童相談 
児童に関する相談や家庭における児童の養育相談及

びさまざまな問題の解決を図るため、指導等を⾏い、
必要に応じ専⾨機関を紹介します。

⼦育て応援課
（家庭児童相
談室）

⼦育て相談 

保育園、幼稚園、幼児園、ひだまりの家、地域⼦育
て⽀援センター、児童館において、⼦育て中の保護者
からの、健康やしつけ等に関する相談、育児について
の不安や悩み・疑問などに関して、相談と⽀援を⾏い
ます。

幼児課 
⼦育て応援課
ひだまりの家

⼦育て情報の収集・提供 
【関連】 

2-1 ② 3-2 ②

⼦育てに関する制度や⾝近な地域の育児情報を収集
し、⼦育て⽀援ガイド、地域⼦育て⽀援センターによ
る情報紙、広報、ホームページなどにより提供します。 

⼦育て応援課

⺟⼦保健事業 
【関連】4-1 ① 

妊娠期から乳幼児期までの、⺟と⼦の健康増進を図
ります。 
①⺟⼦健康⼿帳の交付 
②妊婦健康診査（医療機関委託） 
③養育医療費助成（⼊院を必要とする未熟児に対し、

その養育医療に要する費⽤を助成します。） 
④乳幼児健診（4 か⽉・10 か⽉・1 歳 6 か⽉・2 歳 6

か⽉・3 歳 6 か⽉）⽉ 10 回（年 120 回） 
⑤健康相談（随時対応） 
⑥発達相談事業（随時対応） 
⑦電話相談（随時対応） 
⑧乳児家庭全⼾訪問事業 
⑨家庭訪問指導事業 
⑩その他の健康教室

健康増進課 

教育相談 学齢期にある⼦どもの学習・⽣活に関わる相談や検
査、関係機関の紹介を⾏います。 学校教育課 
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3-2 家庭や地域の教育⼒の向上 

〔現状と課題〕 

⼦どもの育ちにおいては、親だけでなく様々な⼈とのかかわりの中で、⾃我の発達や社会性の
向上がみられることから、体験や交流の機会をつくることが重要です。本市でも、それぞれの地
域で協⼒を得ながら、園・学校などにおける体験活動の取り組みや世代間交流が進められていま
す。こうした取り組みへのニーズは⾼いものの、地域によっては実施にあたって⼈員、時間や費
⽤などの⾯で制約があるため、それらの確保が課題です。 

また、⼦育ての第⼀義的な責任を担う親が⾃信をもち、⽣きがいや喜びをもって⼦育てするこ
とが、⼦どもの健全な育ちにつながります。今後は、親の意識や意欲を⾼めるため、親⾃⾝の学
びの機会をつくっていくことが必要です。 

 
〔施策の⽅向と主な事業〕 

① ⼦どもの活動機会の充実  
⼦どもたちが様々な活動を通じて健やかに育つよう、地域の協⼒を得ながら、活動の場づくり

を進めます。 
 

事業 事業内容 担当課

保育園・幼稚園・幼児園園庭
開放事業 

未就園児及びその保護者を対象に、地域における
安全な遊び場確保のため、幼児園などの施設を開放
し、あわせて⼦育て⽀援事業を実施します。 

幼児課 

保育園・幼稚園・幼児園地域
活動事業 

未就園児との交流事業、⾼齢者との交流など、地
域との交流事業を⾏います。 幼児課 

「おでかけシルバーママ・パ
パ」の開催 
（シルバー⼈材センターの事業） 
【関連】4-2 ① 

⼦育て世代を対象に、⼈⽣や⼦育て経験の豊かな
シルバー⼈材センター会員との「ふれあいの場」を
提供し、「三世代交流」や「地域社会との関わり」の
⽷⼝づくりに取り組み、⼦育てのストレスを軽減す
ることを⽬的として各児童館に出かけて事業を実施
します。

経済振興労政
課 
⼦育て応援課

体験活動、勤労体験活動 

⼩学校におけるさまざまな体験活動や、中学校に
おける勤労体験活動（職場体験）など地域と連携し
ながらの活動を通して、社会性や連帯性など児童⽣
徒の⼼の育成を図ります。 

学校教育課 

放課後⼦ども教室 
【関連】2-2 ① 

⼩学校の体育館やコミュニティセンターなどを活
⽤し、地域の多様な⼈々の参画を得て、学習やスポ
ーツ・⽂化活動、地域住⺠との交流等に取り組みま
す。 

⽣涯学習課 

保育体験活動 
中学⽣が、近隣の保育園・幼稚園・幼児園で⼦ど

もたちと⼀緒に遊ぶなどの交流を通して、保育体験
を⾏います。 

学校教育課 
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② 親の学びへの⽀援 
親がゆとりと⽣きがいを持って、楽しみながら⼦育てできるよう、⼦育てに関する情報や知識

を提供する機会を充実します。 
 

事業 事業内容 担当課

⼦育て情報の収集・提供 
【関連】2-1 ②、3-1 ① 

⼦育てに関する制度や⾝近な地域の育児情報を収
集し、⼦育て⽀援ガイド、地域⼦育て⽀援センター
による情報紙、広報、ホームページなどにより提供
します。 

⼦育て応援課

⼦育て講座の開催 

⼦育ての喜びや楽しさを感じるとともに、育児不
安の軽減を図るため、⽣活リズムの⼤切さや健康的
な⼦育てなど、家庭保育の充実につながる講座を開
催します。 

⼦育て応援課

学校だよりの発⾏ 
折々の学校情報及び⼦どもの状況を発信すること

によって、学校教育への理解を求めるとともに家庭
との連携を図ります。 

学校教育課 

園だよりの発⾏ 
【関連】2-1 ② 

折々の園情報や園児の状況を発信し、保育への理
解を求めるとともに家庭との連携を図ります。 幼児課 

家庭における教育⼒への⽀援 

「くりちゃん元気いっぱい運動」の「早ね・早お
き・朝ごはん」や「⼦育てのための１２か条」など
により、家庭教育に対する保護者の意識を⾼め、地
域をあげて⼦育てに取り組む⾵⼟を作ります。 

⽣涯学習課 
学校教育課 
幼児課 
⼦育て応援課
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４ 安⼼して⼦どもを⽣み育てられる環境づくり 

4-1 ⺟性並びに乳児及び幼児の健康の保持と増進 

〔現状と課題〕 

妊娠・出産から⼦育てへとつながる⼀連の流れにおいて、疾病予防や発育・発達⽀援など、⺟
⼦保健の果たす役割は⼤きいと⾔えます。 

本市においても、妊娠期から乳幼児期に⾄る継続した健診、相談事業、就学児に対する学校保
健により、健やかな⼦どもの成⻑と疾病予防に努めています。今後も、継続的に取り組むことが
必要です。 

 
〔施策の⽅向と主な事業〕 

① ⺟⼦保健の充実 
⼦どもを安⼼して産み育てられ、⼦ども⾃⾝が健やかに成⻑できるよう、⺟と⼦の健康の増進

を図ります。 
 

事業 事業内容 担当課

⺟⼦保健事業 
【関連】3-1 ① 

妊娠期から乳幼児期までの、⺟と⼦の健康増進を図
ります。 
①⺟⼦健康⼿帳の交付 
②妊婦健康診査（医療機関委託） 
③養育医療費助成（⼊院を必要とする未熟児に対し、

その養育医療に要する費⽤を助成します。） 
④乳幼児健診（4 か⽉・10 か⽉・1 歳 6 か⽉・2 歳 6

か⽉・3 歳 6 か⽉）⽉ 10 回（年 120 回） 
⑤健康相談（随時対応） 
⑥発達相談事業（随時対応） 
⑦電話相談（随時対応） 
⑧乳児家庭全⼾訪問事業 
⑨家庭訪問指導事業 
⑩その他の健康教室 

健康増進課 

⼩児救急医療⽀援事業 管内医療機関の協⼒を得て、湖南４市にて夜間や休
⽇において⼩児救急診療業務を運営します。 健康増進課 

福祉医療費助成制度 
【関連】 

1-2 ① 1-2 ② 
2-4 ① 

医療費の⼀部を助成し、健康の保持と福祉の向上を
図ります。 
①乳幼児医療費助成 
②ひとり親家庭医療費助成 
③障がい者（児）医療費助成 
④⼦ども⼊院医療費助成 

保険年⾦課 

育成医療費助成 
【関連】1-2 ① 

１８歳未満の⾝体障がいのある児童に対し、⼿術等
の治療を受けることにより、障がいが軽減され⽇常⽣
活能⼒が期待できる場合に、必要な医療の給付を⾏い
ます。

障がい福祉課
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4-2 ⼦育て交流の促進 

〔現状と課題〕 

⼦育てにおいては、不安や悩みを抱える⽗親・⺟親が少なくありません。そのような中で、⼦
育ての孤⽴を防ぎ、不安や負担感を軽減する上では、⼦育て中の親同⼠の交流が有効です。 

本市では、⼦育てのネットワークづくりとして、地域⼦育て⽀援センター及び児童館での⽀援
事業を進めているほか、シルバー⼈材センターや⼦育てサークルとの協働による⼦育て⽀援を実
施しています。また、⼦育て⽀援ガイドやホームページを使い、情報提供を⾏っています。 

今後も、さらなる利⽤促進を図り、親同⼠あるいは世代間の交流の機会を創出していくことが
必要です。 

 
〔施策の⽅向と主な事業〕 

① ⼦育てネットワークづくり 
⼦育て家庭の孤⽴化を防ぐため、地域⼦育て⽀援センターを核とし、⼦育てサークル等とも協

働し、親同⼠の交流や三世代交流の機会をつくります。 
 

事業 事業内容 担当課

地域⼦育て⽀援センター事業 
【関連】2-3 ① 
 

本市の⼦育て⽀援の中核施設として、⼦育て⽀援
施設と連携・協⼒し、⼦育てに関わる相談や⼦育て
講座などの各事業を実施するとともに、⼦育てサー
クルの育成、⽀援を⾏います。 

⼦育て応援課

児童館⼦育て⽀援事業 
【関連】2-3 ① 

遊びや⼦育て親⼦の交流の場の提供や相談事業な
どを通じて、⼦育て⽀援、親育ちを⽀える活動を実
施します。 

⼦育て応援課

⼦育てサークル等との協働事
業 

⼦育てや保護者に対する⽀援を⽬的としたサーク
ルなどの育成や、協働事業の実施に取り組み、地域
における⼦育て⽀援活動を推進します。 

⼦育て応援課

「おでかけシルバーママ・パ
パ」の開催 
（シルバー⼈材センターの事業） 
【関連】3-2 ① 

⼦育て世代を対象に、⼈⽣や⼦育て経験の豊かな
シルバー⼈材センター会員との「ふれあいの場」を
提供し、「三世代交流」や「地域社会との関わり」の
⽷⼝づくりに取り組み、⼦育てのストレスを軽減す
ることを⽬的として、各児童館に出かけて事業を実
施します。 

経済振興労政
課 
⼦育て応援課
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4-3 職業⽣活と家庭⽣活との両⽴の推進 

〔現状と課題〕 

⼦育てを⾏う上では、仕事と家庭の調和、いわゆる「ワーク･ライフ･バランス」が重要です。
⻑時間労働を抑制し、男⼥を問わず、⼦育て世代に合った働き⽅をすることで、充実した⼦育て
ライフが送れるといえます。 

就労環境の向上については法制度にかかわるものが多く、国レベルの事業が中⼼ですが、本市
としては企業への啓発を⾏っています。また、⼦育てには⽗親の参加が不可⽋であることから、
男性の家事･育児参加のための啓発を⾏っています。 

こうした取り組みが「ワーク･ライフ･バランス」へとつながるよう、働き⽅の⾒直しまでを含
んだ意識改⾰を展開することが求められます。 

 
〔施策の⽅向と主な事業〕 

①ワーク・ライフ・バランス（仕事と⽣活の調和）の推進 
仕事と家庭⽣活とを両⽴するため、男⼥ともに働き⽅の⾒直しを含め仕事を持つ親ができる限

り⻑い時間⼦育てに関われるよう、企業等に対し⼦育てしやすい就労環境の啓発に努めます。 
 

事業 事業内容 担当課

労働時間の短縮 

職業⽣活や家庭⽣活及び地域活動に、男⼥がともに
参加できるよう、事業所に対して労働時間の短縮への
啓発を実施します。また、ノー残業デーの推進を図り
ます。 

経済振興労政
課 

育児休業制度の普及 育児休業制度の定着を図り、利⽤しやすい環境づく
りを企業と共に進めます。 

経済振興労政
課 

就労⽀援の促進 
【関連】1-2 ② 

働く意欲がありながらさまざまな阻害要因を抱える
就職困難者や就労意欲のあるひとり親家庭の保護者を
対象に、就労⽀援相談員による相談、求⼈情報の提供
や職業訓練への誘導などの⽀援を関係機関と連携して
実施します。 

経済振興労政
課 

 

② 男⼥共同参画による⼦育ての推進 
男性の育児参画を進めるため、企業や地域社会に対する啓発を進めるとともに、⽗親の参画意

識を⾼める情報提供を⾏います。 
 

事業 事業内容 担当課
男性の育児休業取得の啓
発 

男性の育児休業取得を推進するため、事業所及び従
業員に対して啓発を⾏います。 

経済振興労政
課 

男⼥共同参画の視点によ
る学習の推進 

あらゆる分野に共に参画し、役割も責任も分かち合
い、仕事と家庭・地域活動を両⽴し、協⼒しあえる社
会づくりに向けて事業を展開しながら啓発を⾏いま
す。 

⽣涯学習課 

⽗⼦⼿帳の配布 妊娠、出産、育児に対する⼼構えと、協⼒のしかた
など⽗親向けの育児情報を提供します。 健康増進課 
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【教育・保育・地域⼦ども・⼦育て⽀援事業】 

１．教育・保育及び地域⼦ども・⼦育て⽀援事業の提供区域の設定 

 

教育・保育 区域名 

１号認定（３〜５歳・教育） 全市 

２号認定（３〜５歳・保育） 全市 

３号認定（０〜２歳・保育） 全市 

地域⼦ども・⼦育て⽀援事業 区域名 

延⻑保育事業 全市 

⼀時預かり事業 全市 

ファミリー・サポート・センター事業 全市 

放課後児童クラブ事業（学童保育） ⼩学校区 

地域⼦育て⽀援拠点事業 全市 

⼦育て短期⽀援事業 全市 

病児・病後児保育事業 全市 

妊婦健康診査 全市 

乳児家庭全⼾訪問事業 全市 

養育⽀援訪問事業  全市 

利⽤者⽀援事業 全市 

実費徴収にかかる補⾜給付を⾏う事業 全市 

多様な主体が本制度に参⼊することを促進する

ための事業 
全市 

 

 



53 

２．教育・保育の量の⾒込み、確保の⽅策、実施時期 

① １号認定〔３〜５歳児〕（幼児期の教育） ＜提供区域：全市＞ 

事 業 の 概 要
３〜５歳児で保育の必要性がない⼦ども（主に、家庭が専業主婦(夫)また
は短時間のパートタイム就労など）及び、保育の必要性はあるが幼稚園教
育の希望が強いと想定される⼦どもに対し、就学前教育を実施します。 

量 の ⾒ 込 み
算 出 ⽅ 法 国の「⼿引き」に基づき算出 

 
 実績値 実施時期

平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度
Ａ  量 の ⾒ 込 み
※２号認定の教育ニ
ーズが強いものを含
む 

1,482 ⼈ 1,367 ⼈ 1,319 ⼈ 1,311 ⼈ 1,276 ⼈ 1,292 ⼈

現 在 の 実 施 状 況

●公⽴幼稚園 ４園 
●公⽴幼児園 ５園 
 
（平成 25 年度末）幼稚園及び幼児園の短時間保育課程の⼊所児童数 

1,494 ⼈ 

B 
確保 
⽅策 

特定教育・
保育施設  1,645 ⼈ 1,645 ⼈ 1,645 ⼈ 1,645 ⼈ 1,645 ⼈

Ｂ－Ａ 
 

278 ⼈ 326 ⼈ 334 ⼈ 369 ⼈ 353 ⼈

確 保 ⽅ 策
の 内 容

幼稚園教諭の確保を図りながら、引き続き、市内の公⽴幼稚園・幼児園（9
園）で実施。 
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② ２号認定〔３〜５歳児〕（保育の実施） ＜提供区域：全市＞ 

事 業 の 概 要 ３〜５歳児で保育の必要な⼦ども（主に、両親が共働きまたは⻑時間のパ
ートタイム就労など）に対し、保育を実施します。 

量 の ⾒ 込 み
算 出 ⽅ 法 国の「⼿引き」に基づき算出 

 
 実績値 実施時期

平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み 904 ⼈ 1,009 ⼈ 974 ⼈ 969 ⼈ 942 ⼈ 954 ⼈

現 在 の 実 施 状 況

●公⽴保育園  ３園 
●公⽴幼児園  ５園 
●法⼈⽴保育園 ５園 
（治⽥⻄カナリヤ第三保育園・こだまふれんど保育園・グランマの家保育

園・こだま保育園・⼤宝カナリヤ保育園） 
 

（平成 25 年度末）保育園及び幼児園の中・⻑時間保育課程のうち、 
３〜５歳児の⼊所児童数 893 ⼈ 

B 
確保 
⽅策 

特定教育・
保育施設  1,009 ⼈ 1,009 ⼈ 1,009 ⼈ 1,009 ⼈ 1,009 ⼈

Ｂ－Ａ 
 

0 ⼈ 35 ⼈ 40 ⼈ 67 ⼈ 55 ⼈

確 保 ⽅ 策
の 内 容

保育⼠の確保を図りながら、引き続き、市内の公⽴保育園・幼児園・法⼈
⽴保育園（13 園）で実施。 
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③-1 3 号認定〔０歳児〕 ＜提供区域：全市＞ 

事 業 の 概 要 ０歳児で保育の必要な⼦ども（主に、両親が共働きまたは⻑時間のパート
タイム就労など）に対し、保育を実施します。 

量 の ⾒ 込 み
算 出 ⽅ 法

国の「⼿引き」を参考にしつつ、育児休業が多い実情や⼦どもが⼤きくな
ってからの利⽤ニーズや実績を勘案し、補正の上で算出 

 
 実績値 実施時期

平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み 61 ⼈ 83 ⼈ 84 ⼈ 85 ⼈ 86 ⼈ 86 ⼈

現 在 の 実 施 状 況

●公⽴保育園 ３園 
●公⽴幼児園 ５園 
●法⼈⽴保育園 6 園 
（治⽥⻄カナリヤ第三保育園・こだまふれんど保育園・グランマの家保育

園・こだま保育園・⼤宝カナリヤ保育園・こだま乳児保育園） 
 
（平成 25 年度末）保育園及び幼児園の中・⻑時間保育課程のうち、 

０歳児の数 80 ⼈
B 

確保 
⽅策 

特定教育・
保育施設  87 ⼈ 87 ⼈ 87 ⼈ 87 ⼈ 87 ⼈

Ｂ－Ａ 
 

4 ⼈ 3 ⼈ 2 ⼈ 1 ⼈ 1 ⼈

確 保 ⽅ 策
の 内 容

早期の待機児童解消に向け、保育⼠の確保を図りながら、引き続き、市内
の公⽴保育園・幼児園・法⼈⽴保育園（14 園）で実施。 
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③-2 3 号認定〔１・２歳児〕 ＜提供区域：全市＞ 

事 業 の 概 要 １・２歳児で保育の必要な⼦ども（主に、両親が共働きまたは⻑時間のパ
ートタイム就労など）に対し、保育を実施します。 

量 の ⾒ 込 み
算 出 ⽅ 法

国の「⼿引き」を参考にしつつ、⼦どもが⼤きくなってからの利⽤ニーズ
や実績を勘案し、補正の上で算出 

 
 実績値 実施時期

平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み 432 ⼈ 462 ⼈ 469 ⼈ 465 ⼈ 469 ⼈ 472 ⼈

現 在 の 実 施 状 況

●公⽴保育園 ３園 
●公⽴幼児園 ５園 
●法⼈⽴保育園 6 園 
（治⽥⻄カナリヤ第三保育園・こだまふれんど保育園・グランマの家保育

園・こだま保育園・⼤宝カナリヤ保育園・こだま乳児保育園） 
 
（平成 25 年度末）保育園及び幼児園の中・⻑時間保育課程のうち、 

１・２歳児の数 429 ⼈
B 

確保 
⽅策 

特定教育・
保育施設  472 ⼈ 472 ⼈ 472 ⼈ 472 ⼈ 472 ⼈

Ｂ－Ａ 
 

10 ⼈ 3 ⼈ 7 ⼈ 3 ⼈ 0 ⼈

確 保 ⽅ 策
の 内 容

早期の待機児童解消に向け、保育⼠の確保を図りながら、引き続き、市内
の公⽴保育園・幼児園・法⼈⽴保育園（14 園）で実施。 
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３．地域⼦ども・⼦育て⽀援事業の量の⾒込み、確保の⽅策、実施時期 

① 延⻑保育事業 ＜提供区域：全市＞ 

事 業 の 概 要 11 時間の開所時間を超えて保育を実施します。 

量 の ⾒ 込 み
算 出 ⽅ 法 国の「⼿引き」に基づき算出 

 
 実績値 実施時期

平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み 337 ⼈ 334 ⼈ 330 ⼈ 329 ⼈ 326 ⼈ 329 ⼈

現 在 の 実 施 状 況

●法⼈⽴保育園６園 
（治⽥⻄カナリヤ第三保育園・こだまふれんど保育園・グランマの家保育

園・こだま保育園・⼤宝カナリヤ保育園・こだま乳児保育園） 
 
（平成 25 年度）利⽤実績 337 ⼈ 

Ｂ  確 保 ⽅ 策  334 ⼈ 330 ⼈ 329 ⼈ 326 ⼈ 329 ⼈

Ｂ－Ａ 
 

0 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈

確 保 ⽅ 策
の 内 容 引き続き、市内の法⼈⽴保育園（６園）で実施。 
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②-1 ⼀時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした⼀時預かり（預かり保育））     

 ＜提供区域：全市＞ 

事 業 の 概 要 幼稚園在園児の保護者の就労時間等の都合によって、降園時間後も引き続
き預かります。 

量 の ⾒ 込 み
算 出 ⽅ 法

国の「⼿引き」を参考にしつつ、現在は必要がなく未利⽤である⼈のニー
ズを除くとともに、短時間の就労をしている⼈の利⽤ニーズなどを勘案し、
補正の上で算出 

 
 実績値 実施時期

平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み 13,021 ⼈⽇ 12,017 ⼈⽇ 11,577 ⼈⽇ 11,492 ⼈⽇ 11,206 ⼈⽇ 11,342 ⼈⽇

現 在 の 実 施 状 況

●公⽴幼稚園 ４園 
●公⽴幼児園 ５園 
 
（平成 25 年度）利⽤実績 年間延べ 13,021 ⼈ 

Ｂ  確 保 ⽅ 策  12,017 ⼈⽇ 11,577 ⼈⽇ 11,492 ⼈⽇ 11,206 ⼈⽇ 11,342 ⼈⽇

Ｂ－Ａ 
 

0 ⼈⽇ 0 ⼈⽇ 0 ⼈⽇ 0 ⼈⽇ 0 ⼈⽇

確 保 ⽅ 策
の 内 容 引き続き、市内の公⽴幼稚園・幼児園（９園）で実施。 
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②-2 ⼀時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした⼀時預かり（預かり保育）以外、  

（ファミリー・サポート・センター事業含む）） ＜提供区域：全市＞ 

事 業 の 概 要 家庭において保育を受けることが⼀時的に困難となった⼦どもを⼀時的に
預かります。 

量 の ⾒ 込 み 
算 出 ⽅ 法 

国の「⼿引き」を参考にしつつ、現在は必要がなく未利⽤である⼈のニーズ
を除くとともに、普段、⼦どもをみてもらいにくい⼈の利⽤ニーズや利⽤の
実績などを勘案し、補正の上で算出 

 
 実績値 実施時期

平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ 量の⾒込み 1,852 ⼈⽇ 1,985 ⼈⽇ 2,006 ⼈⽇ 1,999 ⼈⽇ 2,014 ⼈⽇ 2,022 ⼈⽇

現在の実施状況 

●法⼈⽴保育園 ３園 
（グランマの家保育園、こだまふれんど保育園、⼤宝カナリヤ保育園） 
（平成 25 年度）利⽤実績 年間延べ 1,694 ⼈ 
 
●シルバー⼈材センター⾼齢者活⽤⼦育て⽀援事業 
（平成 25 年度）利⽤実績 年間延べ 158 ⼈ 
（「みらい・たくす」・「シルバーで⼀時預かり・マロンばあばのおうち」（平

成 24 年 7 ⽉〜実施））

Ｂ  確 保 ⽅ 策  1,985 ⼈⽇ 2,006 ⼈⽇ 1,999 ⼈⽇ 2,014 ⼈⽇ 2,022 ⼈⽇

Ｂ－Ａ 
 

0 ⼈⽇ 0 ⼈⽇ 0 ⼈⽇ 0 ⼈⽇ 0 ⼈⽇

確 保 ⽅ 策 
の 内 容 

保育⼠の確保を図りながら、引き続き、市内の法⼈⽴保育園（３園）で実施。
シルバー⼈材センター⾼齢者活⽤⼦育て⽀援事業の継続実施。 
（「みらい・たくす」・「シルバーで⼀時預かり・マロンばあばのおうち」） 
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④ 放課後児童健全育成事業 ＜提供区域：⼩学校区＞ 

事 業 の 概 要
保護者が労働等により昼間家庭にいない⼩学⽣に対し、放課後や春休み・
夏休み・冬休みなどの学校休業⽇に適切な遊びや⽣活の場を提供し、健全
育成を図ります。 

現 在 の 実 施 状 況

●9 ⼩学校区に公設９か所 10 クラブ（社会福祉協議会へ指定管理委託） 
       ⺠設２か所 2 クラブ（こだまクラブ・⼤宝こだまクラブ）
 
（平成 25 年度）利⽤実績 全市で 424 ⼈ 

量 の ⾒ 込 み
算 出 ⽅ 法

国の「⼿引き」に基づき算出（⼩学⽣） 
ただし、平成 27 年度の量の⾒込みが平成 26 年４⽉１⽇の利⽤⼈数を下回
る場合は、平成 27 年度は平成 26 年４⽉１⽇の⼈数とし、平成 28 年度以
降は、前年度の量の⾒込み×当年度(国の⼿引き算出)／前年度（国の⼿引
き算出） 
注：平成 26 年度以前の実績数は１〜３年⽣と４〜６年⽣の要⽀援児童の

児童数で、平成 27 年度以降の量の⾒込みは 1〜6 年⽣の児童数 

 

〔市全体〕 
 実績値 実施時期

平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み 424 ⼈ 700 ⼈ 683 ⼈ 668 ⼈ 660 ⼈ 638 ⼈

Ｂ  確 保 ⽅ 策  806 ⼈ 795 ⼈ 794 ⼈ 790 ⼈ 787 ⼈

Ｂ－Ａ 
 

106 ⼈ 112 ⼈ 126 ⼈ 130 ⼈ 149 ⼈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523 500
435 424

501

700 683 668 660 638

806 795 794 790 787

0

200

400

600

800

1,000

平22 平23 平24 平25 平26 平27 平28 平29 平30 平31

実績値 量の⾒込み 確保⽅策

（⼈）



61 

⼩学校区別の内訳 

〔⾦勝⼩学校区〕 
 実績値 実施時期

平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み 35 ⼈ 66 ⼈ 66 ⼈ 65 ⼈ 63 ⼈ 63 ⼈

Ｂ  確 保 ⽅ 策  66 ⼈ 66 ⼈ 65 ⼈ 63 ⼈ 63 ⼈

Ｂ－Ａ  0 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈

確 保 ⽅ 策
の 内 容 ⾦勝学童保育所と、⾦勝児童館等の利活⽤により確保 

 
〔葉⼭⼩学校区〕 

 実績値 実施時期
平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み 32 ⼈ 62 ⼈ 60 ⼈ 60 ⼈ 58 ⼈ 58 ⼈

Ｂ  確 保 ⽅ 策  62 ⼈ 60 ⼈ 60 ⼈ 58 ⼈ 58 ⼈

Ｂ－Ａ  0 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈

確 保 ⽅ 策
の 内 容 葉⼭学童保育所と、葉⼭児童館等の利活⽤により確保 

 
〔葉⼭東⼩学校区〕 

 実績値 実施時期
平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み 46 ⼈ 67 ⼈ 66 ⼈ 68 ⼈ 70 ⼈ 71 ⼈

Ｂ  確 保 ⽅ 策  67 ⼈ 66 ⼈ 70 ⼈ 70 ⼈ 71 ⼈

Ｂ－Ａ  0 ⼈ 0 ⼈ 2 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈

確 保 ⽅ 策
の 内 容

葉⼭東学童保育所と、葉⼭東児童館等の利活⽤により確保 
施設増築予定（平成 28 年度） 
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〔治⽥⼩学校区〕 
 実績値 実施時期

平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み 27 ⼈ 69 ⼈ 69 ⼈ 72 ⼈ 74 ⼈ 75 ⼈

Ｂ  確 保 ⽅ 策  90 ⼈ 90 ⼈ 90 ⼈ 90 ⼈ 90 ⼈

Ｂ－Ａ  21 ⼈ 21 ⼈ 18 ⼈ 16 ⼈ 15 ⼈

確 保 ⽅ 策
の 内 容 治⽥学童保育所 

 
〔治⽥東⼩学校区〕 

 実績値 実施時期
平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み 47 ⼈ 66 ⼈ 65 ⼈ 66 ⼈ 67 ⼈ 66 ⼈

Ｂ  確 保 ⽅ 策  66 ⼈ 65 ⼈ 66 ⼈ 67 ⼈ 66 ⼈

Ｂ－Ａ  0 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈

確 保 ⽅ 策
の 内 容 治⽥東学童保育所と、治⽥東児童館等の利活⽤により確保 

 
〔治⽥⻄⼩学校区〕 

 実績値 実施時期
平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み 81 ⼈ 115 ⼈ 107 ⼈ 97 ⼈ 96 ⼈ 89 ⼈

Ｂ  確 保 ⽅ 策  115 ⼈ 107 ⼈ 101 ⼈ 101 ⼈ 101 ⼈

Ｂ－Ａ  0 ⼈ 0 ⼈ ４⼈ ５⼈ 12 ⼈

確 保 ⽅ 策
の 内 容

治⽥⻄第⼀学童保育所、治⽥⻄第⼆学童保育所、⼤宝こだまクラブと、治
⽥⻄児童館等の利活⽤により確保 
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〔⼤宝⼩学校区〕 
 実績値 実施時期

平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み 50 ⼈ 84 ⼈ 88 ⼈ 88 ⼈ 87 ⼈ 84 ⼈

Ｂ  確 保 ⽅ 策  88 ⼈ 88 ⼈ 88 ⼈ 88 ⼈ 88 ⼈

Ｂ－Ａ  4 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈ 1 ⼈ 4 ⼈

確 保 ⽅ 策
の 内 容 ⼤宝学童保育所、⼤宝こだまクラブ・こだまクラブ 

 
〔⼤宝東⼩学校区〕 

 実績値 実施時期
平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み 63 ⼈ 109 ⼈ 99 ⼈ 88 ⼈ 82 ⼈ 72 ⼈

Ｂ  確 保 ⽅ 策  190 ⼈ 190 ⼈ 190 ⼈ 190 ⼈ 190 ⼈

Ｂ－Ａ  81 ⼈ 91 ⼈ 102 ⼈ 108 ⼈ 118 ⼈

確 保 ⽅ 策
の 内 容 ⼤宝東学童保育所、こだまクラブ 

 
〔⼤宝⻄⼩学校区〕 

 実績値 実施時期
平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み 43 ⼈ 62 ⼈ 63 ⼈ 64 ⼈ 63 ⼈ 60 ⼈

Ｂ  確 保 ⽅ 策  62 ⼈ 63 ⼈ 64 ⼈ 63 ⼈ 60 ⼈

Ｂ－Ａ  0 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈ 0 ⼈

確 保 ⽅ 策
の 内 容 ⼤宝⻄学童保育所と、⼤宝⻄児童館等の利活⽤により確保 
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⑤ 地域⼦育て⽀援拠点事業 ＜提供区域：全市＞ 

事 業 の 概 要 ⼦育て⽀援の拠点として、親⼦が気軽に集える場の提供と、⼦育ての負担
感の軽減と不安感の解消を⽬指し、⼦育て相談や情報提供を⾏います。 

量 の ⾒ 込 み
算 出 ⽅ 法 国の「⼿引き」に基づき算出 

 
 実績値 実施時期

平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み
  （延べ⼈数） 

42,391 ⼈ 65,546 ⼈ 66,325 ⼈ 66,117 ⼈ 66,636 ⼈ 66,999 ⼈

現 在 の 実 施 状 況

３か所 
●栗東市地域⼦育て包括⽀援センター（⼤宝東児童館） 
●栗東市地域⼦育て⽀援センター（⾦勝児童館・治⽥⻄カナリヤ第三保育

園内） 
 
（平成 25 年度）利⽤実績 年間延べ 42,391 ⼈

B 
確保 
⽅策 

利⽤延べ⼈数  45,000 ⼈ 66,325 ⼈ 66,117 ⼈ 66,636 ⼈ 66,999 ⼈

実施箇所数  ３か所 ６か所 ６か所 ６か所 ６か所

確 保 ⽅ 策
の 内 容

引き続き、３センターで実施。 
平成 28 年度３児童館の⼦育て⽀援拠点事業化を進め、利⽤者増につなげ
る。 
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⑥ ⼦育て短期⽀援事業（ショートステイ） ＜提供区域：全市＞ 

事 業 の 概 要
保護者の病気などの理由により、養育が⼀時的に困難となった場合や緊急
⼀時的に保護を必要とする場合に、児童養護施設などで⼦どもを⼀時的に
養育または保護します。 

量 の ⾒ 込 み
算 出 ⽅ 法 国の「⼿引き」に基づき算出 

 
 実績値 実施時期

平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み
  （延べ⼈数） 

実施なし ６⼈ ６⼈ ６⼈ ６⼈ ６⼈

現 在 の 実 施 状 況 実施なし 

B 
確保 
⽅策 

利⽤延べ⼈数  ６⼈ ６⼈ ６⼈ ６⼈ ６⼈

実施箇所数  1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所

確 保 ⽅ 策
の 内 容 平成 27 年度中に実施。 
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⑦ 病児・病後児保育事業 ＜提供区域：全市＞ 

事 業 の 概 要 保護者の就労等の都合により、病気の回復期にある集団保育を受けること
が困難な⼦どもを、専⽤施設で⼀時的に預かり安静を確保し保育します。

量 の ⾒ 込 み
算 出 ⽅ 法

国の「⼿引き」を参考にしつつ、普段、⼦どもをみてもらいにくい⼈の利
⽤ニーズや利⽤の実績などを勘案し、補正の上で算出 

 
 実績値 実施時期

平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み
  （延べ⼈数） 

177 ⼈ 212 ⼈ 210 ⼈ 209 ⼈ 207 ⼈ 209 ⼈

現 在 の 実 施 状 況

●きづきクリニックチャイルドハウス 
       開所⽇数…250 ⽇ 
       １⽇の定員…２⼈ 
●オルミス ※草津市との相互協定により実施 
 
（平成 25 年度）登録者数 842 ⼈ 

利⽤実績 年間延べ 177 ⼈

B 
確保 
⽅策 

利⽤延べ⼈数  212 ⼈ 210 ⼈ 209 ⼈ 207 ⼈ 209 ⼈

実施箇所数  2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所

確 保 ⽅ 策
の 内 容 引き続き、２か所で実施。 
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⑧ 妊婦に対する健康診査 ＜提供区域：全市＞ 

事 業 の 概 要 安⼼して妊娠、出産ができるよう妊婦健康診査にかかる費⽤を助成するこ
とにより、妊婦の健康管理の充実を図ります。 

現 在 の 実 施 状 況
妊婦健診について、14 回の健診費⽤の助成を⾏っています。 
 
（平成 25 年度）利⽤実績 1,640 ⼈ 

量 の ⾒ 込 み
算 出 ⽅ 法 これまでの利⽤実績に基づき算出 

 
 実績値 実施時期

平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み 1,640 ⼈ 1,640 ⼈ 1,640 ⼈ 1,640 ⼈ 1,640 ⼈ 1,640 ⼈

確 保 ⽅ 策
の 内 容

実施場所：市内（県内外）の医療機関 
実施回数：14 回 
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⑨ 乳児家庭全⼾訪問事業 ＜提供区域：全市＞ 

事 業 の 概 要
⽣後 4 か⽉までの乳児がいる家庭を、助産師または保健師が訪問し、⼦育
てに関する相談や⽀援が必要な⼈への、適切なサービスの提供につなげて
います。 

現 在 の 実 施 状 況 （平成 25 年度）訪問件数 668 ⼈（対象者：844 ⼈ 訪問率：79.1％）
助産師 11 ⼈、保健師で訪問 

量 の ⾒ 込 み
算 出 ⽅ 法 ⼈⼝推計の 0 歳児⼈⼝数 

 
 実績値 実施時期

平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み 668 ⼈ 877 ⼈ 883 ⼈ 889 ⼈ 897 ⼈ 897 ⼈

確 保 ⽅ 策
の 内 容

実施体制：助産師 11 ⼈、保健師 
実施機関：栗東市健康増進課 
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⑩ 養育⽀援訪問その他要⽀援児童、要保護児童等の⽀援に資する事業 ＜提供区域：全市＞ 

事 業 の 概 要
養育⽀援が特に必要な家庭に対し、適切な養育の実施を確保するため、育
児⽀援家庭訪問員などが訪問し、養育に関する指導、助⾔、育児援助等を
⾏います。 

現 在 の 実 施 状 況 （平成 25 年度）利⽤実績 37 ⼈ 

量 の ⾒ 込 み
算 出 ⽅ 法 これまでの利⽤実績に基づき算出 

 
 実績値 実施時期

平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み 37 ⼈ 35 ⼈ 35 ⼈ 35 ⼈ 35 ⼈ 35 ⼈

確 保 ⽅ 策
の 内 容

＜養育⽀援訪問事業＞ 
 ⽀援が必要な家庭に対し、育児⽀援家庭訪問員などによる訪問を実施。
 
＜児童虐待相談対応＞ 
・要保護児童対策地域協議会において、家庭児童相談室と連携し、児童虐

待防⽌につなげる。 
・相談員の資質向上を図るとともに、相談体制強化を図る。 
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⑪ 利⽤者⽀援事業【新規事業】 ＜提供区域：全市＞ 

事 業 の 概 要 新制度で新たに創設された事業で、教育・保育施設や地域⼦ども・⼦育て
⽀援事業を円滑に利⽤できるよう、情報提供や相談、助⾔などを⾏います。

量 の ⾒ 込 み
算 出 ⽅ 法

国の「⼿引き」に基づき、教育・保育施設や地域⼦育て⽀援事業の量の⾒
込みを勘案して算出 

 
 実績値 実施時期

平成 25 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

Ａ  量 の ⾒ 込 み  １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

Ｂ  確 保 ⽅ 策  １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

Ｂ－Ａ  ０か所 ０か所 ０か所 ０か所 ０か所

確 保 ⽅ 策
の 内 容

幼稚園、保育園の利⽤申し込みや相談に対応する幼児課と、⼦育て⽀援事
業の円滑な利⽤を促進するため学童保育所等の情報提供や相談に対応する
⼦育て応援課、⼦育て⽀援の情報提供や相談に対応する⼦育て⽀援センタ
ーが連携し、利⽤者⽀援事業を担う。 

 

⑫実費徴収にかかる補⾜給付を⾏う事業【新規事業】          ＜提供区域：全市＞  

事 業 の 概 要

新制度で新たに創設された事業で、世帯の所得状況等を勘案して定める基
準に基づき、特定教育・保育等を受けた場合にかかる⽇⽤品や⽂房具その
他教育・保育に必要な物品の購⼊に要する費⽤または特定教育・保育にか
かる⾏事への参加に要する費⽤の全部または⼀部を助成する事業。 

確 保 ⽅ 策 の 内 容 国等の動向を⾒ながら、今後取り組み⽅策を検討。 

 

⑬多様な主体が本制度に参⼊することを促進するための事業【新規事業】 ＜提供区域：全市＞  

事 業 の 概 要
新制度で新たに創設された事業で、特定教育・保育施設等への⺠間事業者
の参⼊の促進に関する調査研究や、その他の多様な事業者の能⼒を活⽤し
た特定教育・保育施設等の設置または運営を促進する事業。 

確 保 ⽅ 策 の 内 容 今後の動向を⾒ながら、必要性を検討。 

 

【その他計画期間中の確保の内容】 

・⼦育て⽀援に関する更なる情報発信の充実（⼦育てサイトの開設） 

・企業への⼦育て⽀援事業の情報の発信（企業訪問時に配布するなど） 
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４．教育・保育の⼀体的提供と、教育・保育の推進に関する体制の確保について 

① 認定こども園の普及にかかる基本的考え⽅ 
本市では、平成１５年度より、多様化する保育ニーズや地域への⼦育て⽀援に対応していくた

め、保育園と幼稚園のカリキュラムを⼀本化した乳幼児保育総合システムを構築し、幼児園の設
置などにより混合保育、交流保育を実施してきました。さらに平成２２年度より就学前の⼀貫し
た保育・教育を⽬指して「すくすく育つ りっとう⼦ 保育教育課程」を作成し市内のすべての
乳幼児が同じ保育観で保育・教育が受けられるよう、同⼀施設の中で、利⽤者のニーズに応じて
短時間と中･⻑時間の保育を提供しています。 

認定こども園制度については、こうした取り組みと同様の考え⽅に基づくものであることから、
今後においても本市独⾃の幼児園で、教育・保育の⼀体的提供を図っていきます。 

 

② 教育・保育及び地域⼦ども・⼦育て⽀援事業の推進体制について 
本市における教育・保育事業及び地域⼦ども・⼦育て⽀援事業の推進にあたっては、その量の

確保と同時に、質の向上が図られるよう、認可や確認における市の関与に際して、適切な指導及
び助⾔などを⾏います。 

また、これらの事業を担う事業者間での課題や情報の共有化を図り、総体として本市の⼦ど
も・⼦育て⽀援事業の最適化が図られるよう、事業者間での連携強化を促します。 

さらに、就学を迎える⼦どもがスムーズに学校⽣活に⼊れるよう、保幼⼩の連絡協議会や保幼
⼩交流を通し職員や⼦どもの交流を図ることで、保育園・幼稚園・幼児園と⼩学校との連携をよ
り⼀層強化し、相互の情報共有を図ります。 
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第５章 計画の推進 

 

１．計画の推進体制 

⼦育ては、家庭が主体となることはもちろん、教育・保育や⼦育て⽀援を担う機関をはじめ職域さ
らには地域社会全体において、各々の役割を果たすとともに、相互に協⼒しながら進める必要があり
ます。 

本計画の基本理念に掲げた「⼦ども・家庭・地域 ともに育つまち りっとう」の実現に向け、保
育園・幼稚園・幼児園・⼩学校・関係団体及び関連部署等が⼀体となり計画の推進を図ります。また、
県や国との連携を密にし、制度の円滑な導⼊・展開を図るとともに、制度⾯の充実・改善がなされる
よう、県や国に対し働きかけていきます。 

 

２．計画の進⾏管理 

本計画の進⾏管理については、計画の策定（Plan）、計画に基づく取り組み（Do）、その達成状況
を定期的に把握し、点検・評価した上で（Check）、その後の取り組みを改善する（Action）⼀連の
PDCA サイクルにより⾏います。このため、「栗東市⼦ども・⼦育て会議」を継続して設置し、計画
に基づく施策の進捗状況や計画全体の成果について、年度ごとに点検・評価を⾏い、計画に定める量
の⾒込みが⼤きく変動する場合には、計画の⼀部⾒直しを必要に応じて⾏います。 
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参 考 資 料 

１．栗東市⼦ども・⼦育て会議条例 

（設置） 
第１条 市は、⼦ども・⼦育て⽀援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７７条第

１項の規定に基づき、栗東市⼦ども・⼦育て会議（以下「⼦ども・⼦育て会議」という。）を置く。 
 （所掌事務） 
第２条 ⼦ども・⼦育て会議は、法第７７条第１項各号に掲げる事務を処理する。 
 （組織） 
第３条 ⼦ども・⼦育て会議は、委員１７⼈以内をもって組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市⻑が委嘱する。 
 （１） 法第６条に規定する⼦どもの保護者 
 （２） 事業主を代表する者 
 （３） 労働者を代表する者 
 （４） 法第７条第１項に規定する⼦ども・⼦育て⽀援に関する事業に従事する者 
 （５） 前号の⼦ども・⼦育て⽀援に関し学識経験のある者 
 （６） 公募による市⺠ 
 （７） 前各号に掲げる者のほか、市⻑が特に必要があると認める者 
 （委員の任期） 
第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が⽋けた場合における補⽋の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 
２ 委員は、再任されることができる。 
３ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を⾏う

ものとする。 
 （会⻑及び副会⻑） 
第５条 ⼦ども・⼦育て会議に、会⻑及び副会⻑各１⼈を置き、委員の互選により定める。 
２ 会⻑は、会務を総理し、⼦ども・⼦育て会議を代表する。 
３ 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があるときは、その職務を代理する。 
 （会議） 
第６条 ⼦ども・⼦育て会議の会議（以下「会議」という。）は、会⻑が招集し、その議⻑となる。 
２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会⻑の決するところによる。 
 （事務局） 
第７条 ⼦ども・⼦育て会議の事務を処理させるため、⼦ども・⼦育て⽀援に関する事務を所管す
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る課に事務局を置く。 
２ 事務局は、会⻑の命を受けて、局務を掌理する。 
 （委任） 
第８条 この条例に定めるもののほか、⼦ども・⼦育て会議の運営に関し必要な事項は、会⻑が⼦

ども・⼦育て会議に諮って定める。 
   附 則 
 （施⾏期⽇） 
１ この条例は、平成２５年８⽉１⽇から施⾏する。ただし、次項の規定は、公布の⽇から施⾏す

る。 
 （準備⾏為） 
２ この条例の施⾏後最初に委嘱される⼦ども・⼦育て会議の委員の選任のための⼿続その他のこ

の条例を施⾏するために必要な準備⾏為は、この条例の施⾏前においても⾏うことができる。 
 （栗東市特別職の職員で⾮常勤のものの報酬及び費⽤弁償に関する条例の⼀部改正） 
３ 栗東市特別職の職員で⾮常勤のものの報酬及び費⽤弁償に関する条例（昭和３１年栗東町条例

第２４号）の⼀部を次のように改正する。 
  別表障害者の住みよいまちづくり推進協議会の部の次に次のように加える。 

⼦ども・⼦育て会議 会⻑ 〃  ５，９００円  
委員 〃  ５，７００円

 
 

 

 

 



２．栗東市⼦ども・⼦育て会議委員名簿

種別 備　考

平成25年度

平成26年度

平成25年度

平成26年度

事業主を代表する者

Ｈ26.7.28まで

Ｈ26.7.29から

副会長

会長

Ｈ25.11.30まで

Ｈ25.12.1から

平成25年度

平成26年度　吉永　秀哉 　栗東市小中学校校長会　　

　夏見　きみ子 　栗東市同和教育推進協議会

公募による市民

　明田　弘美 　公募市民

　柴田　美知代 　公募市民

　公益社団法人栗東市シルバー人材センター

子ども・子育て支援
に関し学識経験のあ
る者

　岩﨑　洋子 　学識経験者

　西尾　悦子 　栗東市民生委員児童委員協議会連合会

　榎戸　素子 　栗東市民生委員児童委員協議会連合会

　倉田　充子 　栗東市小中学校校長会

子ども・子育て支援
に関する事業に従事
する者

　鎌田　容子 　栗東市保育園・幼稚園・幼児園園長会

　田中　裕 　栗東市保育園・幼稚園・幼児園園長会

　木築　野百合 　きづきクリニックチャイルドハウス

　寺井　利彦 　社会福祉法人栗東市社会福祉協議会　

　森　和代

　田中　康人 　栗東市商工会　

労働者を代表する者

　中川　竜一 　草津・栗東地区労働者福祉協議会　

　田中　文三 　草津・栗東地区労働者福祉協議会　

　龍後　治美 　栗東市保護者連絡協議会

　村上　順美 　栗東市保護者連絡協議会

　簗田　美樹 　栗東市保護者連絡協議会

委　員　名 所属団体

子どもの保護者

　川村　紘一郎 　栗東市学童保育連絡協議会　

　田川　典子 　栗東市保護者連絡協議会

　安井　春香 　栗東市保護者連絡協議会
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３．計画の策定経過 

年 ⽉ ⽇ 内     容 

平成 25 年 8 ⽉ 27 ⽇ 第 1 回⼦ども・⼦育て会議 
（1）栗東市⼦ども・⼦育て会議及び会議の運営について 
（2）⼦ども・⼦育て⽀援新制度について 
（3）栗東市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画について 
（4）栗東市の⼦ども・⼦育て施策の現状について 

平成 25 年 9 ⽉ 24 ⽇ 第 2 回⼦ども・⼦育て会議 
（1）栗東市の⼦ども・⼦育て施策の現状について 
（2）ニーズ調査の実施について 

平成 25 年 10 ⽉ 10 ⽇〜 
      11 ⽉ 5 ⽇ 

ニーズ調査の実施 
○就学前児童の保護者 発送数：2,000 ⼈ 回答数：835 ⼈（41.8％）
○⼩学校児童の保護者 発送数：1,000 ⼈ 回答数：424 ⼈（42.4％）

平成 26 年 2 ⽉ 2５⽇ 第 3 回⼦ども・⼦育て会議 
（1）栗東市次世代育成⽀援⾏動計画後期計画にかかる施策別の成果と

課題について 
（2）栗東市⼦ども・⼦育て⽀援事業ニーズ調査の結果について 
（3）栗東市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画における教育・保育提供区域

の設定及び「量の⾒込み」について 

平成 26 年 5 ⽉ 13 ⽇ 第４回⼦ども・⼦育て会議 
（1）栗東市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画の構成イメージについて 
（2）教育・保育提供区域の設定及び「量の⾒込み」（案）について 

平成 26 年 6 ⽉ 17 ⽇ 第 5 回⼦ども・⼦育て会議 
（1）「教育・保育」・「地域⼦ども・⼦育て⽀援事業」の提供区域および

量の⾒込み（案）について 
（2）栗東市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画（素案）について 

平成 26 年 7 ⽉ 29 ⽇ 第６回⼦ども・⼦育て会議 
（1）⼦ども・⼦育て⽀援新制度導⼊に向けた条例等の制定について 
（2）栗東市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画（素案）について 

平成 26 年 9 ⽉ 2 ⽇ 第 7 回⼦ども・⼦育て会議 
（1）栗東市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画（素案） 
  ①確保の⽅策について 
  ②栗東市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画（素案）全体について 

平成 26 年 11 ⽉ 26 ⽇〜 
      12 ⽉ 25 ⽇ 

パブリックコメント 

平成 27 年 2 ⽉ 3 ⽇ 第 8 回⼦ども・⼦育て会議 
（1）栗東市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画（案）パブリックコメント 

実施結果について 
（2）栗東市⼦ども・⼦育て⽀援事業計画（案）について 

 



 

 

 

 

第２次栗東市食育推進計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗 東 市 

 



はじめに 

「食」は私たちが生涯にわたって健康で過ごすために欠かすことのできないものであ

り、日々の暮らしを楽しく、豊かにしてくれます。 

 しかし近年、社会情勢の変化によって、食を大切にする心や地域の伝統的な食文化が

失われつつあります。また、不規則な食事など生活習慣の乱れによる生活習慣病の増加

や、家族団らんの機会の減少等が問題となっています。 

このような現状をふまえ、国は生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育

むことを目的に、平成 17 年７月に「食育基本法」を施行し、平成 18 年３月には、「食

育推進基本計画」を策定しました。 

本市においては、市民一人ひとりが食を通して元気な体と感謝の心を育むことができ

るよう、平成 22 年３月に「栗東市食育推進計画」を策定し、平成 26 年度までの５年

間、食育推進に取り組んでまいりました。 

その結果、食育に対する関心は徐々に高まりつつありますが、依然として、栄養の偏

りや不規則な食事、肥満や生活習慣病予備軍の増加といった問題が残されています。そ

こで、今までの取り組みの成果と課題を踏まえ、「おいしく食べて、心も体も健康に！」

を目指す姿として「第２次栗東市食育推進計画」を策定しました。今後、この計画に基

づいて、平成 27 年度から 31 年度までの５年間、引き続き食育を推進していきます。 

 本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました第２次栗東市食育推進計画策定会議の

委員の皆様をはじめ、ご協力いただきました市民の皆様には、心から感謝を申し上げま

す。 

 
平成 27 年３月 
 

栗東市長 野 村 昌 弘 
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計画策定にあたって 

１  計画策定の背景・趣旨 

(1)  国の取り組み 

 戦後の高度成長により、わが国の食生活はかつての食糧難といわれた時代から、食べ残し

や食品廃棄物の増大が問題となる時代となりましたが、一方では、食料自給率は先進国中最

低の水準となっています。また、食品の安全性に関わる国内外の事案の発生により、食品の

安全に対する国民の関心は高まっており、食に関する適切な情報の提供が求められています。 

さらに、核家族化の進展、ライフスタイルの変化、価値観の多様化、食品・流通業界等の

変革により食生活が変化・多様化する中、生活習慣の乱れからくる糖尿病等の生活習慣病有

病者の増加、家族や友人等と一緒にたのしく食卓を囲むのではなく、一人で食事を摂るいわ

ゆる「孤食」の問題など、食をめぐる諸問題への対応の必要性はむしろ増しているともいえ

ます。このため、特に子どもたちには、様々な体験を通して食の大切さを感じとり、豊かな

人間性を育み、生きる力を身につけていくための取り組みが求められています。 

 

これらの様々な食に関する課題に取り組み、解決していくため、平成17年６月に「食育基

本法」が成立しました。この法律の前文では、「食育を、生きる上での基本であって、知育、

徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけるとともに、様々な経験を通じて「食」に関

する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育て

る食育を推進することが求められている」と記しています。また、「子どもたちが豊かな人

間性をはぐくみ、生きる力を身につけていくためには、何よりも「食」が重要である」とも

述べています。 

この法律では、食育の推進について、国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業者、食品

関連事業者、国民等の責務を定め、食育の推進に関する施策を総合的・計画的に進めるため、

国に「食育基本計画」の作成を義務づけ、都道府県ならびに市町村に対しては、「食育推進

計画」作成の努力規定が盛り込まれました。 

国では、食育基本法に基づき、平成18年３月、食育推進会議において「食育推進基本計画」

を決定しました。さらに、平成23年３月には「第２次食育推進基本計画」が作成されていま

す。この計画は、平成23年度から平成27年度までの５年間を計画期間としており、主な内容

は次のとおりです。 
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(2)  滋賀県の取り組み 

滋賀県では、平成 19 年６月に「食育推進計画」を策定し、地域・学校・家庭・職場が連

携・協力して豊かな体験の場を生かした食育の取り組み体制の整備が進められました。食に

関わる様々な機関において食育事業が実施され、食育に関わるボランティアの増加など食育

の取組が進められました。しかし、食をめぐる健康の課題は依然として多く、さらには食の

◆「第２次食育推進基本計画」の概要 
○第２次計画のポイント 

■（コンセプト）「周知」から「実践」へ 

■「第１食育の推進に関する施策についての基本的な方針」に三つの「重点課題」 

①生涯にわたるライフステージに応じた間断ない食育の推進 

②生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進 

③家庭における共食を通じた子どもへの食育の推進 

○第２次計画の概要 

【第１食育の推進に関する施策についての基本的な方針】 

１．重点課題 

(1)生涯にわたるライフステージに応じた間断ない食育の推進 

(2)生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進 

(3)家庭における共食を通じた子どもへの食育の推進 

２．基本的な取組方針 

(1)国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成 

(2)食に関する感謝の念と理解 

(3)食育推進運動の展開 

(4)子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割 

(5)食に関する体験活動と食育推進活動の実践 

(6)我が国の伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山漁村の活性化と食

料自給率の向上への貢献 

(7)食品の安全性の確保等における食育の役割 

【第２食育の推進の目標に関する事項】（目標値：平成 27 年度までの達成を目指すもの）  

(1)食育に関心を持っている国民の割合の増加 

(2)朝食又は夕食を家族と一緒に食べる 

(3)朝食を欠食する国民の割合の減少 

(4)学校給食における地場産物を使用する割合の増加 

(5)栄養バランス等に配慮した食生活を送っている国民の割合の増加 

(6)内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の予防や改善のための適切な食事、運

動等を継続的に実践している国民の割合の増加 

(7)よく噛んで味わって食べるなどの食べ方に関心のある国民の割合の増加 

(8)食育の推進に関わるボランティアの数の増加 

(9)農林漁業体験を経験した国民の割合の増加 

(10)食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合の増加 

(11)推進計画を作成・実施している市町村の割合の増加 

【第３食育の総合的な促進に関する事項】 

１．家庭における食育の推進 

２．学校、保育所等における食育の推進 

３．地域における食育の推進（「生活習慣病の予防及び改善につながる食育推進」「歯科保健活

動における食育推進」「高齢者に対する食育推進」「男性に対する食育推進」を追加） 

４．食育推進運動の展開 

５．生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等（「農山漁村コ

ミュニテイの維持再生」の記述を追加） 

６．食文化の継承のための活動への支援等 

７．食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進
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安全・安心に対する消費者の関心の高まりなどを背景として、食に関する正確な情報の提供

が求められている状況を踏まえ、子どもたちの体験を通じた食育をさらに進めるとともに、

生活習慣病予防のための食育、ライフステージに応じた食育の推進、みんなで食べること（共

食）の推進など、総合的かつ計画的に食育を推進するため、平成 25 年３月「滋賀県食育推

進計画（第２次、計画期間：平成 25 年度～平成 29 年度）」が公表されています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「滋賀県食育推進計画（第２次）」の概要 
★健康 

【１．子どもから大人までの生涯にわたる健康な食生活の実現】 

(1)家庭における食育推進 

・「早寝、早起き・朝ごはん」県民運動の推進 ・家族そろっての食事（共食）の推進 

(2)学校、保育所等における食育推進 

・学校における体系的な食に関する指導の実施 ・保護者への啓発・情報発信 ・学校に

おける「食育の日」の取組推進 ・体験活動（たんぼのこ体験事業等） 

(3)生活習慣病予防のための食育推進 

・行政、医療機関、事業所等における食育啓発 ・20,40,60 歳をポイント年齢とし、大学、

企業等と連携した取組 ・歯科保健活動による食育推進 ・食品関連事業者による食の

情報提供 ・給食施設における食育の支援 

(4)豊かな高齢期のための食育推進 

・高齢期の健康な生活のための食育推進 ・介護予防事業（栄養改善・口腔機能向上プロ

グラム）等の実施支援 

(5)情報の共有・発信 

・県民への食情報の発信 ・リスクコミュニケーションの推進 

＜指標＞やせの人の割合の減少／肥満者の割合の減少／朝食の欠食率の減少 など 

★環境 

【２．近江の食文化継承と環境と共生する滋賀ならではの食育の推進】 

(1)もったいないの心と近江の食文化の継承 

・食文化継承と情報提供 ・調理体験を通じた環境問題の啓発 

(2)地産地消の推進 

・地産地消推進キャンペーンの展開 ・学校給食での地産地消の推進 ・県産食材の消費

拡大と情報提供 

(3)生産者と消費者の交流促進 

・農業体験や産地訪問を通じた交流の推進 ・都市と農山漁村の交流活動の推進 ・観光

客への情報の提供 

(4)安全安心な琵琶湖に優しい「環境こだわり農業」の推進 

・琵琶湖に優しい「環境こだわり農業」の理解促進 ・「環境こだわり農産物」の利用拡大

＜指標＞学校給食における地産地消の推進／環境こだわり農産物の栽培面積 

★協働 

【３．県民との協働による食育運動の展開】 

(1)食育推進体制の整備 

・市町食育推進計画策定、推進支援 ・滋賀県食育推進ネットワークによる食育推進運動の展開 

(2)食育推進活動者等の育成・支援 

・食育推進活動者（農業生産、健康推進、食文化継承）の育成確保 ・農林漁業者、食品

関連事業者などによる体験の機会の提供 

(3)食育推進運動の普及・定着 

・「食育月間」「食育の日」の積極的な展開 ・各種団体等との連携協力体制の確立 
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見直し

見直し

(3)  栗東市の取り組み 

本市においては、平成22年３月、すべての市民が健康な心身を確保し、生涯にわたってい

きいきと暮らすことができるよう、「栗東市食育推進計画」（以下「第１次計画」といいます）

を策定し、市民および食育に関わる関係者が連携して食育を推進してきました。特に子ども

とその保護者への食育を重点的に取り組むこととし、各コミュニティセンターや健康推進員

による料理教室、離乳食講座など子育て支援のための事業、各園における野菜栽培やクッキ

ング活動、各学校におけるたんぼのこ事業や自分でお弁当をつくる活動、さらには学校給食

共同調理場における特別給食と食に関する指導、ふれあい料理教室など部署ごとに様々な取

り組みを進めてきたところです。 

平成26年度に第１次計画が目標年度を迎えることから、第１次計画の評価を行うとともに、

新たな課題について検討し、「第２次栗東市食育推進計画」（以下「第２次計画」といいます）

を策定することとしました。 

 

２  計画の位置づけ 

この計画は、食育基本法第18条に基づく「市町村食育推進計画」です。 

この計画は、「第２次健康りっとう21」「栗東市子ども・子育て支援事業計画」「第２期栗東市

国民健康保険特定健康診査等実施計画」「第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」など

市の関連計画、「滋賀県食育推進計画（第２次）」等との調整を図りながら策定しました。 

 

３   計画の期間と見直し 

この計画の期間は、平成27年度～31年度の５年間とします。 

◆計画の期間 

区 分 
平成

22年 

平成

23年 

平成

24年 

平成

25年 

平成

26年 

平成

27年 

平成

28年 

平成

29年 
平成

30年 
平成

31年 

第１次計画 
  

   
   

第２次計画 
   

   
  

 

 

 

 



 

- 5 - 

 

４  計画の策定体制 

(1) 第２次栗東市食育推進計画策定会議 

各方面の幅広い意見を計画に反映させるため、学識経験者、医療・保健・栄養・農業・教

育等関係者、一般公募等で構成する「第２次栗東市食育推進計画策定会議」を設置しました。 

 

(2) 栗東市食育推進計画事務局会議 

この計画は、幅広い分野に関連することから、本市の関係各課との調整を図り、全庁的に

検討を行うため「栗東市食育推進計画事務局会議」を設け、現状・課題の把握、計画案の作

成等を行いました。 

 

(3) ヒアリングの実施 

計画策定にあたり、市民の健康状況や食生活に関する課題をたずね、新たな取り組みを検

討するための手がかりを得ること等を目的として、健康推進員の協力を得てヒアリングを実

施しました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部 現状と課題 
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第１章 これまでの主な取り組み 

１  市の関係課の取り組み 

市の関係課においては、計画に沿って次のような取り組みを行ってきました。 

学
校
教
育
課 

「食育の日」の取組による

食育の推進 

「食育の日」実施計画の立案と実施。 

学校給食（学校給食共同調理場

との連携）による食育の推進 

小学校の「給食感謝週間」における給食に関わる方々に感謝の気持ちを表

す。「給食の残さい率」の調査。 

「食の自立」をめざした食

育の推進 

中学生のお弁当づくり実施調査。お弁当レシピの紹介。 

くりちゃん元気いっぱい運動～早ね･早

おき・朝ごはん～」による食育の推進 

「ふだんの生活習慣アンケート調査」の実施。広報「りっとう」を活用し

た啓発。 

学
校
給
食
共
同
調
理
場 

特別給食と食に関する指導 

学年別に、栄養、食文化等を学習する。特別給食は、４年生は「菜めし田

楽とおでん」、５年生は「「ほのぼの鍋」、６年生は卒業前に友達や先生と一

緒に。 

ふれあい料理教室 小学生と保護者が簡単な料理をする。 

イギリス料理に親しむ 

  オリンピック開催国
「イギリス」の料理
を給食にとり入れ外
国の食文化を知る。 

 

農 

林 

課 

たんぼのこ補助事業 水稲の栽培を通じ、食物の生産過程を知る小学校（５年生）での農業体験に助成。

やまのこ事業支援 森の未来館で小学４年生が体験授業をうける。 

りっとう教育ファーム推進

協議会 

市民と協働で教育ファ

ーム（農業体験学習）

の推進について協議。

   

区分 事業・取り組み 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

幼 

児 

課 

栽培活動 季節に応じた野菜の栽培。各園の食育活動として実施している。 

クッキング活動 
収穫した野菜を使用してクッキング。クラスだよりでそのレシピや子ども

たちの様子などを保護者へ伝え啓発を行う。 

食事のマナー 
手洗い、箸の使い方、食事のとり方など食事の基礎となるマナーを日々の

保育の中で指導している。 

食育講座 
園の依頼に応じて実施。「食の大切さ」「４色の栄養について」などが中心。

園児や保護者への直接的な食育啓発の機会となっている。 

保護者啓発 給食だより、献立表の配布。 

食の提供 

給食（センター・自園）の実施、手作りのおやつや行事に添った食事の提

供を行っている。給食会議ではその内容の検討や、給食に対する職員間の

連携を図っている。また近年重篤化している食物アレルギーなどへの対策

の強化も行っている。 

育児講座 
手作りおやつ教

室の実施。 

離乳食やアレルギー食、簡単なおやつづくりなどの講座

の実施。最近は食物アレルギーへの関心の高まりがある。

くりちゃん元気いっぱい運動～早ね･早

おき・朝ごはん～」による食育の推進 

「ふだんの生活習慣アンケート調査」を実施。その結果と課題を園に周知

し、保育の中で反映できるものを各園で検討している。 

食育会議 
   食育事業の情報交換、食育

年間計画の反省・見直し。
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栗東ブランド農産物の情報

発信による地産地消の推進 

  栗東の農産物を紹介し、農業振興会 HP や市の広

報誌等に掲載。 

環境こだわり農産物の支援 
滋賀県環境こだわり農産物認証支援。エコファーマー認証支援。水田野菜

生産拡大推進、学校給食への供給食材の増加。 

上砥山たんぼ体験 

上砥山営農組合

が実施する農業

体験事業に協力

   

道の駅アグリの郷栗東など

の直売所との連携 

市内産の農産物の発信拠点として、生産者と消費者を結びつけ地産地消を

推進。 

栗東の農業団体への支援 
 農業団体の農業生産力を高めるこ

とにより、市内の農業振興を図る。 

 

農業体験等の実施による市

民への農業理解の推進 

 農業体験の場としての手作り農園等の提供や農業体験を実施する

機会を市民に提供。 

栗東農業まつり 

  自然の恵み、都市住民との交流を目的とした

まつり。栗東栗かぼちゃなど栗東ブランド商

品の販売、消費者アンケートなど。 

農業農村保全向上対策によ

る地域ぐるみの農村環境保

全活動支援 

水路、農地、農道等を地域住民が一体となって維持管理、補修。 

子
育
て
応
援
課
（
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
）

子育て講座（離乳食講座） 離乳食を栄養士が作るのを見て基本を学ぶ（だしのとり方、おかゆなど）。 試食。

子育て講座（０～３歳児の

食育） 

手作りおやつ。  ０～３歳児に必要な栄養や食べ物など食育の基

礎を学ぶ。 

子育て相談 卒乳、離乳食や幼児食に関する相談への対応・支援を行う。 

子育て講座「にこにこ広場」 
離乳食のパネルの展示、資料の配布。グループに分かれて離乳食講座を行

う。栄養士による個別相談。 

児童館事業 

  各児童館において、絵本、紙芝居、エプ

ロンシアターなど親子が楽しみながら

食の大切さ、食への興味を高める。 

サークルとの共催事業 
  さつま芋の苗植え、芋畑の世話、さ

つま芋掘り体験など。 

健
康
増
進
課 

栗東市食育推進計画の出前

講座(健康教室) 

管理栄養士による食育講座。 食育推進計画ダイジェスト版を配布。乳幼児

の保護者、高齢者サロンなど幅広い年齢層に啓発。 

乳幼児健診 
４か月、10 か月、１歳半、２歳半、３歳半健診で食事・歯科等の指導を実

施。 

離乳食および幼児食の相談

(健康相談) 

管理栄養士、保健師による離乳食や幼児食に関する相談、改善支援を行う

生活習慣病相談 
保健師、管理栄養士が生活習慣病に関する相談に対応。個々に合った食生

活改善のためのプログラムを提供、改善支援を行う。 

「健康りっとう２１」(栄

養・食生活) 

健康づくりネットワーク会議を設

置・開催。 

健康づくり推進協議会を設置し、第２

次計画策定に向けて策定会議を開催。

広報りっとうへの食育記事

の掲載 

   食育月間 (６月)等に、

広報りっとう“子育て情

報”に食育記事を掲載。

農業まつりでの食育リーフ

レット等の配布啓発 

  ＪＡ農業まつりにブー
スを設置。食育リーフレ
ット設置、配布（健康推
進員の料理レシピ・食育
ぬり絵、プロジェクトＷ
など）。握力測定大会。 
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特定健診・特定保健指導に

おける食習慣改善の指導 

医師・保健師・管理栄養士・健康運動指導士が、メタボリックシンドロー

ム予防、または改善のための支援を行う。 

健康推進員活動支援 
現任研修会、伝達講習会 地産地消メニューの取り組み、健康推進員養成

講座(隔年)を行う。 

生
涯 

学
習
課 

コミュニティセンターにお

ける料理教室等 

各学区のコミュニティーセンターにおいて、毎年、「地産地消の料理教室」

「フランス料理教室」「親子食育教室」などが開催されています。 

長
寿
福
祉
課 

一次予防事業 

介護予防普及啓発事業 

まちづくり出前トーク 

「楽しもう！カラダによい食事」 

各団体から依頼に応じて実施。 

 「お気軽！健康あっぷセミナー」 

主に高齢者を対象として、口腔と栄養についてセミナ

ー２回を開催。 

二次予防事業 

通所介護予防教室 

 「からだ軽やか教室」 

運動教室の中でワンポイントとして、

高齢期の栄養についての講話。（バラ

ンスの取れた食事について） 

 

「歯つらつはっぴぃー教室」の開催。 名称等を変更して実施。「口元から

始めるアンチエイジング若返り講

座」 

口腔の内容と併せて実施。 

市民が自分の食生活について振り

返り、バランスの取れた食事につい

て理解する。 

実施継続していけるように、目標設

定や実践日記の記入など活用して

いる。 
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２  栗東市健康推進員連絡協議会の取り組み 

栗東市健康推進員連絡協議会は、健康を推進するボランティア団体です。155 名(平成 26

年 10 月現在)の会員が活動しており、学区や自治会により活動内容は異なりますが、主に以

下のような活動をしています。 

地域サロンの実施・協力 サロンや老人会等での食事の提供や、健康づくりの取り組み。 

健推だよりの発行 園児保護者向けのおたよりを作成し、配布。 

エプロンシアター 
エプロンをシアターに見立て、栄養バランスや歯磨きについての啓発を行

う。 

料理教室 
「男性のための料理教室」「おやこの料理教室」「乳製品をたっぷり使った

料理教室」等各種料理教室を実施。 

食育の日の啓発活動 
食育の日(19日)に地域のスーパーマーケットでポケットティッシュを配布

し、「みんなで」給食だより、献立表の配布。保護者の反応が把握できない。

各種団体との協働による食

育事業 

各種団体との協働による親子等を対象とした事業の実施。 

栗東市健康推進員連絡協議会によるエプロンシアター 

 

 



- 12 - 

第２章 第１次計画の評価 

第１次計画では、計画の目標達成のための指標として 14 の目標値を設定しました。 

Ａ：目標達成、Ｂ：改善、Ｃ：現状維持、Ｄ：悪化、Ｅ：評価できないの基準で評価した結果

が図表２－１です。目標年度は 26 年度ですが、平成 25 年度までに把握できた数値による評価は、

Ａが２項目、Ｂが６項目、Ｃが２項目、Ｄが１項目、Ｅが３項目という結果です。 

 

１  「けんこう」の評価 

「けんこう」については、Ｂが４項目、Ｃが１項目、Ｅが３項目という結果です。 

「毎日朝食を摂取する人の増加」については、目標値にはわずかに達していませんが、概ね

改善傾向にあります。各園では、先生から朝食摂取の重要さや、赤、緑、黄色などの“元気っ

ず”として栄養バランスについて伝えるとともに、食育講座、給食だより・献立表の配布など

による保護者啓発を行ってきました。小中学校では、広報りっとうを活用した啓発活動(｢わが

校・園のくりちゃん元気いっぱい運動｣の連載)や、 ｢ふだんの生活習慣アンケート調査｣を実施

し、結果を｢学校だより｣を通じて家庭へも周知してきました。成人に対しては、生活習慣病相

談、特定保健指導などの機会に啓発・指導を行ってきました。引き続き、朝食摂取率の維持・

向上を図るための啓発・指導を行っていく必要があります。 

「自分の食生活を問題と思う人の減少」「野菜の摂取量」の項目については県の調査を使用し

ており、平成 27 年度に調査が予定されています。このためＥ（評価できない）としましたが、

平成 16 年度と平成 21 年度との比較では３項目とも改善傾向にあり、男性の「自分の食生活を

問題と思う人の減少」は目標値を既に上回っていました。野菜の摂取量を高める取り組みとし

ては、健康推進員による地域での野菜料理の伝達、園における季節の野菜の栽培活動と収穫野

菜の料理などがあります。野菜の摂取量については改善傾向にあるものの目標量を約 50ｇ、成

人が必要とされる 350ｇを約 100ｇ下回っていることから、さらに取り組みを進めていく必要が

あります。 

 

２  「だんらん」の評価 

「だんらん」については、「家族と食事をしていない子どもの減少」を改善目標に掲げており、

Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれ１項目です。乳幼児と中学生には改善傾向がみられますが、小学生は横ば

い状態です。園では、孤食や食事のマナーについて保護者向けに話をしてきました。小中学校
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では、家庭科において家族だんらんで食べる大切さについて指導したり、６年生の特別給食で

は、卒業前に友だちやお世話になった先生と一緒に食べることで、食事のマナーや食事を通じ

た人間関係形成能力を身につけるようにしてきました。小学生の改善がみられないことから、

保護者への啓発や情報提供にさらに取り組んでいくことが求められます。 

図表２－１  栗東市食育推進計画 目標達成のための改善目標 

目

標 
項目 参考資料 対象 現状値

平成

22 年

平成

23 年

平成

24 年

平成

25 年 
評価 目標値

け

ん

こ

う 

毎日朝食を

摂取する人

の増加 

栗東市内乳幼児

ふだんの生活習

慣の実態調査 

乳幼児
97% 

(H20)
99% 96% 98% 97% Ｃ 100% 

栗東市内小・中

学校ふだんの生

活習慣アンケー

ト 

小学生
94% 

(H20)
97% 97% 97% 97% Ｂ 98% 

中学生
91% 

(H20)
92% 91% 93% 92% Ｂ 95% 

生活と健康に

関するアンケ

ート  

成人男性
78% 

(H19)
― ― 80% ― Ｂ 81% 

成人女性
86% 

(H19)
― ― 87% ― Ｂ 89% 

自分の食生活

を問題と思う

人の減少 

滋賀の健康・栄

養マップ調査 

男性 
62% 

(H16)

47% 

(H21)
― ― ― Ｅ 55% 

女性 
54% 

(H16)

50% 

(H21)
― ― ― Ｅ 45% 

野菜の摂取量 
滋賀の健康・栄

養マップ調査 
全市民

229.6g

(H16)

250.2g

(H21)
― ― ― Ｅ 300g 

だ

ん

ら

ん 

家族と食事を

していない子

どもの減少 

栗東市内乳幼児

ふだんの生活習

慣の実態調査 

乳幼児
11% 

(H20)
10% ― 8% 7% Ｂ 5% 

栗東市内小・中

学校ふだんの生

活習慣アンケート 

小学生
12% 

(H20)
12% 13% 12% 12% Ｃ 7% 

中学生
24% 

(H20)
21% 18% 17% 16% Ａ 19% 

た

い

け

ん 

教育ファームに

取り組んでいる

小学校の割合 

各小学校から

の補助金実績

報告書 

小学校 100% 100% 100% 100% 100% Ａ 100% 

中学３年生で「月

に一度でも」自分

でお弁当をつく

る生徒の割合 

食育に関する

アンケート 
中学生 5% 8% 11% 11% 11% Ｂ 20% 

お
い
し
さ 

給食の地場産

物の使用割合

(栗東産野菜の

使用割合) 

  

54.3%

(H20)

37.8%

（H21）
 

33.3%

32.5% 41% 38.5% Ｄ 60% 

＜評価基準＞ Ａ：目標達成  Ｂ：改善  Ｃ：現状維持  Ｄ：悪化  Ｅ：評価できない 
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３  「たいけん」の評価 

「たいけん」については、Ａ、Ｂそれぞれ１項目です。「教育ファームに取り組んでいる小学

校の割合」は、この４年間すべての小学校で「たんぼのこ（教育ファーム）」が実施されており

100％を維持しています。 

「中学３年生で『月に一度でも』自分でお弁当をつくる生徒の割合」は 11％と目標値の半分

程度にとどまっていますが、計画策定時点に比べれば倍増しています。取り組みとしては、生

徒が作った弁当の“学校だより”への掲載、自分で栄養バランスを考えた弁当を作るための弁

当レシピ集の紹介をしてきました。食への関心を高める取り組み、調理してくれる人への感謝

の心を育てる取り組みなどをさらに推進していくことが必要です。 

 

４  「おいしさ」の評価 

「おいしさ」についての指標は「給食の地場産物の使用割合(栗東産野菜の使用割合)」の１

項目であり、Ｄ（悪化）となっています。学校給食への供給拡大のため、生産者団体を組織し

て定期研修、出荷調整を行い、ＪＡが支援し、学校給食共同調理場と関係機関が連携して取り

組んでいますが、本市における耕地面積の減少や、対象品目の増減によって大きく割合が変動

することがＤ評価となった主な要因です。次期計画には、現状を踏まえた上でより適切な指標

を検討していくことが必要です。 
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第３章 栗東市の食育の課題 

健診等の既存データ、アンケート結果等からみる課題 

 

１ 食事の量・栄養バランス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料・データ 問題・課題 

栗東市保健安全部会研究集録(平成

25年) 

・男子の肥満の割合は、小学生で6.5％であったものが中学生で9.8％

と、中学生に上がるにつれて高くなっています。 

・女子のやせの割合は、小学生から中学生に上がるにつれて高くなっ

ており、男女別にみても中学生のやせの割合は、男子13.3％より女

子21.8％の方が高くなっています。 

生活と健康に関するアンケート(平

成24年) 

・15歳以上の人の肥満は、男性は全国に比べるとやや低いものの、30

～50歳代で約３割を占めています。 

・女性は15～19歳、20歳代のやせの割合が高く、４人に１人（27～29％）

■課題 

★自分の食事の量や内容など食生活全般について問題があると答えた人は、男女とも半

数近くを占め、そのうちの80％以上が改善に取り組みたいと考えています。しかし、

自分の健康や体重を管理するための適切な食事内容や量を知っていると答えた人は

半数に留まっていることから、子どものころから食事の適量や、栄養バランスについ

て啓発する取り組みが必要です。 

★本市のメタボリックシンドローム該当者の割合は、県内２位と高い順位となっていま

す。また、男性は30～50歳代に肥満が多く、将来生活習慣病を発症するリスクがある

ことから、望ましい食生活を促す取り組みが必要です。 

★若い女性のやせや無理なダイエットは、無月経や低血圧、不整脈、骨粗しょう症など

多くの健康障害を招く恐れがあります。また、妊婦や若い女性のやせは低出生体重児

を出産する要因になると言われています。低出生体重児として生まれた子どもは大人

になってから生活習慣病のリスクを高めるという調査結果もあります。妊娠中のみな

らず、妊娠する前からの適切な食生活が、将来の子どもたちの健康にとって大切であ

るということを理解し、適正体重の維持とバランスのとれた食生活を送るための教

育・啓発が求められます。 
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となっています。 

・普段、食事の内容や栄養のバランスに気をつけているかをたずねた

ところ、「はい（気をつけている）」が70.0％、「いいえ（気をつ

けていない）」が29.7％となっています。性別にみると、「はい（気

をつけている）」は女性に比べて男性が低く、最も高い60歳代でも

60％台にとどまっています。女性は15～19歳、20歳代が他の年代に

比べて低くなっています。 

・「自分の健康や体重を管理するための適切な食事内容や量を知って

いますか」という設問に対しては、「知っている」が51.0％、「知

らない」が48.7％となっています。 

・今の自分の食事の量や内容など食生活全般について問題があると答

えた人に、食生活についてどのような改善に取り組みたいと思うか

をたずねたところ、「特に取り組むつもりはない」はわずか1.3％で

あり、ほとんどの人が改善に取り組みたいと考えています。 

・食生活の改善に取り組む内容としては、「野菜の摂取量を増やした

い」「食事の量（カロリー）を減らしたい」の２項目が40％以上と

なっています。「主食（ごはんやパンなど）、主菜（たんぱく質を

主としたおかず）、副菜（野菜を中心としたおかず）を組み合わせ

たバランスのよい食事をとりたい」「おやつやジュースなどの間食

をやめたい」「肉類や揚げ物など脂肪分の多い食品の摂取量を減ら

したい」も30％以上の比較的高い率です。女性に比べて男性が高い

のは「１日３食規則正しくとりたい」「夜食（寝る２時間以内）の

飲食をやめたい」「味付けをしたおかずに、しょうゆやソース、塩

をかけないようにしたい」などで、男性に比べて女性が高いのは「お

やつやジュースなどの間食をやめたい」「カルシウムの摂取量を増

やしたい」などです。 

滋賀の栄養マップ調査(平成21年) ・乳類、豆類の摂取量が減っています。日本人の食事摂取基準（2010

年版）において、カルシウムの１日の推奨量は、男性は15～29歳が

800㎎、30～49歳が650㎎、50～59歳が700㎎、女性は15～69歳が650

㎎とされていますが、本市の摂取量はいずれの年代も推奨量を大き

く下回っています。 

・食塩の摂取量は、第２次健康日本21の目標は８ｇとされていますが、

本市の摂取量は１日当たり約10ｇとなっており、平成22年の国民健

康・栄養調査の10.6ｇとほぼ同じ値となっています。 

特定健康診査（対象は国民健康保険

加入者） 

・メタボリックシンドローム該当者（腹囲大、血圧高値・脂質異常・

血糖高値あり）の割合が栗東市は平成24年度は県内２位、薬剤服用

者の割合も平成24年度で脂質異常２位、糖尿病３位、高血圧症７位

といずれも高い結果となっています。 
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２ 野菜の摂取と好き嫌い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料・データ 問題・課題 

滋賀の栄養マップ調査

(平成21年) 

・成人１日あたりの野菜の摂取目標量は350ｇ以上ですが、本市は250.2ｇと目

標量の70％程度に留まっています。【計画の目標値 300ｇ】 

小学５年生対象「食に関

するアンケート」(平成26

年) 

・朝食を食べた児童の約半数は野菜が食べられていません。 

・好き嫌いがない児童は８％しかいません。 

・55％の児童が嫌いなものはあるが、食べることはできると答えています。 

・38％の児童は嫌いで食べないものがあります。 

・「嫌いで食べないものがある」と答えた児童のうち、半数以上(58％)は野菜

類と答えています。また、それに続いて、魚類、豆類、乳製品と続いていま

す。その他の項目では、10人がきのこ類と答えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■課題 

★野菜をたくさん食べることは、便秘を予防するだけでなく、免疫力を高めて風邪をひき

にくくしたり、よく噛んで食べることで肥満になりにくくしたりします。また、その他

にもガン、糖尿病、高血圧、高脂血症などの生活習慣病の予防になるので、食べる量を

増やすための取り組みが必要です。 

★子どもの頃からの食の好みが、将来の健康なからだづくりに影響することから、野菜レ

シピの提案など、食材の幅を増やすための啓発が子どもと保護者のどちらにも必要で

す。 

★野菜は、小学生の嫌いで食べないものの半数以上を占めるため、離乳食の頃から素材の

味に触れるなど、好き嫌いを減らすための取り組みが必要です。 
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３ 朝食の摂取 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料・データ 問題・課題 

生活と健康に関するアンケート(平

成24年) 

・「朝食を欠食する」と答えた人に、いつ頃から朝食を食べないこと

があるようになったかをたずねたところ、「20～29歳」が最も高く

26％、次いで「高校を卒業した頃から」が18.2％、「高校生頃から」

が15.5％の順となっています。しかし、20％以上が中学生までに朝

食を欠食するようになっています。 

・男性は、20～40歳代、女性は20歳代の約30％が週２～３日以上朝食

を食べないことがあります。 

・「毎日朝食を摂取する人」は男性が80％、女性が87％となっており、

平成19年の78％と86％から、わずかですが改善傾向にあります。【計

画の目標値 男性81％ 女性89％】 

小学５年生対象「食に関するアンケ

ート」(平成26年) 

・朝食を食べた児童は98％を占めていますが、朝食を食べた児童の約

半数は野菜が食べられていません。 

幼児ふだんの生活習慣の実態調査

(平成20～25年) 

・乳幼児の朝食の摂取率は97％であり、平成22年の99％からほぼ横ば

いです。【計画の目標値 100％】 

・５歳児の30％程度は朝食が主食１品という結果です。 

・平成20年と25年の５歳児の就寝時間、起床時間を比べると、就寝時

間、起床時間共に遅くなる傾向にあります。 

夜９時半以降まで起きている割合 20.1％→26.7％ 

朝７時までに起きる割合     53.5％→51.2％ 

小・中学校ふだんの生活習慣アンケ

ート(平成22～25年) 

・小学生の朝食の摂取率は97％であり、平成22年の97％から変動はあ

りません。【計画の目標値 98％】 

・中学生の朝食の摂取率は92％であり、平成22年の92％からほぼ横ば

いです。【計画の目標値 95％】 

 

■課題 

★朝食は脳のエネルギー源となり、仕事や勉強をする上で集中力を発揮するために重要

な役割を果たします。また、朝食を抜くと、昼食や夕食の摂り過ぎによる肥満にもつ

ながります。朝食の摂取を妨げる要因としては、夜遅くに食事をしたり、食事の時間

が不規則といったことがあげられるため、生活リズムから見直すことが必要です。 

★アンケート結果から、全体として朝食の欠食率は改善傾向にありますが、若い女性や

20～40歳代の男性では他の世代に比べて欠食率が高くなっています。この年代は、女

性ではやせ、男性では肥満傾向が顕著な年代でもあり、企業等を含めた取り組みが求

められます。 

★中学生までの朝食の摂取率は、90％を超えていますが、朝食を欠食する人の20％以上

が、朝食を食べなくなった時期を「小・中学生の頃から」と答えており、成長期にお

ける朝食の大切さについて引き続き教育・啓発を行っていく必要があります。 
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４ だんらんでの食事とマナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料・データ 問題・課題 

小学５年生対象「食に関するアンケ

ート」(平成26年) 

・86％の児童が週に５～６回以上家族で夕食を食べていますが、３％

の児童は家族で夕食を食べることがほとんどありません。 

・全体の94％の児童が家族との食事の時間が「楽しい」「どちらかと

いえば楽しい」と答えています。 

幼児ふだんの生活習慣の実態調査

(平成20～25年) 

・家族と食事をしていない乳幼児は平成22年の10％から減少していま

すが、まだ７％あります。【計画の目標値 5％】 

・図表３－１ 子どもへの食育としては、「①朝ごはんをしっかり食

べること」「③バランスよく食べること」など栄養に関すること、

「⑤食事のマナーを教えること」「⑫手洗いの習慣を身につけるこ

と」などマナーに関すること、「④できるだけ家族一緒に食べるこ

と」の団らんに関することが高く、体験的な内容は低くなっていま

す。 

小・中学校ふだんの生活習慣アンケ

ート(平成22～25年) 

・家族と食事をしていない小学生は12％であり、平成22年の12％から

横ばいです。【計画の目標値 7％】 

・家族と食事をしていない中学生は16％であり、平成22年の21％から

は減少しています。【計画の目標値 19％】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■課題 

★だんらんでの食事は、食の楽しさを実感させ食への関心を高めることから、家庭だけで

なく、学校、保育園・幼稚園・幼児園さらには地域社会の中で共食の場に参加すること

が必要です。 

★家族形態や働き方の変化など社会的な背景も含め、だんらんでの食事ができない家庭が

ありますが、家庭におけるだんらんでの食事は、「いただきます」「ごちそうさま」とい

った基本的な食事マナーを学ぶ機会や、コミュニケーションの場にもなるので、引き続

き啓発を行っていく必要があります。 
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図表３－１ 子どもへの「食育」とは、どのようなことだと思いますか(複数回答可）

回答率％
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５ 体験と感謝の心 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料・データ 問題・課題 

各小学校からの補助金実績報告書

(平成25年) 

・「教育ファームに取り組んでいる小学校の割合」は、この４年間す

べての小学校で「たんぼのこ（教育ファーム）」が実施されており

100％を維持しています。【計画の目標値 100％】 

食育に関するアンケート(平成24

年) 

・「中学３年生で『月に一度でも』自分でお弁当をつくる生徒の割合

は11％と計画策定時点の５％に比べれば倍増していますが、目標値

と比べると半分程度にとどまっています。【計画の目標値 20％】

 

 

  

■課題 

★日々の食事は、生き物の命を頂くだけでなく、生産者をはじめ多くの人々の努力に支えら

れています。食べ物に対する感謝の心を持つことや、農業への関心を深めるために、生産

から消費までの食に関する様々な体験活動に参加することが大切です。 
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６ 地産地消と郷土料理 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

資料・データ 問題・課題 

農林業センサス2010 ・平成22年の農家戸数は、1,111戸となっており、平成17年から149戸

減少しています。 

・農業就業人口のうち、普段仕事として自営農業に従事した人の65歳

以上高齢者が占める割合は、74.7％と非常に高く、担い手不足が深

刻な問題となっています。 

・平成22年の本市の耕地面積は751㏊、総土地面積の14.2％です。県

内の市では湖南市に次いで狭くなっています。耕地面積のうち、田

の耕地面積は712㏊で、耕地面積全体の94.8％を占めています。 

・販売目的で作付けした作物の作付面積を種類別にみると、稲が

66.7％を占めています。次いで麦類、豆類の順となっています。平

成17年に比べると、豆類が倍増しています。 

農林水産省(平成23年) ・滋賀県の食料自給率は、カロリーベースではこれまで50％台を保っ

ていましたが、平成23年（暫定値）では49％となっています。全国

に比べると10ポイント高くなっています。 

・生産額ベースでは、低下傾向にあり、平成23年（暫定値）は36％と

なっています。これは全国を20ポイントも下回っています。 

国勢調査(平成22年) ・本市の核家族世帯は全体では68.4％で、全国（56.3％）、滋賀県

（57.7％）よりも高くなっています。また、18歳未満世帯員のいる

一般世帯についてみても、本市（86.1％）は全国（79.9％）、滋賀

県（75.4％）より高くなっています。さらに、平成17年の調査では、

本市の核家族世帯は全体では68.0％、18歳未満世帯員のいる一般世

帯では82.7％となっており、子どものいる世帯の核家族の割合が高

くなってきています。 

 

■課題 

★当市の耕地面積は減少傾向にありますが、地産地消や食材を旬の時期に食べることは、か

らだや環境に優しいので、実践することが大切です。 

★郷土料理を学び、調理したり食べたりすることは、地域を知り、良さを見直すきっかけに

もなるので、家庭や地域での取り組みが大切です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 計  画 
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第４章 基本的な考え方 

 

１ 基本理念（目指す姿） 
 

 

 

 

本市では、平成22年３月に策定した第１次計画にそって、市民一人ひとりが、食を通して元

気な体と感謝の心を育むことができるよう、自らの食について考え、食に関する知識と食を選

択する力を身につけるための取り組みを推進してきました。 

 

アンケートや既存データからは改善された項目がみられる一方、栄養の偏り（野菜嫌い）、不

規則な食事（朝食の欠食や生活リズムの乱れ）、肥満や生活習慣病予備群の増加（高い割合のメ

タボリックシンドローム該当者）、地産地消の困難さなど、本市における食に関する課題も明ら

かになっています。さらに、食の安全性はさまざまな点から大きな関心事となっています。 

 

食についての考え方や食生活は個人の自由であり、多様なライフスタイルや価値観等が尊重

されることが基本です。また、時代とともに食生活の形が変化することはむしろ当然です。し

かし、子どもの健やかな成長、生活習慣病の予防、地産地消の推進や食文化の継承等は、市民

みんなで考え、取り組むべき課題と考えます。 

 

そこで、本市の目指す姿を『おいしく食べて、心も体も健康に！』と表し、この計画の基本

理念とします。 

 

 

 

 

 

 

 

おいしく食べて、心も体も健康に！ 

～おいしい時間にありがとう。旬と野菜とたのしい食卓。～ 
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２ 基本目標 
基本理念（目指す姿）の実現に向けて、３つの目標をキーワードで示しました。これは、第

１次計画において「食育推進で育みたい４つの果実」として掲げた「けんこう」「だんらん」「た

いけん」「おいしさ」を引き継ぐもので、「おいしさ」については食への関心や食の楽しみの基

本であり、どの場面においても大切であることからそれぞれの項目に含めることとしました。 

 

(1)  基本目標１＜けんこう＞野菜しっかり栄養バランス 

心も体も元気でいきいきとしたゆたかな毎日を送りたい。そのために、自分にあった食事

の量やバランスを考えて食べられるよう取り組んでいきます。また、食を通した子どもの育

ちと子育て支援という視点から乳幼児期や学校給食等での取り組みも推進します。 

 

(2)  基本目標２＜だんらん＞だんらんでの食事で育むマナーや食への関心 

楽しい食事は、心ゆたかな満ち足りた毎日のもと。そのために、誰かと一緒にだんらんし

ながら食べることを大切にします。その中で食事のマナーを習得し、コミュニケーションを

育んでいきます。 

 

(3)  基本目標３＜たいけん＞体験で育む感謝の心と食文化 

毎日の食事を感謝して食べたい。そのために、農業体験や調理体験を通して、自然のめぐ

みや生産者への感謝の心を育むとともに、地域の農産物や郷土料理を知り、地産地消の推進、

食文化の継承に取り組みます。 
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３ 重点的な取り組み 
基本目標に向けて、より実効性が高く、具体的な取り組みとなるよう、目標ごとに重点的な

取り組みを定めます。 

 

(1)  ＜けんこう＞の重点的な取り組み 

野菜料理を一皿増やす 

健康は、おいしく食べることや楽しく過ごすための大前提です。しかし、糖尿病や脂質異

常、高血圧といった生活習慣病が増加しており、これらの疾病には食習慣が大きく影響して

います。既存のデータなどから、本市のメタボリックシンドローム該当者の割合が高いこと、

野菜の摂取量が少ないことなどが課題として上がっています。健康づくりのためには自分に

合った食事の量や栄養バランスを知り食生活を見直していくことが大切ですが、ひとりひと

り健康状態や生活のしかたが異なるため、まずはわかりやすいテーマとして“野菜料理を一

皿増やす”を重点的な取り組みとしました。 

 

(2)  ＜だんらん＞の重点的な取り組み 

食事を通してコミュニケーションをはかる 

家族が食卓を囲んで共に食事をとることは食育の原点であり、子どもへの食育を実践して

いく大切な場でもあります。また、友達や地域の人など、様々な人と一緒に食事をすること

は、コミュニケーションを図る場となり、マナーを身につけたり食事を楽しく食べたりする

ことにもつながります。 

家族形態や働き方の変化による食生活の多様化、地域のつながりの希薄化の中にあって、

共食は一律に推進できるものではありませんが、それぞれの家庭に応じた形で、また学校や

地域が連携して子どもへの食育の基礎を形成していくことが大切です。このため、“食事を

通してコミュニケーションをはかる”を重点的な取り組みとしました。 

 

(3)  ＜たいけん＞の重点的な取り組み 

農業や調理の体験活動をおこなう 

身近な食べ物がどのように栽培・収穫されるのかを知ったり、調理したりすることは、食

べ物を生み出してくれた自然やそれを生産・調理してくれた人々に感謝し、食べ物を粗末に

せず、大切にする心を育むと考えます。このため、「自然」や「食」について、肌で感じ、

考えることができる“農業や調理の体験活動をおこなう”を重点的な取り組みとしました。
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４ 計画の概念図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗東市健康推進員連絡協議会による食育啓発活動 
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基本理念 基本目標 重点的な取り組み 

けんこう 
 

野菜しっかり 
栄養バランス 

重点 野菜料理を一皿増やす 

だんらん 
 重点食事を通して をはかる

たいけん 
 

体験で育む感謝の心
と食文化 

重点農業や調理の体験活動をおこなう 
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５ 計画の評価指標 

目標 項目 指標 対象 現状値 目標値 出典

け
ん
こ
う 

毎日朝食を摂
取する人の割
合 

「お子さんは、ふだん(月曜日～金曜日)
毎日朝ごはんを食べていますか」という
設問に「食べている」と答えた人の割合

乳幼児
97% 
(H25) 

100% １

「あなたは、ふだん(月曜日～金曜日)毎
日朝ごはんを食べていますか」という設
問に「よくあてはまる」「あてはまる」と
答えた児童の割合 

小学生
97% 
(H25) 

98% 

２

中学生
92% 
(H25) 

95% 

「あなたは、普段朝食を食べていますか」
という設問に「毎日食べる」と答えた人
の割合 

成人男性
80% 
(H24) 

85% 

３

成人女性
87% 
(H24) 

90% 

自分の食生活
を問題がない
と思う人の割
合 

「あなたは、今の自分の食事の量や内容
など食生活全般についてどのように感じ
ますか」という設問に「全く問題がない」
「問題がない」と答えた人の割合 

男性 
64% 
(H24) 

70% 

３

女性 
56% 
(H24) 

65% 

野菜の摂取量 野菜の一日あたりの平均摂取量 全市民
250.2g 
(H21) 

320g ４

だ
ん
ら
ん 

家族と食事を
している子ど
もの割合 

「お子さんはふだん(月～金曜日)誰と朝
食を食べていますか」という設問に「親
や祖父母など大人と」、「子どもたちだけ
で」と答えた人の割合 

乳幼児
93% 
(H25) 

100% １

「あなたは、ふだん(月～金曜日)家族と
食事をしていますか」という設問に「よ
くあてはまる」、「あてはまる」と答えた
児童の割合 

小学生
88% 
(H25) 

90% 

２

中学生
84% 
(H25) 

90% 

た
い
け
ん 

教育ファーム（た
んぼのこ体験事
業）に取り組んで
いる小学校の割合 

各小学校からの補助金実績報告書 小学校 100% 100% ５

中学生で「月に一度
でも」自分でお弁当
をつくる生徒の割
合 

「あなたは、学校へ持っていくお弁当を
作っていますか」という設問に「月に１
回は作っている」と答えた生徒の割合 

中学生
16% 
(H25) 

20% ６

給食の地場産物
の使用割合 

全使用品目中、地場産(市内産、県内産)
の使用割合  

29% 
(H25) 

30% ７

１ 栗東市内乳幼児「ふだんの生活習慣」および「食育」に関するアンケート 

２ 栗東市内小・中学校ふだんの生活習慣アンケート 

３ 生活と健康に関するアンケート 

４ 滋賀の健康・栄養マップ調査(滋賀県) 

５ 各小学校からの補助金実績報告書 

６ 中学生のお弁当づくりに関する調査 

７ 地場産物活用状況調査 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景と趣旨 
 

障がい福祉の分野では、わが国において平成 26 年に国連の「障害者の権
利に関する条約（障害者権利条約）」※が批准されましたが、これに先⽴ち批
准に向けた国内法の整備が⾏われました。平成 23 年には「障害者基本法」
が改正されるとともに、平成 24 年 6 ⽉に公布された「地域社会における共
⽣の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関連法律の整備
に関する法律」に基づき、平成 25 年 4 ⽉からは、「障害者⾃⽴⽀援法」を
「障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律（障害者総
合⽀援法）」※と名称変更し、基本理念として「地域社会における共⽣の実現
に向けて、障がい者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的かつ計画的に⽀援する
こと」が掲げられました。 

さらに、平成 24 年 10 ⽉には障がいのある⼈の権利利益の擁護を⽬的と
する「障害者虐待の防⽌、障害者の養護者に対する⽀援等に関する法律（障
害者虐待防⽌法）」※が施⾏され、平成 25 年 6 ⽉には「障害を理由とする差
別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」※が成⽴するなど障がい
のあるなしに関わらず、お互いの⼈格と個性を尊重し合いながら共⽣する社
会の実現が求められています。 

滋賀県においては、当県における障がい者施策の指針を⽰した「新・障害
者福祉しがプラン」（計画期間：平成 24〜26 年度）を平成 24 年３⽉に策
定しました。プランでは、「みんなでいっしょに働き、みんなとまちで⽣き
る」を基本理念に、地域で暮らし、働き、活動することの実現を⽬標として
います。 

本市においては、平成 16 年３⽉に「栗東市障害者の住みよいまちづくり
推進計画（改訂版）」を策定し、また、「第五次栗東市総合計画」（平成 22
年〜平成 31 年）では、市の将来像を『ひと・まち・環境 ともに育む「健
やか・にぎわい都市」栗東』と定め、その中で基本⽬標「安全・安⼼のまち」
として「障がいのある⼈の⾃⽴と社会参加を促進するまちづくり」をめざす
⽅針が位置づけられています。 
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■障がい者福祉に関する法律等の動向 
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２ 計画の位置づけ 
 

本計画は、障害者基本法（第９条）に基づく市町村障害者計画で、本市に
おける障がいのある⼈のための施策に関する基本的な計画であり、障害者総
合⽀援法※（第 88 条）に基づいて３年ごとに策定する「栗東市障がい福祉
計画」と相互補完的な性質を持つものとして策定、推進していくものとしま
す。 

本市のまちづくりの基本⽅針である総合計画や、社会福祉の基本計画であ
る地域福祉計画を障がい者福祉の視点から具体化する分野別計画であり、こ
れらの計画と整合性を図り、関連づけながら推進していきます。 

また、国の「障害者基本計画」や滋賀県の「新・障害者福祉しがプラン」
など、国・県の関連計画との整合性を図るものとします。 

 
 

  

●「障害者⾃⽴⽀援法」施⾏

●国連 
 「障害者権利条約」採択 

●「障害者基本法」の改正 

●「障害者総合⽀援法」施⾏ 

●「障害者虐待防⽌法」施⾏ 

●「障害者権利条約」批准

●「障害者差別解消法」公布
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障害者基本法 
（障害者基本計画等） 
第９条 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計
画（以下「障害者基本計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけ
る障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関
する基本的な計画（以下「都道府県障害者計画」という。）を策定しなければ
ならない。 

３市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、
地⽅⾃治法（昭和 22 年法律第 67 号）第２条第４項の基本構想に即し、かつ、
当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者の
ための施策に関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策
定するよう努めなければならない。 

 

■「障がい者基本計画」及び「障がい福祉計画」の概要 

 障がい者基本計画 障がい福祉計画 

根拠法令 

障害者基本法 
同法第９条第３項に規定する「市
町村障害者基本計画」として策定
するものです 

障害者総合⽀援法 
同法第88条に規定する「市町村障
害福祉計画」の第４期計画として
策定するものです 

性 格 

○障がいのある⼈の福祉に関する施
策及び障がいの予防に関する施策
の総合的かつ計画的な推進を図る
ため、障がいのある⼈のための施策
に関する基本的な計画 

○⻑期的な⾒通しにたって効果的な
障がい者施策の展開を図る計画

○各年度における障がい福祉サービ
ス、相談⽀援体制及び地域⽣活⽀援
事業について、必要な⾒込量を算出
し、その⾒込量を確保するための⽅
策を定める計画 

位置づけ 

○国の「障害者基本計画」及び「新・
障害者福祉しがプラン」（平成24
年３⽉）を基本とした、栗東市総合
計画の部⾨計画 

○障害者総合⽀援法第８７条に規定
される、厚⽣労働⼤⾂が定める基本
指針に即して策定される 

○障がい者計画の「⽣活⽀援」を中⼼
とした施策の具体的な数値⽬標 
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■本市計画との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆将来像 
 ひと・まち・環境 ともに育む「健やか・にぎわい都市」栗東 

 
栗東市地域福祉計画 

 

◆基本理念 
⼀⼈ひとりの個性が尊重され 

みんながともに⽀えあう 共⽣社会の実現 

栗東市障がい福祉計画 

栗東市障がい者基本計画

栗東市総合計画 
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３ 計画の期間 
 
この計画の期間は、平成 27 年度を初年度とし、平成 32 年度までの６か

年の計画とします。 
ただし、計画の期間中に社会情勢の変動や法制度の改正等が⾏われた場合

は、必要に応じて⾒直しを⾏うこととします。 
 
 

 

平成 24
年度 

平成 25
年度 

平成 26
年度 

平成 27
年度

平成 28
年度

平成 29
年度

平成 30
年度

平成 31
年度 

平成 32
年度

 

 

   

 

   

 

  

 

※障がい者基本計画は平成 25 年度に計画期間が終了しているものの、第４期障がい福
祉計画との整合を図るため、第２期障がい者基本計画の計画開始時期を平成 27 年度
とし、計画期間を６年間としました。なお、平成 26 年度の障がい福祉に関する施策
の実施については、第五次栗東市総合計画に盛り込まれている障がい福祉施策で運⽤
しました。 

  

 

第２期障がい者基本計画 
（平成 27 年度から平成 32 年度まで） 

障害者 
基本計画 

 第４期障がい福祉計画第３期障がい福祉計画 

第五次栗東市総合計画 
後期基本計画前期基本計画 

※ 
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第２章 障がいのある⼈を取り巻く現状と課題 

１ 栗東市の⼈⼝の推移 
 
本市の⼈⼝は、平成 26 年９⽉ 30 ⽇現在で 66,993 ⼈となっており、増

加傾向にあります。年齢階層別でみると、65 歳以上の増加が多くなってい
ます。 

 

■⼈⼝の推移 （単位：⼈） 
 

区分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

14 歳未満 12,622 12,526 12,466 12,429 

15〜64 歳 43,384 43,290 43,070 43,199 

65 歳以上 9,907 10,494 11,093 11,365 

計 65,913 66,310 66,629 66,993 
各年度３⽉ 31 ⽇現在、平成 26 年度は、9 ⽉ 30 ⽇現在 

資料：住⺠基本台帳 
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２ 障がいのある⼈の数の推移 
 

①⾝体障がいのある⼈ 

⾝体障がいのある⼈の数は、平成 26 年９⽉ 30 ⽇現在 1,927 ⼈となって
おり、微増の傾向にあります。年齢階層別でみると、65 歳以上の増加が多
くなっています。等級別でみると、重度障がいのある⼈（１級、２級）が
45.2％となっています。 

 

■年齢別⾝体障がい者⼿帳交付数の推移 （単位：⼈） 
区分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

18 歳未満 58 56 54 69 

18〜64 歳 629 585 594 586 

65 歳以上 1,183 1,203 1,236 1,272 

計 1,870 1,844 1,884 1,927 
各年度３⽉ 31 ⽇現在、平成 26 年度は 9 ⽉ 30 ⽇現在 

資料：障がい福祉課 

■障がい等級別⾝体障がい者⼿帳交付数の推移 （単位：⼈） 
区分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

１級 567 548 564 584 

２級 279 266 275 287 

３級 275 294 296 293 

４級 470 458 472 478 

５級 147 145 147 152 

６級 132 133 130 133 

計 1,870 1,844 1,884 1,927 
各年度３⽉ 31 ⽇現在、平成 26 年度は 9 ⽉ 30 ⽇現在 

資料：障がい福祉課 
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②知的障がいのある⼈ 

知的障がいのある⼈の数は、平成 26 年 9 ⽉ 30 ⽇現在で 456 ⼈となって
おり、増加傾向にあります。年齢階層別でみると、18〜64 歳の増加が多く
なっています。判定別でみると、重度障がいのある⼈（Ａ判定）が 36.4％
となっています。 

■年齢別療育⼿帳交付数の推移 （単位：⼈） 
区分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

18 歳未満 148 166 167 155 

18〜64 歳 236 246 258 280 

65 歳以上 11 13 14 21 

計 395 425 439 456 
各年度３⽉ 31 ⽇現在、平成 26 年度は 9 ⽉ 30 ⽇現在 

資料：障がい福祉課 
■判定別療育⼿帳交付数の推移 （単位：⼈） 

区分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

Ａ判定 151 163 161 166 

Ｂ判定 244 262 278 290 

計 395 425 439 456 
各年度３⽉ 31 ⽇現在、平成 26 年度は 9 ⽉ 30 ⽇現在 

資料：障がい福祉課 
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③精神障がいのある⼈ 

精神障がいのある⼈の数は、平成 26 年９⽉ 30 ⽇現在で 290 ⼈となって
おり、増加傾向にあります。年齢階層別でみると、18〜64 歳の増加が多く
なっています。等級別でみると、中度障がいのある⼈（2 級）が 62.1％と
なっています。 

 

■年齢別精神障がい者保健福祉⼿帳交付数の推移 （単位：⼈） 
区分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

18 歳未満 2 2 2 2 

18〜64 歳 199 216 231 243 

65 歳以上 35 36 45 45 

計 236 254 278 290 
各年度３⽉ 31 ⽇現在、平成 26 年度は 9 ⽉ 30 ⽇現在 

資料：障がい福祉課 
 

■障がい等級別精神障がい者保健福祉⼿帳交付数の推移 （単位：⼈） 
区分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

１級 18 22 24 25 

２級 147 158 173 180 

３級 71 74 81 85 

計 236 254 278 290 
各年度３⽉ 31 ⽇現在、平成 26 年度は 9 ⽉ 30 ⽇現在 

資料：障がい福祉課 
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第３章 計画の基本的な考え⽅ 

１ 基本理念 
 
障害者基本法においては、すべての国⺠が、障がいの有無にかかわらず、

等しく基本的⼈権を享有するかけがえのない個⼈として尊重されることを
前提に、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に⼈格と個性
を尊重し合いながら共⽣するため、障がいのある⼈の⾃⽴と社会参加の⽀援
のための施策を総合的かつ計画的に推進することが、その⽬的として⽰され
ています。 

障がいのある⼈は、これまで保護される⽴場とみなされがちでしたが、障
害者基本法において権利の主体として位置づけが明確にされました。いつ、
いかなる時においても⼈としての尊厳を保持されなければなりません。また、
障がいのある⼈は、障がいがあるというだけでなく、社会との関係の中で⽇
常⽣活上に相当な制限を受ける⼈と定義されました。したがって、今後は、
障がいのある⼈だけに⾃⽴や社会参加の努⼒を求めるのではなく、⾃⽴や参
加を妨げている社会的障壁の除去に社会全体で取り組むとともに、あらゆる
⼈が孤⽴したり排除されたりせず、差別のない社会づくりに⼀層取り組んで
いかなければなりません。 

このような法改正などを背景として、本市においても、障がいの有無にか
かわらず個性を尊重し合い、みんながともに⽀えあっていくような、地域社
会における共⽣の実現をめざします。 

 

『⼀⼈ひとりの個性が尊重され 
みんながともに⽀えあう 共⽣社会の実現』 

 
なお、「栗東市障がい者基本計画」と「栗東市障がい福祉計画」の基本理

念は共通のものとし、障がいの有無にかかわらず、住み慣れた地域で家族や
仲間とともに、いつまでも安⼼して暮らせるまちをめざして、計画の推進を
図ります。 
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２ 基本⽅針 
 
計画の基本理念に基づき、以下の３つの基本⽅針（基本的な取組姿勢）を

設定し、障がいの有無によって分け隔てられることなく、だれもが共⽣でき
る地域社会の実現をめざしながら、諸施策の推進を図ります。 

 

障がいのある⼈の⾃⽴を実現する 

障がいのある⼈⼀⼈ひとりが⼈としての尊厳を保持し、地域社会の中で主
体的に⼈⽣を送ることができるよう、⾃⼰決定、⾃⼰選択を尊重しつつ、個々
のライフスタイルや環境に応じた⽇常⽣活の⽀援と雇⽤・就業の⽀援を進め、
⾃⽴できる機会の確保に努めます。 

 

障がいのある⼈が⽣きがいを実感できる 

障がいのある⼈⼀⼈ひとりが、地域社会の中でいきいきとした毎⽇を過ご
すことができるよう、⽇常⽣活や社会⽣活を営む上での障壁の除去に社会全
体で取り組むとともに、障がいの有無にかかわらず様々な交流活動ができる
機会の創出を進めます。 

 

ライフサイクルや状態の変化に合わせ、⼀貫して切れ⽬なく⽀援する 

障がいのある⼈⼀⼈ひとりを取り巻く環境に合わせて、さらには成⻑や状
態の変化にも対応しながら、関係機関の連携の中で⼀貫した切れ⽬のない⽀
援を提供し、地域社会における⾃⽴と⽣きがいを⽀えます。 
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３ 計画の基本体系 
 
本計画の基本理念、基本⽅針を踏まえ、以下の７施策を計画の基本体系と

します。 
 

（１）理解と交流の促進 

⼈権尊重の視点に⽴ち、障がいのある⼈に対する差別や偏⾒をなくし、障
がいのある⼈が安⼼して地域で暮らすため、住⺠意識の⾼揚と地域福祉活動
の推進に努めます。 

 

（２）保健・医療の充実 

障がいの発⽣予防や障がいの重度化を予防するため、保健・医療・福祉が
連携して施策の充実を図ります。 

 
 

（３）⽣活⽀援の充実 

障がいのある⼈が地域で⾃⽴した⽣活が送れるよう、相談やコミュニケー
ション⽀援を含めた福祉サービスの充実に努めます。 

 
 

（４）学習機会の充実と社会参加の促進 

障がいの早期発⾒・早期療育に努めるとともに、障がいの程度や能⼒・適
正に応じた教育が受けられるよう、幼児期からの教育環境の整備を推進し、
障がい児の可能性を伸ばす多様な教育内容の充実に努めます。 

また、障がいのある⼈の⽣きがいや社会参加のため、移動⽀援の充実と学
習機会の提供に努めます。 
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（５）就労の促進 

企業等の障がいのある⼈に対する理解を促進するとともに、障がいのある
⼈が⼀般就労や福祉的就労ができるよう関係機関と連携を深め、障がいのあ
る⼈に対する就労の場の拡⼤を図ります。 

 

（６）⽣活環境の整備 

⽣活環境のバリアフリー化を推進し、居住⽀援を含めた障がいのある⼈に
配慮したまちづくりを推進します。 

また、障がいのある⼈を犯罪や災害から守るため、防犯・防災体制の充実
に努めます。 

 

（７）防災、災害時⽀援の充実 

地域で安⼼して暮らしていくために、障がいのある⼈や家族、⽀援者が防
災や防犯についての理解を深め、⾃分⾃⾝で取り組む意識を⾼めていくとと
もに、地域や関係機関との情報共有及び協動により素早く安全に避難できる
体制づくりを⽀援します。 

また、障がいに配慮した避難所の確保や避難所での⽣活⽀援の推進を図り
ます。 
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■施策の体系 
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第４章 重点⽬標 

基本理念「⼀⼈ひとりの個性が尊重され みんながともに⽀えあう 共⽣
社会の実現」の実現をめざすため、次の項⽬を特に重点⽬標として計画を推
進します。 

 
 

１ 相談⽀援体制の充実 

【めざす⽅向】 

障がいのある⼈が、住みなれた地域で、⼼豊かに安⼼して暮らしていくた
めには、包括的な⾃⽴⽀援のための仕組みづくりが必要です。 

障がいのある⼈やその家族、介助者等が抱えるさまざまな問題の解決に向
け、気軽に相談できる相談⽀援体制の充実を図り、適切な⽀援へとつなげて
いきます。 

【取組み⽅針】 

（１）関係機関との連携強化による相談⽀援の充実 

現
状
と
課
題 

○ ⼼⾝障がい者相談員※、⺠⽣委員児童委員、障がい者関係団体等によ
る相談と、障がいの特性に応じた相談機能を充実するため、相談⽀援
事業者への事業委託による⼀般相談⽀援事業※と特定相談⽀援事業※

を⾏っています。 
○ 地域での個別ニーズを全体のニーズとして共有するため「栗東市障が

い児・者⾃⽴⽀援協議会※」「湖南地域障害児・者サービス調整会議」
等において、関係機関との連携を強化し、各機関の専⾨的な機能の有
効活⽤を⾏いながら、障がいのある⼈の⾃⽴⽣活を総合的に⽀援する
体制の整備を図っています。

  
 

今
後
の

取
組 

 障がいのある⼈の⾃⽴⽣活を総合的に⽀援する体制の整備 
 広域による基幹相談⽀援体制※の整備に向けての協議 
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（２）ケアマネジメント※機能の強化 

現
状
と
課
題 

○ 障がいのある⼈が⾃らサービス提供事業者との調整を⾏うことや、⾃
分⾃⾝の意思を伝えることが困難であることがあるため、障がいのあ
る⼈⾃⾝が抱える問題が解決されていないことがあります。 

○ ⼀⼈ひとりの障がいの特性を把握し、個別⽀援計画に基づいた適切な
⽀援を⾏うためには、専⾨性のあるケースワーカーのケアマネジメン
ト※による個別⽀援体制の整備が必要です。

  
 

今
後
の

取
組 

 個別ケース会議等による関係機関のチームアプローチを実施
し、相談⽀援事業の充実 

 

（３）ライフステージ※を通した相談⽀援体制の整備 

現
状
と 

課
題 

○ 個々のニーズや障がいの特性、発達段階に応じた適切な⽀援を⾏うた
めには、教育、医療、保健、福祉、就労等が⼀体となった相談⽀援が
重要となります。 

  
 

今
後
の

取
組 

 ライフステージ※を通じた切れ⽬のない⽀援の強化のための関
係機関の連携 
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２ 就労への⽀援 

【めざす⽅向】 

障がいのある⼈への就労⽀援については、⾃⽴した⽣活を営む上で重要な
施策です。障がいのある⼈の働く意欲は⾼まっていますが、就労をめぐる環
境はまだまだ厳しい現状にあります。 

障がいのある⼈が住みなれた地域で⾃⽴し、経済的に安定した⽣活を送る
ために「地域で働く」ことを実現するため、障がいのある⼈の就労⽀援体制
の整備を図っていきます。 

【取組み⽅針】 

（１）関係機関の連携強化による就労⽀援体制の充実 

現
状
と
課
題 

○ 障がいのある⼈の就労を⽀援するためには、労働部⾨、福祉部⾨、教
育部⾨等の関係機関の連携による就労⽀援事業の推進体制の充実・強
化が必要であり、公共職業安定所や滋賀障害者職業センター、湖南地
域障害者働き・暮らし応援センター等との連携を図るとともに、相談
⽀援体制の充実や企業への障がい者雇⽤に対する啓発を図っていくこ
とが重要です。 

○ 滋賀県における障がいのある⼈の就業状況は、企業の理解が進んでき
ていることなどもあり、全国的にみると⽐較的良好な状況にあります。
しかし、障がいのある⼈の継続した就業にはさまざまな課題も残され
ており、いかに雇⽤の定着を図っていくかについて、関係する様々な
⼈たちが情報を共有し合いながら、より良い環境づくりに取り組んで
いくことが必要です。

  
 

今
後
の

取
組 

 就労に向けてのきめ細かな連続性のある⽀援の充実 
 継続した就労を⽀えていくための⽀援体制づくり 
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３ 地域⽣活への⽀援 

【めざす⽅向】 

障がいのある⼈が住みなれた地域で⾃⽴した⽣活を送ることができるよ
う、個別のニーズや地域特性に基づいた⽣活⽀援の基盤整備や地域⽣活⽀援
事業などの推進を図っていきます。 

【取組み⽅針】 

（１）障がい福祉サービス※の充実 

現
状
と 

課
題 

○ 障がいのある⼈が地域で⾃⽴した⽣活を送るためには、家族や介助者
の負担の軽減を含めた多様で質の⾼い効果的なサービスの提供が不可
⽋となります。 

  
 

今
後
の

取
組  個々の状態に応じた、効果的なサービス提供体制の充実 

 

（２）グループホーム※の整備⽀援 

現
状
と
課
題 

○ 障がいのある⼈が地域での⽣活を営めるよう、⾃⽴⽣活の拠点となる
住まいの場の確保が求められており、居住の場として、グループホー
ム※の整備が求められています。⼀⽅で、グループホーム※の整備にあ
たっては、建設や既存建物の改修など居住空間の確保について多額の
建設・改修費⽤が必要となることが課題となっています。 

○ 本市におけるグループホーム※の整備を進めていくためには、これま
での既成の整備⼿法にとらわれず、市内の既存住宅ストックの活⽤も
含めたさまざまな⼿法を取り⼊れながら柔軟に対応していくことが求
められます。 

  
 

今
後
の 

取
組  居住の場の確保のためのグループホーム※整備についての推進 
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啓発広報と⼈権学習の推進

①広報･啓発活動の充実

②⼈権学習の推進

第５章 施策の推進 

１ 理解と交流の促進 

（１）啓発広報と⼈権学習の推進 

【現状と課題】 

障がいのある⼈が安⼼して地域で⽣活するためには、地域住⺠の障がいに対する理
解を深め、お互いに尊重することが重要です。 

本市では、広報や出前トーク、じんけんセミナーの開催などにより、障がいに対す
る正しい理解を進めるための啓発活動に努めています。しかし、アンケート調査では、
障がいのある⼈に対する市⺠の理解が深まっていないと感じている⼈が 30％弱あり、
特に、知的障がいのある⼈や精神障がいのある⼈でその傾向が強くなっています。 

今後も、障がいの有無によって分け隔てられることなく、必要な⽀援を受け相互に
⼈格と個性を尊重し合いながら共⽣社会を実現できるよう、共同開催による啓発事業
の推進や、広報活動の内容の充実に努める必要があります。 

 

【施策の⽅向】 

 

 

 

 

【今後の取組み】 

①広報･啓発活動の充実 

市⺠を対象にした、⼈権問題や障がいに対する理解を深めるための啓発活動を推進
するとともに、広報活動の内容の充実を図ります。 
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今後の取組み 内    容 関係課 

⼈権問題に関する教
育の推進 

 「障がい」に対する⾒⽅･考え⽅をは
じめ様々な⼈権問題の解決のため
に、地区別懇談会やリーダー講座等
の学習会で教育・啓発を推進します。

⼈権教育課 

⼈権問題に関する啓
発活動の充実 

 「障がい」に対する⾒⽅・考え⽅を
はじめ様々な⼈権問題の解決のた
め、「じんけんセミナー」をはじめと
する各種講演会の参加や街頭啓発活
動の実施について、市⺠と協働で啓
発・推進します。 

 企業においても障がいに対する理解
の促進や偏⾒をなくすために各種研
修会の参加や企業内の研修会の実施
について啓発・推進します。

⼈権政策課 
経済振興労政課 

職員への⼈権啓発と
意識の向上 

 ⼈権問題に対する連続講座へ職員を
派遣し、⼈権に対する理解を深める
ため⼀層の啓発と意識の向上を図り
ます。

⼈権政策課 

ノーマライゼーショ
ンの理念の周知 

 広報活動、社会教育活動等を通じて、
ノーマライゼーションの理念の周知
を継続的に推進します。また、学校
教育等関係機関と連携し、全市児童
⽣徒を対象とした福祉教育事業の実
施に努めます。

関係各課 

「障がい者の⽇」の
広報・啓発 

 市⺠の理解と認識を深めるため、12
⽉ 9 ⽇の「障がい者の⽇」の⾏事と
して障がい者関係団体との連携を図
りながら、障がいへの理解促進のた
めの啓発記事を広報やホームページ
等へ掲載します。

障がい福祉課 
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②⼈権学習の推進 

市役所職員をはじめ、関係する職員に対して、⼈権問題等に関する研修や講演会の
機会を拡充し、障がいに関する内容の理解を促進します。また、同和問題をはじめと
するあらゆる⼈権問題についても理解を深められるよう⽀援します。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

市職員に対する研修
の実施 

 同和問題や障がいのある⼈をはじめ
様々な⼈権問題に対する理解を深め
るため、市職員を対象とした集合研
修及び「じんけんセミナー」等への
派遣研修を実施するとともに、各所
属で⼈権・同和問題研修に取り組み
ます。また、職員提案や研修事後ア
ンケートの内容を研修に積極的に取
り⼊れ、より効果のある実施に努め
るとともに、職場研修では随時情報
提供を⾏い、継続実施しやすい環境
づくりに努めます。さらに、積極的
に各種研修会や地区別懇談会に参加
し、障がいに対する理解の⾃⼰研鑽
を⾏います。

総務課 

⺠⽣委員児童委員等
に対する研修の実施 

 ホームヘルパーや⺠⽣委員児童委員
に対して、障がいに対する正しい理
解を深めるための学習会や⼈権に関
する研修を実施します。

社会福祉課 
社会福祉協議会 

講演会の実施 

 障がい者⽀援の関係機関が実施する
講演会等の周知に努め、市⺠参加を
求めることにより、障がいのある⼈
に対する正しい理解を深めていきま
す。

障がい福祉課 

障がい者関係団体に
対する⼈権学習会の
⽀援 

 当事者としての障がいに対する正し
い知識を認識するとともに、あらゆ
る⼈権問題に対する理解を深めるた
め、障がい者関係団体の⼈権学習会
を⽀援します。

障がい福祉課 
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交流機会の確保 ①交流機会の充実

（２）交流機会の確保 

【現状と課題】 

障がいに対する正しい理解を普及するためには、障がいのある⼈との交流やふれあ
いなど、障がいのある⼈とともに活動する機会を充実することが⼤切です。 

本市では、学区のふれあい祭りや地域のコミュニティセンターの利⽤の際に、障が
いのある⼈と地域の⼈との交流機会を設けています。また、市内で開催される様々な
⼤会等において、関係課からの要請に基づき、⼿話通訳者の配置を⾏い、参加しやす
い環境づくりに努めています。 

今後も障がいのある⼈が地域における事業に参加しやすい体制づくりに努めると
ともに、交流機会のより⼀層の充実に努める必要があります。 

 

【施策の⽅向】 

 

 
 

【今後の取組み】 

①交流機会の充実 

地域で開催される各種事業へ障がいのある⼈が参加しやすい体制を整備するなど、
地域での障がいのある⼈との交流機会の充実を図り、障がいに対する正しい理解を促
進します。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

地域⾏事への参加の
促進 

 地域で実施する各種事業に障がいの
ある⼈が参加しやすいよう、取組み
の周知を図るとともに、ボランティ
アの配置や会場の設営等の充分な配
慮を⾏い、参加の促進を図ります。

関係各課 

交流の場・機会の確
保 

 障がいのある⼈との交流会等、障が
いのある⼈への理解を深めるための
積極的な取組みを実施します。

関係各課 
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福祉教育の推進 ①福祉教育の充実

（３）福祉教育の推進 

【現状と課題】 

障がいや障がいのある⼈に対する正しい理解を深め、ともに尊重し⽀え合う共⽣社
会を実現するためには、福祉教育が重要です。 

本市では、福祉教育読本「福祉のこころ」を活⽤し、福祉教育に関する授業を⾏っ
ています。また、障がいのある⼈とのふれあいを通して「共⽣社会」について学ぶ機
会を持つとともに、体験学習等を実施し、障がいに対する理解の促進を図っています。
しかし、アンケート調査では、障がいのある⼈に対する市⺠の理解が深まっていない
と感じている⼈が 30％弱あります。 

今後は、福祉や障がいに対する理解だけではなく、⽇常⽣活の中での実践につなげ
ていけるよう、学習内容の⾒直しを⾏い、福祉教育の⼀層の充実に努める必要があり
ます。 

 

【施策の⽅向】 

 

 

【今後の取組み】 

①福祉教育の充実 

福祉や障がいに対する理解だけではなく、⽇常⽣活の中での実践につなげていける
よう、学習内容の⾒直しを⾏い、福祉教育の充実に努めます。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

福祉教育読本の活⽤ 

 福祉教育読本「福祉のこころ」を活
⽤し、福祉教育を進めるとともに、
効果的な活⽤ができるよう内容等を
検討していきます。

学校教育課 
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今後の取組み 内    容 関係課 

障がいのある⼈に対
する正しい理解の教
育の充実 

 アイマスク体験学習※等、障がいに対
する正しい理解と認識を培う学習を
年間計画の中に位置づけるととも
に、学習で学んだことが⽣活の中で
⽣かせるよう教育内容の充実に努め
ます。

学校教育課 

ふれあいの場・機会
の充実 

 障がいのある⼈とふれあったり、思
いや願い等についての話を聞いたり
することを通して、障がいのある⼈
の⽣き⽅を学ぶ機会の充実に努めま
す。

学校教育課 

学校⾏事を通じた障
がいに対する理解の
促進 

 学校⾏事やＰＴＡ⾏事・学校・学年
通信等を通じ、障がいや障がいのあ
る⼈に対する保護者や地域の⼈々の
理解の促進を図るとともに、学習で
学んだことが⽇常⽣活の中で実践で
きるよう、教育内容の充実に努めま
す。

学校教育課 

福祉に関する体験学
習の充実 

 総合的な学習等における福祉施設の
訪問、⾞いす・⼿話等の体験学習の
実施やチャレンジウィーク※、キャリ
ア教育※における福祉施設での職場
体験等のふれあいを通して、障がい
のある⼈の思いや⽣き⽅を学ぶ機会
の充実に努めます。

学校教育課 
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地域福祉活動の推進

①地域における各種関係団体との連携

②ボランティア活動に対する⽀援の充実

③障がい者関係団体の活性化の⽀援の充実

（４）地域福祉活動の推進 

【現状と課題】 

「ノーマライゼーション」の実現のためには、全ての市⺠が共に暮らすまちづくり
をめざした地域福祉の理念を推進することが必要です。 

本市では、「ふれあいまちづくり事業」として、⼩地域ネットワーク活動を推進す
るため、⾃治会ごとの啓発活動を⾏っており、今後も地域福祉活動をより⼀層推進す
るため、障がいのある⼈が地域活動へ参加しやすい環境の整備が必要です。 

また、障がいのある⼈に対するボランティア活動では、障がいの特性を理解した⼈
材が不可⽋ですが、その⼈材が不⾜しているのが現状です。障がい者関係団体の活動
においても、ボランティアの不⾜によりうまく活動できない状況も⾒受けられ、わか
りやすい情報提供と⼈材の確保等によるボランティア団体や障がい者関係団体への
⽀援が求められます。 

 

【施策の⽅向】 

 

 

 

 

【今後の取組み】 

①地域における各種関係団体との連携 

地域振興協議会をはじめ、学区⺠⽣委員児童委員協議会とも連携し、障がいに対す
る理解の促進に努めます。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

地域振興協議会との
連携 

 市内すべての地域振興協議会との連
携を積極的に進め、市⺠を対象とし
た障がいに対する正しい理解・啓発
のための福祉学習会を開催します。

障がい福祉課 
社会福祉協議会 
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今後の取組み 内    容 関係課 

⼩地域ネットワーク
活動展開の啓発 

 ⼩地域ネットワーク活動の展開によ
り、地域の障がいのある⼈が地域と
の関わりを深め、参加しやすくなる
よう、地域振興協議会等でふれあい
サロンなどの未実施地域への啓発を
図ります。

社会福祉協議会 

 

②ボランティア活動に対する⽀援の充実 

ボランティアの⼈材育成や資質向上を図るとともに、市内における障がい者団体の
連携を深め、情報交換等ができる組織づくりをめざします。また、ボランティア活動
に関する情報提供を積極的に⾏うとともに、今後も充実したボランティア育成⽀援活
動が⾏えるよう、栗東市ボランティア市⺠活動センターへ運営⽀援等を⾏います。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

地域福祉活動推進の
ためのリーダー育成 

 退職シニアをはじめ、様々な属性の
⼈々が地域福祉活動の機会を得られ
るよう、要望や対象に応じたプログ
ラムの講座開催を推進し、地域のリ
ーダーとして活動を継続できるよう
⽀援に努めます。 

 今後、⽣活⽀援ボランティア養成講
座を開催する予定です。

社会福祉協議会 

ボランティア活動の
コーディネートの充
実 

 市内各種の障がい者関係団体を把握
し、連携強化に努めます。また、市
⺠のボランティア関係ニーズの把握
に努めるために、各関係機関へ社会
福祉協議会職員が出向き、顔の⾒え
る対話を⾏い、必要なつながりや⽀
え合いのボランティア活動を⽀援で
きるようコーディネートの充実に努
めます。

社会福祉協議会 



28 

今後の取組み 内    容 関係課 

ボランティアに関す
る情報発信・管理機
能の充実 

 広報紙、ホームページ以外の媒体も
活⽤し、ボランティア活動に関する
情報提供を積極的に⾏います。

社会福祉協議会 

企業へのボランティ
ア活動の促進 

 市内企業への社会福祉協議会と栗東
市ボランティア市⺠活動センターの
ＰＲを⾏うとともに、企業の社会貢
献について講習会を開催します。

社会福祉協議会 

ボランティア活動拠
点の整備 

 栗東市ボランティア市⺠活動センタ
ーが充実したボランティア育成⽀援
を⾏えるよう、活動⽀援と運営補助
を⾏うとともに、関係課や関係機関
との調整を⾏います。

社会福祉協議会 
障がい福祉課 
⾃治振興課 

ボランティア⼈材の
育成 

 視聴覚障がいのある⼈の情報収集・
コミュニケーション⼿段を確保する
ため各種の講座を開設し、専⾨技術
を有する⼈を育成します。また、幅
広い年齢の⽅に活動の担い⼿となっ
てもらえるよう、新たなボランティ
アの発掘に努めます。また、幼児期
から障がいを通した福祉を学び体験
する機会を提供するとともに、市内
全域の⼩中学校等に事業を周知しま
す。

社会福祉協議会 
障がい福祉課 
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③障がい者関係団体の活性化の⽀援の充実 

団体活動の活性化、会員増を図るため、啓発等により障がいのある⼈へ障がい者団
体への参加を促すとともに、障がい者関係団体の活性化に向けての⽀援を継続して⾏
います。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

障がい者関係団体へ
の活動⽀援 

 障がい者団体等の重要性などを啓発
し、団体活動の活性化と会員数の増
⼤を図るとともに、市内における障
がい者関係団体の把握に努め、各障
がい者関係団体の⾃主的な活動を⽀
援するための活動補助⾦を交付しま
す。

社会福祉協議会 
障がい福祉課 

家族会に対する活動
⽀援 

 家族同⼠の親睦や⼀般講演会開催の
⽀援等、家族会の運営や活性化に向
けての⽀援を継続して⾏います。

障がい福祉課 

 

  



30 

発⽣予防対策及び早期発⾒体制の充実

①障害発⽣予防のための体制整備

②妊娠期・乳幼児期における疾病・疾患、
障がいに関する知識の普及

２ 保健･医療の充実 

（１）発⽣予防対策及び早期発⾒体制の充実 

【現状と課題】 

障がいの要因は疾病や疾患である場合も多く、障がいの発⽣予防や重度化を防ぐた
めには、保健医療の充実が重要です。 

アンケート調査等においても、疾病が原因で障がいが発⽣する⾝体障がいのある⼈
が多く、⽣活習慣病をはじめとした疾病からの障がいの発⽣の予防や、早期発⾒のた
めの体制の充実が必要です。 

また、⾃閉症スペクトラム、学習障がい※や注意⽋如・多動性障がい（ＡＤＨＤ）
などの発達に課題のある⼦ども等にみられるように、周囲の⼈が障がいの特性を正し
く理解できず、適切な対応ができない場合があります。 

そのため、発達障がい※を含め、それぞれの障がいの特性を正しく理解し、適切な
対応が⾏えるよう、関係機関との連携を図りながら環境の整備を進めることが重要で
す。 

 

【施策の⽅向】 
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【今後の取組み】 

①障がい発⽣予防のための体制整備 

疾病や障がいの発⽣予防のため、医療機関等との連携を強化し、健康診査や保健指
導の適切な実施に努めます。 
 

今後の取組み 内    容 関係課 

妊婦に対する各種健
診・助成の充実 

 妊婦の疾病の予防と早期発⾒のた
め、医療機関において妊婦健康診査
を実施するとともに、健診に対する
助成を⾏います。

健康増進課 

妊婦に対する訪問指
導の実施 

 ハイリスク妊婦の連絡があった場合
は、訪問指導を⾏います。

健康増進課 

電話相談の実施 
 妊婦の疾病予防と異常の早期発⾒の

ため⺟⼦⼿帳交付時及び電話による
相談を実施します。

健康増進課 

先天性代謝異常等検
査の受診勧奨 

 放置すると重度の知的障がいや⾝体
障がいをきたす先天性代謝異常など
の早期発⾒・早期治療をするため、
先天性代謝異常等検査の受診を勧奨
します。

健康増進課 

乳児に対する訪問指
導の実施 

 乳児に対して、保健師等が訪問し、
適切な指導を実施します。また、連
携体制を強化し、ハイリスク児や産
婦に対する訪問指導を⾏います。

健康増進課 

発達検査・相談の実
施 

 個別相談を⾏い、発達検査及び発達
を促す関わり⽅の助⾔を⾏います。

健康増進課 

就学時健康診断・定
期健康診断の充実 

 学校保健法に基づき、就学時健康診
断・定期安全健康診断を実施し、⼀
般疾病・障がいの早期発⾒に努めま
す。

学校教育課 

保健指導の実施 

 ⼦どもの関わり⽅や乳幼児の発育発
達上、育児⽀援が必要と思われる⺟
と⼦を対象に保健指導を⾏い、養育
条件の改善を図ります。

健康増進課 
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②妊娠期・乳幼児期における疾病・疾患、障がいに関する知識の普及 

出産の経過や妊娠期にかかりやすい疾患、乳幼児の発達と病気や事故の対応等に関
する知識の普及を推進します。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

妊娠期の知識の周知 
 健康管理や障がいの発⽣を未然に防

⽌するための冊⼦を⺟⼦⼿帳発⾏時
に交付します。

健康増進課 

 

  



33 

医療体制及びリハビリテーション
の整備

①⾏政、保健、医療機関の連携強化

②医療制度の周知と利⽤促進

③難病患者に対する⽀援の充実

（２）医療体制及びリハビリテーションの整備 

【現状と課題】 

障がいのある⼈の⾼齢化、重度化により、地域⽣活⽀援のためには医療機関との連
携がより重要となります。また、後天的に病気や事故等によって障がいが発⽣した⼈
に対して社会復帰（リハビリ）を⽀援する体制の整備が必要です。今後も、障がいの
ある⼈が⾝近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、地域医療
体制等の充実を図る必要があります。 

難病※患者については、障害者総合⽀援法※により、⾃⽴⽀援のサービス提供が⾏
われることとなりました。今後は、制度の周知に努めるとともに、広域的な連携や医
療、保健、福祉が⼀体となった総合的な相談･⽀援を⾏うことにより、安定した療養
⽣活の確保と難病※患者及びその家族の⽣活の質の向上を図る必要があります。 

 

【施策の⽅向】 

 

 

 

 
 

【今後の取組み】 

①⾏政、保健、医療機関の連携強化 

障がいのある⼈の健康を維持し、⼆次的障がいの発⽣予防や、リハビリテーション
を⽀援するため、⾏政、保健、医療機関の連携を強化するとともに、情報の共有に努
めます。 
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今後の取組み 内    容 関係課 

ケアシステムの構築 

 在宅の障がいのある⼈の⽇々の⽣活
を⽀援するため、マネジメント機能
を果たせる⼈材の確保を図るととも
に、主治医や訪問看護等との連携を
強化し、地域で⽣活できるケアシス
テムの構築を図ります。

障がい福祉課 
⻑寿福祉課 
健康増進課 

関係機関の連携強化 

 他職種が連携･協働できるよう継続
して協議･検討を⾏うとともに、県⽴
リハビリテーションセンターや湖南
地域リハビリテーション広域⽀援セ
ンター等の関係機関と連携を図りな
がら相談⽀援を⾏います。

障がい福祉課 
⻑寿福祉課 
健康増進課 

初期救急医療の充実 
 かかりつけ医制度を啓発するととも

に、休⽇・平⽇夜間等の初期救急医
療の充実を図ります。

健康増進課 

 
 

②医療制度の周知と利⽤促進 

医療機関等との連携により、公費負担制度等の制度の利⽤促進に努めるとともに、
医療機関に対して、適正な運⽤についての啓発を進めます。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

養育医療費の給付 
 養育のため指定養育医療機関に⼊院

することを必要とする未熟児に対す
る養育医療費給付事務を⾏います。

健康増進課 

育成医療費の給付 

 ⾝体障がいのある児童に対し、その
障がいを除去または軽減し、⽣活能
⼒を得るために必要な育成医療費給
付事務を⾏うとともに、制度の周知
に努めます。

障がい福祉課 
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今後の取組み 内    容 関係課 

更⽣医療費の給付 

 18 歳以上の⾝体障がいのある⼈に対
し、その障がいを除去または軽減し
⽣活能⼒を得るために必要な更⽣医
療費を給付するとともに、他制度と
の併⽤など適正な運⽤についての啓
発に努めます。

障がい福祉課 

福祉医療費の助成 

 重度・中度⼼⾝障がいのある⼈の医
療費の⼀部（医療保険の⾃⼰負担額
や⾼齢者の医療の確保に関する法律
の⼀部負担⾦）を助成します。

保険年⾦課 

アイバンク・腎バン
クの普及啓発 

 厚⽣労働省が発⾏した臓器提供意思
表⽰カードを窓⼝に設置し、アイバ
ンクや腎バンクの普及啓発を図りま
す。

健康増進課 
保険年⾦課 

 
 

③難病※患者に対する⽀援の充実 

新制度の周知に努めるとともに、難病※患者に対する⽀援の充実を図るため、広域
的な連携や医療機関等との連携を強化し、⽀援体制の充実を図ります。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

難病※患者に対する
⽀援 

 新制度の周知に努めるとともに、難
病※患者に対する⽀援等の情報提供
を⾏います。また、療養相談につい
ては、保健所や滋賀県難病※相談・⽀
援センターとの連携を図ります。

⻑寿福祉課 
障がい福祉課 
健康増進課 

⽇常⽣活⽤具の給付 

 難病※患者や家族の⽀援を⾏うため、
医療機関等との連携を図りながら、
様態に応じた⽇常⽣活⽤具の給付を
⾏います。

障がい福祉課 
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経済的⾃⽴の⽀援の充実 ①各種経済的⾃⽴⽀援制度の周知と充実

３ ⽣活⽀援の充実 

（１）経済的⾃⽴の⽀援の充実 

【現状と課題】 

障がいのある⼈が地域で質の⾼い⾃⽴した⽣活を営むためには、経済的⾃⽴に関す
る⽀援が重要です。 

障害者総合⽀援法※の施⾏により、障がい福祉サービス※の位置づけや負担のあり
⽅が変更され、利⽤者負担が増加した部分もあり、各種の税制上の優遇措置を運⽤し、
サービス利⽤に対して経済的負担が⼤きい低所得者等の経済的⾃⽴を⽀援する必要
があります。また、受給資格を有する障がいのある⼈が、制度の不知・無理解により、
障害年⾦を受けとれないことがないよう、制度の周知に取り組む必要があります。 

 

【施策の⽅向】 

 

 

【今後の取組み】 

①各種経済的⾃⽴⽀援制度の周知と充実 

就労等による収⼊が得られない障がいのある⼈や低所得者に対し、共済制度や各種
年⾦・⼿当等を周知し、経済的⽀援の充実を図ります。 

 
  



37 

今後の取組み 内    容 関係課 

障害基礎年⾦の⽀給 

 国⺠年⾦の被保険者期間中や 60 歳
から 65 歳未満に初診⽇がある病気
やけがで障がいになったときに、そ
の障がいの程度により障害基礎年⾦
を⽀給するとともに、18 歳までの⼦
どもを扶養しているときは加算額を
加えます。また、障害基礎年⾦の裁
定につなげるため、関係課や年⾦事
務所と連携し、制度の⼀層の周知に
努めます。

保険年⾦課 

特別障害者⼿当の周
知・利⽤促進 

 ⽇常⽣活に常時特別の介護を要する
20 歳以上の在宅の障がいのある⼈に
対し、特別障害者⼿当の周知、利⽤
促進を図り、重度の⼼⾝障がいによ
って⽣ずる特別な負担の軽減を図り
ます。

障がい福祉課 

障害児福祉⼿当の周
知・利⽤促進 

 20 歳未満の重度の⼼⾝障がいのある
⼈に対し、障害児福祉⼿当の周知、
利⽤促進を図り、重度の⼼⾝障がい
によって⽣ずる特別な負担の軽減を
図ります。

障がい福祉課 

⼼⾝障害者扶養共済
制度の普及 

 障がいのある⼈を扶養する保護者等
が障がいのある⼈の将来の⾃⽴を助
⻑するため、相互に掛⾦を出し合い
年⾦弔慰⾦を⽀給する⼼⾝障害者扶
養共済制度の普及について、関係団
体と連携を図り、促進します。

障がい福祉課 

更⽣資⾦などの低利
貸し付け 

 障がいのある⼈の更⽣資⾦、⽣活・
福祉・住宅福祉資⾦を低利で貸し付
けます。

社会福祉協議会 
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今後の取組み 内    容 関係課 

各種減免・無料制度
の周知 

 各種税⾦の減免、ＮＨＫ放送受信料、
郵便物の減免及びＮＴＴ無料番号案
内の周知を図ります。また、障がい
の種類や程度に合わせた周知⽅法を
検討します。

各関係機関 

児童扶養⼿当の⽀給 

 児童の⽗または⺟が重度の障がいの
状態にある場合、⺟または⽗に児童
扶養⼿当を⽀給し、児童の福祉の増
進を図ります。

⼦育て応援課 

特別児童扶養⼿当の
⽀給 

 20 歳未満の在宅中度以上の⼼⾝障が
い児を養育している保護者等に特別
児童扶養⼿当を⽀給し、在宅⼼⾝障
がい児の福祉の増進を図ります。

⼦育て応援課 

就学経費の⼀部⽀給 

 ⼩・中学校の特別⽀援学級※に就学す
る児童・⽣徒の保護者等の経済的負
担を軽減するため、就学に必要な経
費の⼀部を⽀給します。

学校教育課 
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在宅福祉サービスの充実

①在宅福祉サービスの充実

②障がい福祉サービスに関するニーズの
把握

（２）在宅福祉サービスの充実 

【現状と課題】 

障がいのある⼈が基本的⼈権を享有する個⼈としての尊厳にふさわしい⽇常⽣活
または社会⽣活を営むためには、在宅サービスの量的・質的充実を図る必要がありま
す。 

アンケート調査によると、障がいのある⼈の主な介助者は同居の家族であることが
多く、また、今後のサービスの利⽤意向については、「家族が病気になったり⽤事が
できたときに利⽤できるショートステイサービス」が最も多くなっています。さらに、
住みよいまちをつくるために必要なこととして、「在宅での⽣活や介助がしやすいよ
う、保健・医療・福祉のサービスの充実」と回答した⼈がいずれの障がい種別でも
30％前後を占めています。今後、介助や⼿助けをする家族の⾼齢化が進むことから
も、ショートステイや⽇中⼀時⽀援など、在宅福祉サービスの⼀層の充実に努める必
要があります。 

 

【施策の⽅向】 

 

 

 

 

【今後の取組み】 

①在宅福祉サービスの充実 

保護者及び介助者の負担を軽減するとともに、本⼈の⽇常⽣活の⽀援を図るため、
より⼀層の在宅福祉サービスの充実を図るとともに、周知に努めます。 
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今後の取組み 内    容 関係課 

訪問⼊浴サービスの
実施 

 寝たきり等の在宅重度障がいのある
⼈で⼊浴することが困難な⼈に対し
て訪問⼊浴サービスを実施します。
また、実施事業所の選択制の導⼊を
検討します。

障がい福祉課 

紙おむつ購⼊費の助
成 

 在宅の常時紙おむつを必要とする重
度障がいのある⼈（児）に対して、
紙おむつ購⼊費を助成します。また、
制度の周知を図ります。

障がい福祉課 

補装具費の交付・修
理費の⽀給 

 ⾝体障がいのある⼈の⽇常⽣活や社
会⽣活の向上を図るため、⾝体の失
われた部分や障がいのある部分を補
うため補装具費の交付及び修理費の
⽀給を⾏います。また、障害者更⽣
相談所と連携を密にし、補装具の必
要性の⾒極めを⾏います。

障がい福祉課 

⽇常⽣活⽤具の給付 

 在宅で障がいのある⼈に対し、⽇常
⽣活の便宜を図るため、特殊寝台等
の障がい部位に応じた⽤具を給付し
ます。

障がい福祉課 

夏期休暇期間中の⽇
中⼀時⽀援事業の利
⽤促進 

 市内在住の⼩・中学校特別⽀援学級
※、または特別⽀援学校※に通う者が、
⽇中⼀時⽀援事業の利⽤により、夏
期休暇期間中の余暇時間の有効活⽤
と、規則正しい⽣活習慣を維持する
ことができるよう、夏期休暇期間中
の⽇中⼀時⽀援事業（サマーホリデ
ー等）の利⽤を促進します。

障がい福祉課 

緊急通報システムに
よる緊急時対応の整
備 

 ⺠⽣委員との連携と情報共有を進
め、「緊急通報システム」等による通
報⼿段等の確保を図り、緊急時の対
応の整備を図ります。

⻑寿福祉課 
障がい福祉課 
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今後の取組み 内    容 関係課 

在宅福祉サービスの
充実 

 在宅福祉サービスの周知や事業者の
拡⼤及び質の向上を図り、⽇常⽣活
を営むことに著しく⽀障のある重度
障がいのある⼈の⽇常⽣活を⽀援し
ます。家庭介護が困難になった場合
や介助者の休養等のための⼀時的な
ショートステイや⽇中⼀時⽀援など
による⽀援を⾏います。

障がい福祉課 

障がい者地域活動⽀
援センターの充実 

 障がい者地域活動⽀援センター機能
強化事業により、栗東市⾝体障がい
者デイサービスセンターにおける在
宅の障がいのある⼈が創作活動や社
会との交流の促進、⼊浴サービスな
どを⾏います。

障がい福祉課 

外出⽀援の充実 
 屋外での移動に困難がある障がいの

ある⼈について外出の為の介護を⾏
い、社会参加の促進を図ります。

障がい福祉課 

各種割引制度の周知 

 ⺠間バス運賃の割引、ＪＲ運賃の割
引、航空運賃の割引、有料道路通⾏
料⾦の割引、タクシー料⾦の割引な
どの制度の周知に努めます。

障がい福祉課 
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➁障がい福祉サービス※に関するニーズの把握 

国・県の動向を注視し、各種団体のニーズを本市の課題として捉え、関係機関と連
携し、施策展開ができるよう取り組みます。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

ヒアリング等による
ニーズの把握 

 必要に応じて、各種関係団体等との
ヒアリングを⾏い、ニーズの把握に
努めます。

障がい福祉課 

関係団体等との連携
によるニーズの把握 

 各種団体やボランティア、⺠⽣委員
児童委員と連携し、障がいのある⼈
の福祉ニーズに対応した各種サービ
スを提供します。また、ネットワー
ク活動の補充に向けた啓発を検討し
ます。

社会福祉協議会 
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施設サービスの充実

①適切な施設サービスの利⽤促進

②関係機関との連携の充実

（３）施設サービスの充実 

【現状と課題】 

障害者総合⽀援法※の施⾏により、「障がい者」の範囲の⾒直しが⾏われ、新たに難
病※が追加となりました。また、障がいのある⼈の地域⽣活の基盤となる住まいの場
を確保し、地域移⾏※を促進することを⽬的に、共同⽣活を⾏う住居でのケアが柔軟
にできるよう、共同⽣活介護（ケアホーム）を共同⽣活援助（グループホーム※）に
統合し、⽇常⽣活上の相談に加えて、⼊浴・排泄または⾷事の介護、その他の⽇常⽣
活上の援助が提供されることになりました。 

このことから今後、⼊院中の精神障がいのある⼈の退院や児童施設に⼊所している
知的障がいのある⼈の地域移⾏※を推進することも含めて、障がいのある⼈が、地域
で安⼼して暮らせる環境整備のひとつとして、共同⽣活援助（グループホーム※）の
整備に取り組む必要があります。 

また、湖南４市では、家庭や地域⽣活が困難な重症⼼⾝障がい者に対して、重症⼼
⾝障害者通所施設を平成 24 年８⽉に開所しましたが、平成 30 年頃には定員超過が
予想されます。今後は、次の施設整備に向け、湖南４市で検討していく必要がありま
す。 

 

【施策の⽅向】 
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【今後の取組み】 

①適切な施設サービスの利⽤促進 

障がいの特性や⽣活状況に応じた適切な施設利⽤ができるよう、湖南４市及び県と
連携して通所・⼊所施設の利⽤を⽀援します。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

更⽣施設等の整備 
 重症⼼⾝障がい者通所施設の整備を

湖南圏域において推進します。
障がい福祉課 

精神障害者社会復帰
施設の運営⽀援 

 精神障がいのある⼈に対し⽣活や就
労などのための訓練の場として設置
されている精神障害者社会復帰施設
の運営を⽀援します。

障がい福祉課 

 
 

➁関係機関との連携の充実 

引き続き関係機関との連携を深め、施設サービスを充実します。 
 

今後の取組み 内    容 関係課 

関係機関の情報の共
有化 

 個別ケア会議等において、障がいの
ある⼈のニーズや問題ケース等の情
報を共有し、意識の向上を図り、施
設におけるサービスを充実します。

障がい福祉課 

 

  



45 

意思疎通⽀援の充実

①障がいの特性に応じた意思疎通⽀援の
充実

②各種意思疎通⽀援の⼈材育成

（４）意思疎通⽀援の充実 

【現状と課題】 

障がいのある⼈の積極的な社会参加を促進するためには、障がいの特性により情報
の伝達が困難な⼈に対する意思疎通⽀援の強化が重要です。 

本市では、⼿話通訳者や要約筆記者の派遣など、障がいの特性に応じた意思疎通⽀
援を⾏っていますが、より⼀層の充実を図るため、⼿話通訳者や要約筆記者奉仕員等
の⼈材育成をはじめ、障がいのある⼈のニーズ把握を⾏い、様々な障がいの特性に応
じた意思疎通⽀援の充実に努める必要があります。 

 

【施策の⽅向】 

 

 

 

【今後の取組み】 

①障がいの特性に応じた意思疎通⽀援の充実 

利⽤者のニーズを把握し、障がいの特性に応じた意思疎通⽀援の充実を図ります。 
 

今後の取組み 内    容 関係課 

意思疎通⽀援事業の
周知・利⽤促進 

 意思疎通⽀援事業の周知を図り、利
⽤を促進するとともに、障がいのあ
る⼈のニーズの把握を⾏います。

障がい福祉課 

⼿話通訳者、要約筆
記奉仕員の派遣 

 対象者の把握を⾏うとともに、聴覚
障がいのある⼈に対し、⼿話通訳者、
要約筆記奉仕員を派遣します。

障がい福祉課 

市役所における⼿話
通訳できる職員の配
置 

 市役所に⼿話通訳ができる職員を配
置します。 

障がい福祉課 
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今後の取組み 内    容 関係課 

「⽿マーク表⽰板」
の設置 

 聴覚障がいのある⼈が公共機関の窓
⼝で安⼼してコミュニケーションが
図れるように市役所等に「⽿マーク
表⽰板」を設置するとともに、周知
に努めます。また、銀⾏や病院など
公共的機関へも「⽿マーク」の設置
を働きかけ、聴覚障がいのある⼈の
コミュニケーションを⽀援します。

障がい福祉課 

 

➁各種意思疎通⽀援の⼈材育成 

⼿話、点字、要約筆記などの講座を開催し、⼈材の育成に努めるとともに、講座修
了後のフォロー体制の充実に努めます。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

⼿話通訳者等の⼈材
育成 

 広く市⺠に向け、聴覚障がいに対す
る理解を深めることと⼿話の普及を
図るために「⼿話⼊⾨講座」等を開
催し、⼿話通訳者等の⼈材育成に努
めます。また、講座開催に当たって
は、開催期間や時間等の⼯夫に努め、
参加者の増⼤を図ります。

障がい福祉課 
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情報提供の充実

①様々な⼿段による情報提供の充実

②障がいの特性に応じた情報提供の充実

（５）情報提供の充実 

【現状と課題】 

障がいのある⼈が円滑に情報を取得・利⽤し、意思表⽰やコミュニケーションを⾏
うことができるように、情報通信における情報アクセシビリティ※の向上、情報提供
の充実等、情報の利⽤におけるアクセシビリティ※の向上は重要です。 

アンケート調査によると、障がいのある⼈の多くが市の広報や回覧から情報を⼊⼿
しており、また、住みよいまちをつくるために必要なこととして「⾏政からの福祉に
関する情報提供の充実」と回答した⼈が 30％を超えています。 

今後も、広報や回覧による情報提供のより⼀層の充実が必要です。また、情報通信
技術（ICT）の発展に伴う利⽤者のニーズの変化に対応した利⽤しやすい情報提供の
環境を整えていく必要があります。 

 

【施策の⽅向】 

 

 

 

【今後の取組み】 

①様々な⼿段による情報提供の充実 

障がい者福祉施策等の情報について、様々な情報提供⼿段により、情報提供の充実
を図ります。 
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今後の取組み 内    容 関係課 

広報紙やホームペー
ジによる情報提供 

 利⽤者が必要とする情報を必要な時
に確実に提供できるよう、事前の情
報収集に⼀層努めるとともに、広報
紙においては各課からの情報や取材
内容が読みやすくかつ伝えやすくな
るよう、引き続き⼯夫に努めます。 

 また、ホームページではウェブアク
セシビリティ※の向上に⼀層努める
など、誰にもやさしい情報発信に努
めます。

関係各課 

各種⼿帳交付の周知 

 ⾝体障害者⼿帳、療育⼿帳、精神障
害者保健福祉⼿帳の取得⽬的の啓発
に努めるとともに、交付の周知を図
り、各種サービスの提供による障が
いのある⼈の⾃⽴⽀援・社会参加の
促進・福祉の向上を図ります。

障がい福祉課 

「ハートプラスマー
ク」の発⾏ 

 内部障がい等に対する社会的理解を
促進し、⽬に⾒えない障がいにより
⽣じる不利益を解消するため、「ハー
トプラスマーク」を発⾏します。

障がい福祉課 

「障がい福祉のてび
き」の発⾏ 

 障がいに対する正しい知識と理解を
得るため、より⾒やすく便利なもの
となるよう改訂版「障がい福祉のて
びき」を発⾏し、障がい福祉サービ
ス※の周知を⾏います。

障がい福祉課 

聴覚障がいのある⼈
に対する通信⼿段の
確保 

 情報通信技術（ICT）の発展に伴うニ
ーズの変化も踏まえつつ、メールの
安全な活⽤について検討します。

障がい福祉課 
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➁障がいの特性に応じた情報提供の充実 

⾃分で情報を選択することが難しい障がいのある⼈に対し、障がいの特性に応じた
利⽤しやすい情報提供に努めます。また、⽐較的軽度な障がいのある⼈に対する情報
提供にも努めます。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

視覚障がいのある⼈
に対する朗読サービ
スを実施 

 視覚障がいのある⼈に対して、対⾯
朗読奉仕員によるコミュニティセン
ター・図書館・⾃宅での朗読サービ
スを実施するとともに、ボランティ
アの養成・増員に努めます。

図書館 

市 の 広 報 紙 等 の 点
訳・⾳訳 

 点字・⾳声の広報の周知に取り組み
ます。また、⾳声広報については、
CD 版の⾳声広報による情報提供を
⾏うなど、利⽤者のニーズに対応し
た利⽤しやすい情報提供の環境整備
に努めます。

社会福祉協議会 
広報課 
議事課 

図書館蔵書の⾳訳・
点訳 

 読者から依頼があった場合は、蔵書
等を⾳訳や点訳するとともに、ボラ
ンティアの養成・増員に努めます。

図書館 
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総合相談機能の充実

①⼀貫した相談体制の充実

②⾝近な相談体制の充実

③障がい者虐待防⽌・権利擁護事業・成年
後⾒制度の周知と 利⽤促進

（６）総合相談機能の充実 

【現状と課題】 

障がいのある⼈を取り巻く環境は、度重なる法改正による制度の複雑化により、障
がいのある⼈⾃⾝も把握しにくい状況となっています。 

アンケート調査によると、住みよいまちをつくるために必要なこととして、「なん
でも相談できる窓⼝をつくるなど相談体制の充実」と回答した⼈が 40％を超えて最
も多くなっています。 

障がいのある⼈の相談⽀援については、広域委託による⼀般相談と、特定相談⽀援
事業※所による計画相談、そして、⽇々の⽣活の中での細かな相談については、障が
い福祉課職員による相談業務を⾏っています。しかし、⼀般相談や計画相談について
は、相談業務を担える事業者が圏域の中でも少ないため、必ずしも充分に対応できて
いるとは⾔えません。 

今後も、障がいのある⼈が⾃らの決定に基づき、⾝近な地域で相談⽀援を受けるこ
とのできる体制を構築するため、様々な障がい種別に対応し、総合的な相談⽀援を提
供する体制の整備を図る必要があります。 

 

【施策の⽅向】 
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【今後の取組み】 

①⼀貫した相談体制の充実 

障がいの特性や発達段階に応じた適切な⽀援をするため、関係機関との連携やケア
マネジメント※の実施により、より充実した相談⽀援体制の確保を図るとともに、ラ
イフステージ※を通した⼀貫した相談体制を整備します。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

地域活動⽀援センタ
ーとの連携による相
談⽀援体制の充実 

 相談⽀援に関する市との情報共有を
図るとともに、計画相談についても
特定相談⽀援事業※所との連携も含
め連動した相談⽀援体制の充実に努
め、⽀援の必要性に応じた適切な⽀
給決定の実施に向けた取組を進めま
す。

障がい福祉課 

栗東市障害児・者⾃
⽴⽀援協議会※の活
性化 

 関係機関の連携の緊密化とともに地
域の実情に応じた体制整備について
協議を⾏うことで、障がいのある⼈
等への⽀援体制の整備を図ることを
⽬的とする⾃⽴⽀援協議会※の運営
の活性化を図ります。

障がい福祉課 

就学相談の機会の充
実 

 就学相談における相談員や相談時間
の確保に努め、就学相談の機会の充
実を図ります。

学校教育課 

 
 

  



52 

②⾝近な相談体制の充実 

障がい者相談員※や相談⽀援に従事する職員に対する研修の実施等により、相談業
務の質の向上を図るとともに、関係機関間のネットワークの形成及びその活⽤を推進
し、障がいのある⼈が⾝近な地域で専⾨的相談を⾏うことができる体制を構築します。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

⼼⾝障がい者相談員
※の質・量の向上 

 障がい者相談員※の質の向上を図る
ために研修会を開催し、広報等によ
る啓発を⾏います。

障がい福祉課 

⺠⽣委員児童委員に
よる⾝近で適切な相
談⽀援 

 ⺠⽣委員児童委員が地域での相談に
適切に対応できるよう、年間を通し
て研修、情報交換の機会を設け、と
くに新任⺠⽣委員児童委員に対し
て、研修を実施するなどの⽀援を⾏
います。 

 複合的な課題を抱えた困窮者に対し
て、各課、関係機関、団体との連携
による相談窓⼝を設置し、⽀援を⾏
います。

社会福祉協議会 
社会福祉課 

第三者機関と連携に
よる苦情や問題解決
に向けた取組みの充
実 

 障がいのある⼈のサービス利⽤に関
する苦情等について、第三者機関と
連携を図り、苦情や問題解決に向け
た取組みの充実を図ります。

障がい福祉課 

⼈権いろいろ相談の
開催 

 さまざまな⼈権に関する悩みの相談
窓⼝として⼈権擁護委員による相談
を開催します。 

 相談業務に対応できるよう専⾨知識
を習得する研修会を実施し、質的充
実を図ります。

⼈権政策課 
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③障がい者虐待防⽌・権利擁護※事業・成年後⾒※制度の周知と利⽤促進 

障がい者の虐待防⽌と、権利擁護※事業・成年後⾒※制度の制度の周知と適正な利
⽤の促進を図ります。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

障がい者虐待防⽌セ
ンターとしての機能
強化 

 障がい者の虐待通報の受理や、障が
い者および養護者に対する相談や指
導・助⾔など、障がい者虐待の防⽌
に対する⽀援を⾏います。 

 障がい者虐待防⽌に関する広報や啓
発活動を⾏います。

障がい福祉課 

地域権利擁護※事業
の周知・利⽤促進 

 判断能⼒が⼗分でない知的障がいの
ある⼈や精神障がいのある⼈等が、
社会福祉協議会が⾏う地域権利擁護
※事業により適切なサービス利⽤が
できるよう⽀援するとともに、制度
の利⽤について積極的に啓発を図り
ます。

障がい福祉課 
社会福祉協議会 

成年後⾒※制度の周
知・利⽤促進 

 判断能⼒が⼗分でない知的障がいま
たは精神障がいのある⼈等が財産管
理や在宅サービスの利⽤などで⾃分
に不利な契約を結ぶことがないよ
う、制度の周知と利⽤の促進を図り
ます。

障がい福祉課 
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就学前対応と就学指導の充実

①乳幼児の保護者への障がいに対する
正しい理解の普及

②療育（発達⽀援）体制の充実

③障がい児保育の充実

４ 学習機会の充実と社会参加の促進 

（１）就学前対応と就学指導の充実 

【現状と課題】 

⼦ども⼀⼈ひとりの教育的ニーズに応じた⽀援を保障するためには、乳幼児期を含
め早期からの教育相談や就学相談を⾏うことにより、本⼈・保護者に⼗分な情報を提
供するとともに、幼稚園等において、保護者を含め関係者が教育的ニーズと必要な⽀
援について共通理解を深めることにより、保護者の障がい受容につなげ、その後の円
滑な⽀援にもつなげていくことが重要です。乳児期から幼児期にかけて、⼦どもが専
⾨的な教育相談・⽀援が受けられる体制を医療、保健、福祉等との連携の下に早急に
確⽴することが必要であり、それにより、⾼い教育効果が期待できます。 

本市では、関係各課と関係機関が連携し、発達相談や早期療育に努めています。ま
た、加配職員の配置を⾏い保育の充実に努めています。しかし、発達の過程や特性は
個々により様々で、養育に不安を抱えている保護者は多くなっています。このため、
保護者への障がいに対する正しい理解の普及と、健康診査などによる早期発⾒、早期
療育へと繋がる体制の充実を図る必要があります。また、増え続ける対象幼児とその
家族⽀援を充実させるには、専⾨知識を持つ職員体制を安定確保することが必要です。 

 

【施策の⽅向】 

 

 

 

 

【今後の取組み】 

①乳幼児の保護者への障がいに対する正しい理解の普及 

早期発⾒、早期療育のため、乳幼児期の保護者の障がい受容を促す啓発活動や理解
促進を図ります。 
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今後の取組み 内    容 関係課 

発達相談の充実 

 健診等の機会や相談を通じて、発達
障がい※等が考えられる⼦どもの保
護者に対し、障がいを受容できるよ
う、きめ細やかな発達相談や⽀援で
きる体制を整備します。また、必要
に応じて、適切な療育機関等と連携
を図り、早期療育に努めます。

健康増進課 
⼦ども発達⽀援課

 
 

②療育（発達⽀援）体制の充実 

幼児期からの継続した療育体制を整備し、発達段階に応じた⼀貫性のある療育体制
を確⽴するため、医療、保健や関係機関と連携を図ります。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

就学指導委員会の充
実 

 就学指導委員会専⾨部会の機能の充
実を図り、適切な環境において、保
育が受けられるよう、職員の資質向
上と⼈材確保に努めます。

幼児課 

幼児ことばの教室の
実施 

 通園する幼児を対象に、⽀援相談・
発達諸検査等を実施します。また、
対象幼児の増加に対応し、家族⽀援
を充実するため、職員の資質向上と
⼈材の確保に努めます。

⼦ども発達⽀援課

たんぽぽ教室の充実 

 遊びや⼩集団活動を通じて⽇常⽣活
への適応や⾃⽴を促し、個別の課題
に応じた療育を進め⽀援するととも
に社会⽣活への参加を援助します。
また、保護者に対して養育に関する
⽀援を中⼼に相談や助⾔を⾏いま
す。さらに、専⾨知識を持つ職員体
制の安定確保に努めます。

⼦ども発達⽀援課
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今後の取組み 内    容 関係課 

児童発達⽀援事業と
計画相談の実施 

 ⼼⾝の発達に障がいや遅れのある、
または将来においてその疑いのある
幼児に対して、⽇常⽣活における基
本的⽣活習慣の確⽴を促し、保護者
の相談に応じ、通所で社会⽣活への
参加を⽀援します。また、専⾨知識
を持つ⼈材で計画相談を実施し、
個々のサービスが適切かモニタリン
グを⾏います。

⼦ども発達⽀援課

 
 

③障がい児保育の充実 

保育園や幼稚園において、コーディネーターを中⼼に、各園での指導を充実させ、
職員の資質、保育の質の向上を図ります。また、⼀⼈でも多くの保育者が参加できる
ような研修機会を確保し、園全体の障がい児保育の⼒量を⾼めます。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

保育園・幼稚園にお
ける指導の充実 

 家庭や療育事業関係者・関係専⾨機
関との連携に努め、⼼の安定と⼼⾝
の⾃⽴に配慮し、ひとり⼀⼈の発達
課題に応じて特別⽀援教育※や特別
⽀援教育※推進園訪問を実施し、園内
体制の充実を図ります。

幼児課 

保育園・幼稚園にお
ける障がい児保育の
充実 

 保育園・幼稚園での障がい児保育の
推進のため、総合保育を進めながら
⽣涯にわたっての系統的療育を踏ま
え、障がい児加配職員や看護師の配
置に努めるとともに、加配保育⼠・
加配教諭の障がい児保育についての
研修会を実施します。

幼児課 
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特別⽀援教育の充実

①特別⽀援教育の充実

②教職員に対する専⾨的な知識の普及

③放課後の居場所づくりの充実

（２）特別⽀援教育※の充実 

【現状と課題】 

特別⽀援教育は、共⽣社会の形成に向けて、インクルーシブ※教育システム構築の
ために必要不可⽋なものです。⼦ども⼀⼈ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な指
導及び必要な⽀援を⾏うことにより、障がいのある⼦どもにも、障がいがあることが
周囲から認識されていないものの学習上または⽣活上の困難のある⼦どもにも、更に
はすべての⼦どもにとっても、良い効果をもたらすことができるものと考えられます。 

本市では、障がいの特性に応じた指導や個性や能⼒を最⼤限に引き出す教育課程の
編成、職員に対する指導⽅法の⼯夫・改善の研修会を⾏っています。また、個に応じ
た⽀援充実のため、「個別の教育⽀援計画」を作成するとともに、特別⽀援教育※⽀援
員を各校 1 名ずつ配置しています。 

今後も、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に⼈格と個性を尊重
し合う共⽣社会の実現のためには、障がいのある⼦どもが、合理的配慮を含む必要な
⽀援の下、その年齢及び能⼒に応じて、その特性を踏まえた⼗分な教育を可能な限り
障がいのない⼦どもと共に受けることのできるよう、きめ細やかな⽀援のより⼀層の
充実が必要です。 

 

【施策の⽅向】 

 

 

 

 

【今後の取組み】 

①特別⽀援教育※の充実 

より確かな⽀援を実施し、児童⽣徒の個性や能⼒を最⼤限に引き出せるよう、教育
課程の編成や指導⽅法の⼯夫・改善に努めます。また、特別⽀援教育※の観点に沿っ
た授業改善や教材づくりに取り組み、誰もがわかる授業づくりを⾏い、特別⽀援教育
※の充実を図ります。 
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今後の取組み 内    容 関係課 

児童⽣徒の実態に応
じた特別⽀援学級※

の設置 

 児童⽣徒の実態に応じて特別⽀援学
級※を設置するとともに、通常の学級
に在籍する⽀援が必要な児童⽣徒の
ための個別指導や通級指導等、障が
いの多様化に応じた児童⽣徒の指導
に努めます。

学校教育課 

教育課程の編成や指
導⽅法の⼯夫 

 児童⽣徒の個性や能⼒を最⼤限に引
き出せるよう教育課程の編成や指導
⽅法の⼯夫・改善に努めます。また、
保幼⼩中⾼と継続した⽀援が⾏える
よう、「個別の教育⽀援計画」の作成
を進めます。

学校教育課 

⼦どもの状況に合わ
せた教材・教具の充
実 

 ⼦どもの成⻑に合わせた備品の設置
や教材の作成など、教材・教具の充
実に努めます。

学校教育課 

 
 

②教職員に対する専⾨的な知識の普及 

教職員に対する研修を実施し、より専⾨的な知識の普及と障がいに対する理解を促
進します。また、特別⽀援学級※の担任や担当者だけでなく、より多くの教職員が研
修に参加するよう取り組みます。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

教職員の指導⼒の向
上 

 教職員に対して、特別⽀援教育※基礎
講座、専⾨講座等を開催し、教員の
特別⽀援教育※に対する理解を深め、
指導⼒量の向上を図ります。

学校教育課 
幼児課 
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③放課後の居場所づくりの充実 

障害児地域活動施設と放課後等デイサービス事業所との連携を深めながら、それぞ
れ個性あるサービス提供が⾏われるよう⽀援するとともに、地域に根ざした事業を展
開することで障がいのある児童⽣徒の放課後の居場所づくりの充実を図ります。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

障害児地域活動施設
の⽀援 

 放課後、地域において他の児童や住
⺠とのかかわりの中で社会的な経験
を積ませるとともに、療育により規
則正しい⽣活習慣を維持するため、
必要に応じた障害児地域活動施設の
⽀援を⾏います。

障がい福祉課 

放課後等デイサービ
ス事業の⽀援 

 障がいのある⼩学⽣から⾼校⽣まで
の⼦どもの、学校の帰りや学校休業
⽇、⻑期休暇における居場所づくり
のため、放課後等デイサービス事業
の⽀援を⾏います。

障がい福祉課 
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社会参加の促進

①スポーツ・レクリエーション、⽂化・
芸術活動の充実

②⽣涯学習の充実

③地域活動への参加の促進

（３）社会参加の促進 

【現状と課題】 

障がいのある⼈が充実した⽣きがいのある⼈⽣を送るためには、スポーツやレクリ
エーション、⽂化活動への参加機会の拡充や⽣涯学習活動の充実が重要です。 

本市では、「みんなのスポーツ講習会」や「ロード競技三⼤会」、「⼼⾝障がい者レ
クリエーションスポーツ⼤会」等の開催や、県スポーツ⼤会への参加協⼒を⾏ってい
ます。⽂化活動としては、「座☆ポップコーン S」への⽂化講座委託を⾏い、ダンス
を通して社会参加の促進と障がい理解についての活動を広げています。また、障がい
のある⼈が参加しやすい環境を整備するため、芸術⽂化会館さきらについては、多⽬
的トイレや筆談器、⾞いす使⽤者⽤駐⾞場の設置等を⾏うとともに、「サービス介助
⼠」の配置や⾞いす席を設けるなど、快適な鑑賞空間の確保に努めています。社会体
育施設についても障がい者⽤トイレを設置するとともに、使⽤料の減免を実施してい
ます。 

今後も障がいのある⼈の社会参加を⽀援するため、⽣涯を通じて活動できる機会を
拡充するよう、だれもが参加しやすい環境整備に努め、障がいの特性に応じた個別の
⽀援ができるボランティアの育成、学習しやすいプログラムや内容の充実が必要です。
また、障がいのある⼈のニーズにあった事業を展開していけるようニーズ把握に努め
る必要があります。 

 

【施策の⽅向】 
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【今後の取組み】 

①スポーツ・レクリエーション、⽂化・芸術活動の充実 

障がいのある⼈のスポーツやレクリエーション、⽂化・芸術活動への参加機会の拡
充を図るとともに、障がいのある⼈が主役でスポーツをする楽しみを体感できるよう
なスポーツやレクリエーション活動を、地域住⺠の協⼒を得ながら開催できるよう環
境の整備に努めます。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

スポーツ・レクリエ
ーション⼤会の開催 

 障がいのある⼈がスポーツを通じて
お互いの交流と親睦を深め、社会参
加意欲の⾼揚と体⼒の維持、増進を
図ります。また、参加者の拡⼤のた
めの周知活動やボランティア確保を
⾏います。

障がい福祉課 

スポーツ・レクリエ
ーション事業の推進 

 障がいのある⼈が気軽に参加できる
よう、スポーツ・レクリエーション
事業の推進を図ります。また、(公財)
栗東市体育協会等が進める各種事業
においても障がいのある⼈にやさし
い対応ができるような指導、助⾔を
⾏います。

スポーツ・⽂化 
振興課 

⽂化・スポーツ施設
の改善 

 ⽂化・スポーツ施設を障がいのある
⼈が容易に利⽤できるよう改善しま
す。

スポーツ・⽂化 
振興課 

芸術⽂化施設の快適
な鑑賞空間の確保 

 芸術⽂化施設を障がいのある⼈が容
易に利⽤できるとともに快適な鑑賞
空間の確保に努めます。また、障が
いのある⼈が気軽に参加体験できる
環境づくりに努めるとともに、芸術
⽂化会館を管理運営する⺠間企業に
対して「障がい者にやさしい環境づ
くり」の指導、助⾔に努めます。

スポーツ・⽂化 
振興課 
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今後の取組み 内    容 関係課 

⾃然体験「キャンプ」 
の実施 

 在宅の障がいのある⼈（児）を対象
とした交流会、⽂化活動等の実施を
促進します。

社会福祉協議会 

 
 

②⽣涯学習の充実 

学習機会の充実を図るとともに、障がいのある⼈が参加しやすい環境の整備に努め
ます。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

各種情報の提供と講 
座・研修会等の開催 

 障がいのある⼈に対する各種情報の
提供、講座、研修会等の開催を推進
し、⾃⽴した⽣活を維持する⽣活技
術・技能の訓練及び習得を図ります。

社会福祉協議会 

講座に参加しやすい
環境整備 

 じんけんセミナー等への⼿話通訳、
託児サービス、⾞いす利⽤者への対
応の配置や 12 ⽉の「⼈権週間」にあ
わせた⼈権⽂化事業の開催など、希
望する誰もが参加できる講座を開催
します。

⼈権政策課 

誰もが参加できる公
開講座・セミナーの
開催 

 希望する誰もが参加できる公開講
座・セミナーを開催します。 

⽣涯学習課 
社会福祉協議会 
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③地域活動への参加の促進 

障がいのある⼈が地域活動に参加しやすい環境の整備に努めます。 
 

今後の取組み 内    容 関係課 

地域活動に参加しや
すい環境の整備 

 障がいのある⼈の地域活動への参加
を促進するために、障がいに対する
正しい理解を促進するとともに、⾃
治会等に意思疎通⽀援事業等の障が
い福祉サービス※の周知を図り、障が
いのある⼈が地域活動に参加しやす
い環境の整備に努めます。

障がい福祉課 

⾃治会集会所のバリ
アフリー化に対する
⼯事費の⼀部補助 

 ⾃治会へのアドバイスや情報提供を
⾏うとともに、⾃治会の集会所のバ
リアフリー化に対し、⼯事費の⼀部
を補助し、⾃治会等地域コミュニテ
ィ組織が活動しやすい環境整備に取
り組みます。

⾃治振興課 
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移動⽀援の充実 ①移動⽀援の充実

（４）移動⽀援の充実 

【現状と課題】 

障がいのある⼈の積極的な社会参加を促すためには、外出しやすい環境づくりが必
要であり、そのための移動⽀援や交通対策が要です。 

アンケート調査によると、外出する際に困ること、問題があるため外出が難しくな
っていることとして、「介助してもらう⼈などがいないと外出が困難」と回答した⼈
が 30％弱を占め最も多くなっています。障がいのある⼈の余暇⽀援を⽬的に⾏って
いる移動⽀援事業を、より多くの障がいのある⼈のニーズに応えることができるよう、
また⼀層の事業の周知を図ることが必要です。また、独⾃事業として「くりちゃんバ
ス」を運⾏していますが、より⼀層の充実を図るため、利⽤者のニーズに応じた運⾏
状況の⾒直しなどが求められます。 

 

【施策の⽅向】 

 

 
 

【今後の取組み】 

①移動⽀援の充実 

障がいのある⼈の社会参加を促進するため、移動⽀援の充実を図ります。 
 

今後の取組み 内    容 関係課 

移動⽀援事業の充実 

 屋外での移動に困難がある障がいの
ある⼈について、外出のための介護
を⾏い、地域での⾃⽴⽣活及び社会
参加を促進します。また、事業の⽬
的の周知に努めます。

障がい福祉課 

タクシー代・ガソリ
ン代の⼀部助成 

 通院による⼈⼯⾎液透析を必要とす
る者に対して、タクシー代・ガソリ
ン代の⼀部を助成します。

障がい福祉課 
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今後の取組み 内    容 関係課 

コミュニティバスの
運⾏による移動⼿段
の確保 

 栗東市コミュニティバス「くりちゃ
んバス」の運⾏による移動⼿段の確
保を⾏います。また、バリアフリー
対応⾞両の全路線導⼊等、運⾏サー
ビスの充実に努めるとともに、継続
したバス利⽤実態調査と検証を⾏い
ます。

⽣活交通課 
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⼀般就労の促進

①⼀般企業等への就労⽀援の充実

②就労を⽀えるための検討の場づくり

③⼀般企業等への障がい者雇⽤や障がい
に対する理解の啓発

５ 就労の促進 

（１）⼀般就労の促進 

【現状と課題】 

障がいのある⼈が地域で⾃⽴した⽣活を送るためには就労が重要であり、働く意欲
のある障がいのある⼈がその適性に応じて能⼒を⼗分に発揮することができるよう、
⼀般就労を希望する⼈にはできる限り⼀般就労できるように、総合的な⽀援を推進す
る必要があります。 

本市では、就労⽀援相談員が中⼼となって、公共職業安定所や滋賀障害者職業セン
ター、湖南地域障害者働き・暮らし応援センター等と連携し、障がいのある⼈の就労
⽀援に努めています。 

アンケート調査によると、就労したり働き続けるために必要な⽀援として、全体で
は「就労に関する総合相談」が、また、精神障がいのある⼈では「就職後の⽀援・相
談」が最も多くなっています。 

湖南広域で取り組んでいるジョブリンクの結果においても、企業就労における定着
⽀援への課題認識と、就労する障がいのある⼈を⽀えるための⽅策が検討できる場を
作る必要があると出ています。 

今後も、公共職業安定所や滋賀障害者職業センター、湖南地域障害者働き・暮らし
応援センターをはじめとする地域の関係機関が密接に連携して、就労に向けた職業訓
練や企業側に対する障がい者雇⽤への意識啓発、職場定着⽀援までの⼀貫した⽀援を
実施する必要があります。 

 

【施策の⽅向】 
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【今後の取組み】 

①⼀般企業等への就労⽀援の充実 

障害者総合⽀援法※に基づく就労移⾏⽀援事業※や就労継続⽀援事業※などを推進
するとともに、関係機関と連携し、障がいのある⼈の就労機会の提供に努めます。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

公共職業安定機関等
の相談機能の充実 

 公共職業安定所・滋賀障害者職業セ
ンター、湖南地域障害者働き・暮ら
し応援センター等との連携を図り、
各関係機関から発信される就労⽀援
に向けた情報の迅速な収集に努め、
相談・情報提供・職場開発・アフタ
ーケア等のスタッフ及び機能を充実
します。

経済振興労政課 
障がい福祉課 

働き・暮らし応援セ
ンターとの連携強化 

 働き・暮らし応援センターとの連携
を強化し、障がいのある⼈の就労相
談の充実に努めます。

障がい福祉課 

就労⽀援計画の充実 

 湖南地区就労⽀援計画や栗東市就労
⽀援計画で定められている湖南就労
サポートセンターとの連携を強化
し、障がいのある⼈等の就職困難者
の雇⽤促進を図るとともに、就労定
着に向けた継続⽀援に努めます。

経済振興労政課 

就労移⾏⽀援事業※

の推進 

 ⼀般企業等に就労希望の障がいのあ
る⼈に⼀定期間、就労に必要な知識
や能⼒向上のために必要な訓練を⾏
う就労移⾏⽀援事業※を推進すると
ともに、事業の成果が企業内で活か
せるよう、さらに公共職業安定所、
滋賀障害者職業センター、湖南地域
障害者働き・暮らし応援センターな
どの関係機関との連携を強化しま
す。

経済振興労政課 
障がい福祉課 
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今後の取組み 内    容 関係課 

就職⽀度⾦の⽀給 

 ⾝体障害者更⽣援護施設⼊所者や精
神障がいのある⼈が、訓練を終了し、
就職する等により⾃⽴する場合に就
職⽀度⾦を⽀給します。

障がい福祉課 

更⽣訓練費の⽀給 

 更⽣援護施設と連携し、対象者の把
握に努めるとともに、更⽣援護施設
⼊所者または通所者に対し、更⽣訓
練費を⽀給し社会的⾃⽴の促進を図
ります。

障がい福祉課 

⽣活福祉資⾦の貸付 

 障がいのある⼈が⽇常⽣活の便宜ま
たは社会参加の促進を図るための相
談や⽣活福祉資⾦の貸付を⾏い、開
業・独⽴を⽀援します。

社会福祉協議会 

 
 

②就労を⽀えるための検討の場づくり 

障がいのある⼈の継続した就労を⽀えていくため、関係する⼈びとが集まり、情報
共有しながら検討していくことのできる場づくりに努めます。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

就労に向けた体験機
会の充実 

 サロンやＪエクスペ※（職業体験）を
開催し、就労に向けてのステップア
ップにつなげます。

障がい福祉課 

関係機関による情報
共有及び検討の場づ
くり 

 就労を⽀えるために、必要に応じて
庁内関係機関との事例検討等を通し
て、情報の共有を図ることで適切な
就労⽀援につなげます。

障がい福祉課 
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③⼀般企業等への障がい者雇⽤や障がいに対する理解の啓発 

⼀般企業等に対し、障がいのある⼈に対する雇⽤や職場内での障がいに対する理解
について啓発を図ります。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

障がい者雇⽤の促進 

 企業に対し、障がい者雇⽤への啓発
強化に努め、理解の促進を図るとと
もに、「障害者の雇⽤の促進等に関す
る法律」に基づく各種制度等により、
障がい者雇⽤の促進を図ります。ま
た、地域の関係機関と密接に連携し、
雇⽤後の職場定着⽀援までの⼀貫し
た⽀援の充実に努めます。

経済振興労政課 
障がい福祉課 
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福祉的就労の促進 ①福祉的就労の促進

（２）福祉的就労の促進 

【現状と課題】 

⼀般就労が困難な障がいのある⼈にとって、就労⽀援事業所等は、⼀般就労に向け
た準備の場、社会参加の場としての機能を有しています。 

本市の現状では、福祉的就労の場が不⾜していることから、本市の就労⽀援事業所
の確保とともに、近隣市を含む就労⽀援事業所を紹介するなど、利⽤者の希望にあわ
せ福祉的就労から⼀般就労に向けて段階的に移⾏するよう⽀援しています。 

また、湖南地域の現状としては、関係機関で構成する「湖南地域障害児・者サービ
ス調整会議進路部会・作業部会」において、児童の進路だけではなく、⽇中活動の場
が確保されていない在宅者も含めた実態把握について基準⽇を定め実施しています。
このような取り組みも踏まえ、福祉的就労⽀援に必要とする資源を導き出すことによ
り、地域の法⼈や事業所など関係機関との協働による⽇中活動⽀援を促進できる具体
策の提案を⾏っています。 

今後も関係機関との連携を深め、⼯賃の向上や⼀般就労への移⾏を推進するため、
就労の場の整備に取り組む必要があるとともに、施設が提供する物品等の優先購⼊の
推進と積極的な企業等への啓発が必要です。 

 

【施策の⽅向】 
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【今後の取組み】 

①福祉的就労の促進 

企業等で就労が困難な障がいのある⼈に対しては、障害者総合⽀援法※に基づく⽇
中活動の場の確保及び福祉的就労の場の確保や内容の充実を図ります。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

就労⽀援事業所の整
備 

 今後予想される特別⽀援学校※卒業
⽣の増⼤や障がいの重度化・重複化、
施設等からの地域移⾏※に伴う受け
⽫として、就労⽀援事業所等の整備
を⽀援します。

障がい福祉課 

優先購⼊（調達）の
推進 

 ｢国等による障害者就労施設等から
の物品等の調達の推進に関する法律
(障害者優先調達法)｣※に基づき、障
害者就労施設等からの物品や役務の
調達に努めます。 

 栗東地区障がい者事業所連絡協議会
と協⼒しながら、多くの企業等への
啓発を⾏い、販路の拡⼤を図ります。

障がい福祉課 
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バリアフリー化の促進 ①バリアフリー化の推進と交通安全
対策の推進

６ ⽣活環境の整備 

（１）バリアフリー化の促進 

【現状と課題】 

障がいのある⼈の⾃⽴と社会参加を⽀援し、誰もが快適で暮らしやすい⽣活環境の
整備を推進するためには、障がいのある⼈が安⼼して⽣活できる建築物、公共交通機
関等のバリアフリー化を推進するとともに、障がいのある⼈に配慮したまちづくりを
推進することは重要です。 

本市では、平成 25 年度より滋賀県が推進している「思いやり区画」を窓⼝で啓発
し、⾞いす利⽤の⽅だけでなく、内部障がいや⾼齢者、妊産婦の⽅など、移動が困難
な⽅がより使いやすい区画の整備等に努めています。また、栗東駅前⼟地区画整理区
域では、幹線道路の歩道に点字ブロックの設置を進めています。 

今後もバリアフリー化をはじめとする⽣活環境の計画的な整備を推進するととも
に、交通安全対策の充実に努める必要があります。 

 

【施策の⽅向】 

 

 
 

【今後の取組み】 

①バリアフリー化の推進と交通安全対策の推進 

障がいのある⼈が安⼼して外出できるように、公共施設等のバリアフリー化を推進
するとともに、交通安全対策の推進や交通マナーの向上を図ります。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

⼩・中学校の施設の
バリアフリー化 

 障がいのある⼦どもの就学の利便を
図るため、⼩・中学校においてバリ
アフリー化を図ります。

教育委員会総務課
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今後の取組み 内    容 関係課 

事 業 者 に 対 す る 指
導・助⾔ 

 「だれもが住みたくなる滋賀のまち
づくり条例」に基づき、事業者に対
して障がいのある⼈の⽴場で指導・
助⾔を⾏います。

住宅課 
障がい福祉課 

福祉のまちづくり意
識の啓発 

 福祉のまちづくり意識の⾼揚に向
け、その理念の浸透を図るため、多
くの世代・団体等がまちづくり活動
に取り組めるよう啓発に努めるとと
もに、関係団体を⽀援します。

障がい福祉課 

安全で快適な歩⾏空
間の確保 

 障がいのある⼈の需要に応じ、障が
いのある⼈の利⽤に配慮した歩道整
備や段差の適切な切り下げ・点字ブ
ロックの敷設等を推進し、移動の連
続性と安全で快適な歩⾏空間の確保
に努めます。

道路・河川課 

交通安全施設の整備
推進 

 ⾳響信号機の整備など障がいのある
⼈や⾼齢者に配慮した交通安全施設
の整備推進に努めます。

⽣活交通課 

交通マナーの向上 
 通⾏に⽀障となる放置⾃転⾞の撤去

や路上迷惑・違法駐⾞の防⽌等啓発
に努めます。

⽣活交通課 

道路の適正使⽤にか
かる指導強化 

 道路占⽤許可に際して厳正に審査を
し、許可物件が通⾏を阻害すること
のないように努めます。

道路・河川課 
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防犯対策の充実 ①防犯対策の充実

（２）防犯対策の充実 

【現状と課題】 

障がいのある⼈が安⼼して暮らせる社会を実現するため、防犯体制の充実が求めら
れます。 

近年の悪徳商法や振り込め詐欺などの特殊詐欺は複雑巧妙化し、社会的弱者が標的
となることが多くあります。また、精神的、⾝体的暴⼒の被害者となり、犯罪被害が
表⾯化しないことがあるため、犯罪被害の防⽌と犯罪被害の早期発⾒の必要がありま
す。障がいのある⼈が犯罪に巻き込まれることを防ぎ、地域における安⼼した⽣活を
確保するため、防犯対策の強化が求められます。 

 

【施策の⽅向】 

 

 
 
 

【今後の取組み】 

①防犯対策の充実 

地域と警察・⾏政が連携を図り、犯罪に関する情報発信、市⺠の防犯活動の⽀援、
啓発等を⾏い、犯罪が起こりにくい環境を整えます。また、交通安全対策の充実を図
ります。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

⾃主防犯活動のため
の⽀援と情報提供 

 地域で⾃主防犯活動が活発にできる
よう適切な⽀援と情報の提供を⾏い
ます。

危機管理課 
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今後の取組み 内    容 関係課 

交通安全や防犯に関
する出前講座の実施 

 障がい者関係団体等からの依頼に応
じて、交通安全や防犯に関する出前
講座を実施します。また、犯罪に巻
き込まれないための対策や犯罪の早
期発⾒などについて、様々な媒体や
⽅法を⽤いて啓発します。

関係各課 

障がい者関係団体の
開催する交通安全教
室の⽀援 

 障がい者関係団体の開催する交通安
全教室を⽀援し、障がいのある⼈の
交通ルールの啓発等を⽀援します。

⽣活交通課 
障がい福祉課 
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居住⽀援の充実

①障がいのある⼈が住みやすい住宅の
供給・整備

②居住の場の確保

（３）居住⽀援の充実 

【現状と課題】 

施設⼊所者や退院可能な精神障がいのある⼈の在宅⽣活移⾏を促進する中で、安全
で住みやすい住宅の整備は重要です。 

本市では、障がい者向け公営住宅を管理しており、今後も、障がいのある⼈が地域
で⾃⽴した⽣活を送れるよう、グループホーム※の整備や、個々の意思の尊重を実現
できるような住まいの場の供給体制の充実が必要です。 

また、グループホーム※の設置に対する、地域の住⺠への啓発活動が求められます。 
 

【施策の⽅向】 

 

 

 

【今後の取組み】 

①障がいがある⼈が住みやすい住宅の供給・整備 

住宅改造を含めた安全で住みやすい住宅の供給と整備を図ります。 
 

今後の取組み 内    容 関係課 

在宅⽣活を送るため
のアドバイスの充実 

 在宅の障がいのある⼈の⽇常⽣活を
容易にするため、障がいのある⼈か
らの住宅改造における相談があった
場合に、障がいのある⼈の⽣活状況
から住宅改造か、あるいは福祉⽤具
などの利⽤が⾃⽴した⽣活を送るこ
とができるのかのアドバイスを⾏い
ます。

⻑寿福祉課 
障がい福祉課 
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今後の取組み 内    容 関係課 

住宅改造に伴う経費
の⼀部助成 

 在宅の重度障がいのある⼈の⽇常⽣
活を容易にし、また、介助者の負担
を軽減するため、住宅改造に伴う経
費の⼀部を助成します。

障がい福祉課 

 
 

➁居住の場の確保 

障がいのある⼈が地域で⽣活をするため、居住の場の確保に努めます。 
 

今後の取組み 内    容 関係課 

市営住宅の改善等の
事業におけるユニバ
ーサル化※ 

 市営住宅の⼤規模改修に併せて、ユ
ニバーサル化※に対応した住宅整備
を⾏います。

住宅課 

グループホーム※の
設置に対しての⽀援 

 地域の中で共同⽣活を営むため、⾃
⽴⽣活の援助を⾏うグループホーム
※の設置について⽀援します。また、
設置の際は、周辺住⺠の理解を促進
します。 

 湖南４市での重度⼼⾝障害者進路先
確保プロジェクト会議を開催し、関
係機関及び当事者へのアンケート結
果等を分析し、活⽤していきます。 

障がい福祉課 
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防犯・防災対策の充実 ①防災体制の充実

７ 防災・災害時⽀援の充実 

（１）防災対策の充実 

【現状と課題】 

障がいのある⼈が安⼼して暮らせる社会を実現するため、防災体制の充実が重要で
す。 

本市では、災害発⽣時の避難の際、⽀援が必要な⽅の名簿(避難⾏動要⽀援者名簿)
を作成し、関係機関等が的確な対応が⾏えるよう整備しています。また、同報系防災
⾏政無線のほか、同放送の⾃動電話応答装置、登録制メール、エリアメールの配信に
より、災害時の情報伝達⼿段の充実に努めています。しかし、アンケート調査による
と、「災害福祉ネットサービス」や「栗東市防災・防犯情報配信システム」のことを
「知らない」と回答した⼈がそれぞれ 30％前後に上っています。また、災害発⽣時
に困ると思うこととして、「安全なところまですばやく避難できない」と「どのよう
に対応すべきか判断できない」と回答した⼈が多くなっています。このことから、様々
な⼿段で情報を発信する⼀⽅で、メディアに不案内な⼈をフォローするため、避難⾏
動要⽀援者を実際に援護する地域の⾃主防災組織の育成、活性化に努める必要があり
ます。また、災害時要援護者避難⽀援マニュアルに沿った避難施設の整備、医薬品の
確保など、具体的な対策を講じる必要があります。 

 

【施策の⽅向】 
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【今後の取組み】 

①防災体制の充実 

地域防災⼒(消防団、⾃主防災組織)の向上と防災意識の醸成に努めるとともに、緊
急時の情報伝達⼿段の充実や災害時における避難⾏動要⽀援者の把握、避難⽅法や避
難⽣活の具体策など、防災体制の充実を図ります。 

 

今後の取組み 内    容 関係課 

福祉ネットサービス
のシステムづくりの
推進 

 防災意識の醸成に努めるとともに、
地域における住⺠（⾃治防災組織
等）・⺠⽣委員・警察署・消防署等の
協⼒を得ながら、災害時の避難誘導
が図られる福祉ネットサービスのシ
ステムづくりを推進します。併せて、
同報系防災⾏政無線等により、緊急
時の情報伝達体制を充実します

危機管理課 
社会福祉課 

障がい福祉課 

避難⾏動要⽀援者名
簿の整備 

 関係機関との連携を図り、災害や緊
急時における障がいのある⼈にかか
る避難⾏動要⽀援者名簿の整備を進
めるとともに、避難⽀援に必要とな
る情報を適宜更新し、関係者間で共
有します。

社会福祉課 
障がい福祉課 

防災体制の充実 

 「栗東市地域防災計画」、「栗東市国
⺠保護計画」に基づき、障がいのあ
る⼈の避難⽅法や避難⽣活（福祉避
難所※の開設）など、被災後の具体的
対策を含めた防災体制の充実を図り
ます。 

 地域の特性や実情を踏まえつつ、名
簿情報に基づき、避難⾏動要⽀援者
と打合せ、具体的な避難⽅法等につ
いての個別計画を策定します。

危機管理課 
社会福祉課 

障がい福祉課 
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第６章 計画の推進 

１ 計画の推進体制 
 
この計画は、障がいのある⼈への啓発やサービス提供が総合的に推進できるよう、

保健、医療、福祉のみならず、教育、住宅、まちづくりなどの他分野にも係わる計画
です。 

そのため計画の推進においては、全庁的な連携のもとで積極的に事業などを進める
必要があり、「栗東市障がい者の住みよいまちづくり推進検討委員会」において、そ
の進捗状況の点検・評価を⾏います。さらに、毎年、「栗東市障がい者の住みよいま
ちづくり推進協議会」において、計画の進捗状況やサービス⾒込量等について達成状
況の点検・評価を⾏い、その結果に基づいて必要な対策を実施します。 

また、栗東市障がい児・者⾃⽴⽀援協議会※と連携を図り、計画を推進していきま
す。 

 
 

２ 地域における各種関係団体、⺠間企業等との連携 
 
障がいのある⼈の地域移⾏※や就労⽀援などを進めるためには、⾏政だけではなく、

住⺠、各種関係機関・団体や⺠間企業の協⼒が必要です。そのため、地域における関
係団体と連携しながら計画の推進を図ります。 

 
 

３ 計画の⾒直し 
 
計画の期間中に社会情勢の変動や法制度の改正等が⾏われた場合は、必要に応じて

⾒直しを⾏うこととします。 
「第４章 重点⽬標」については、「障がい福祉計画」が⾒直しとなる平成 29 年

度において、「障がい福祉計画」と合わせてその取り組み状況を検証し、進捗状況に
応じて重点⽬標の⾒直しを⾏うこととします。なお、⾒直しの結果については、該当
項⽬をホームページなどで公表していきます。 
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参考資料 

 
栗東市障がい者基本計画及び栗東市障がい福祉計画 
策定委員会設置要綱  

平成２６年３⽉２５⽇ 
告⽰第５２号 

（設置） 
第１条 障害者福祉を推進するために、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１

条第３項の規定による栗東市障がい者基本計画（以下「基本計画」という。）及び障害
者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律（平成１７年法律第１２３号）
第８８条第１項の規定による栗東市障がい福祉計画（以下「障がい福祉計画」という。）
を策定するため、栗東市障がい者基本計画及び栗東市障がい福祉計画策定委員会（以下
「委員会」という。）を置く。 
（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について、調査及び検討を⾏う。 
（１） 第３期障がい福祉計画の検証に関すること。 
（２） 第２期基本計画案及び第４期障がい福祉計画案の策定に関すること。 
（３） その他基本計画案及び障がい福祉計画案の策定に関し必要な事項に関すること。 
（委員） 

第３条 委員会は、委員１５⼈以内をもって組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市⻑が委嘱する。 

（１） 学識経験者 
（２） 関係団体を代表する者 
（３） 関係⾏政機関の職員 
（４） その他市⻑が必要と認める者 

３ 委員の任期は、委嘱の⽇から第２期基本計画案及び第４期障がい福祉計画案を市⻑に
報告する⽇までとする。 
（委員⻑及び副委員⻑） 

第４条 委員会に委員⻑及び副委員⻑各１⼈を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 委員⻑は、会務を総理し、委員会を代表する。 
３ 副委員⻑は、委員⻑を補佐し、委員⻑に事故があるとき⼜は委員⻑が⽋けたときは、

その職務を代理する。 
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（会議） 
第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員⻑が招集し、委員⻑が議⻑とな

る。 
２ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決すると

ころによる。 
３ 委員⻑は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることがで

きる。 
（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、健康福祉部社会・障がい福祉課において処理する。 
（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員⻑が委員
会に諮って定める。 

附 則 
（施⾏期⽇） 

１ この告⽰は、平成２６年４⽉１⽇から施⾏する。 
（この告⽰の失効） 

２ この告⽰は、平成２７年３⽉３１⽇限り、その効⼒を失う。 
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栗東市障がい者基本計画及び栗東市障がい福祉計画 
策定委員会委員名簿  

 

区分 所属 委員名 

学識経験者 ⿓⾕⼤学社会学部教授 委員⻑ 
村井 ⿓治 

関係団体を
代表する者 

市内事業所
代表 

社会福祉法⼈パレット・ミル 常務理事 副委員⻑ 
中⼭ みち代 

おもや 所⻑ 杉⽥ 健⼀ 

障がい者 
団体代表 

栗東市⼿をつなぐ育成会 会⻑ 髙畑 きぬ江 

栗東市障がい児者⽗⺟の会 会⻑ ⼤屋 和代 

関係団体 

湖南地域障害者⽣活⽀援センター あんず 
相談課⻑ 太⽥ 珠美 

精神障害者地域⽣活⽀援センター ⾵ 所⻑ ⿊⽊ 稔 

栗東市社会福祉協議会 会⻑ ⿊⽥ 元吾 

栗東市⾃治連合会 副会⻑ 濵野 史恵 

栗東市⺠⽣委員児童委員協議会連合会 
葉⼭東学区⺠児協会⻑ ⻑⾕川 すみ⼦

湖南地域障害者働き・暮らし応援センター りらく 
センター⻑ 河尻 朋和 

関係⾏政 
機関の職員 

草津公共職業安定所 上席職業指導官 ⾦⾕ 真佐男 

滋賀県南部健康福祉事務所 次⻑ 草野 とし⼦ 

その他市⻑
が必要と 
認める者 

⼀般公募 太⽥ 真⼸ 

⼀般公募 ⻄尾 悦⼦ 
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策定経過 
 

開催⽇ 内  容
平成２６年６⽉２３⽇ 第１回栗東市障がい者基本計画・第４期栗東市障がい福祉計

画策定委員会 
 ・アンケート調査について

平成２６年７⽉１４⽇〜 
７⽉２８⽇ 

アンケート調査実施 

平成２６年８⽉６⽇〜 
８⽉２５⽇ 

障がい者関係団体・関係事業所へのアンケート調査ヒアリン
グ実施

平成２６年１０⽉２０⽇ 第２回栗東市障がい者基本計画・第４期栗東市障がい福祉計
画策定委員会 
 ・アンケート調査、ヒアリングの結果について 
 ・第３期栗東市障がい福祉計画の実績について 

平成２６年１１⽉２５⽇ 第３回栗東市障がい者基本計画・第４期栗東市障がい福祉計
画策定委員会 
 ・第２期栗東市障がい者基本計画素案（案）について 
 ・第４期栗東市障がい者福祉計画素案（案）について 

平成２６年１２⽉２２⽇〜 
平成２７年１⽉１６⽇ 

パブリックコメントの実施 

平成２７年２⽉６⽇ 第４回栗東市障がい者基本計画・第４期栗東市障がい福祉計
画策定委員会 
 ・パブリックコメントの報告 
 ・第２期栗東市障がい者基本計画（案）最終確認について
 ・第４期栗東市障がい者福祉計画（案）最終確認について
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⽤語解説 

 あ行  

アイマスク体験学習 

アイマスクをつけて歩いたり、階段の上

り下り等を体験したりすることにより、視

覚障がいのある方の生活を「疑似体験」し、

自分にできることは何かを学んでいく学習。

また、目の不自由な人と一緒に歩くときの

ガイド（手引き）方法を学習することもあ

ります。 

アクセシビリティ 

年齢的・身体的条件に関わらず、誰でも

必要とする情報に簡単にたどり着け、利用

できること。 

一般相談支援事業 

2012（平成 24）年 4 月から、障害者

総合支援法への法改正により「相談支援」

の定義が、基本相談支援・地域相談支援・

計画相談支援に分けられ、基本相談支援及

び地域相談支援の双方を行う事業を一般相

談支援事業という。 

インクルーシブ 

障がいのあるなしで区分することなく違

いを認め、すべてを包み込む学校・社会が

望ましいという考え方。 

ウェブアクセシビリティ 
年齢的・身体的条件に関わらず、誰もが

ホームページなどで提供されている情報に

アクセスし、利用できること。 

 か行  

学習障がい 

知的発達に遅れはなく、聞く、話す、読

む、書く、計算する、推論するなどのうち

特定の能力に著しい困難がある発達障がい。 

 

基幹相談支援体制 

地域における相談支援の中核的な役割を

担う基幹相談支援センター等による相談支

援体制。基幹相談支援センターは、相談支

援事業、成年後見制度利用支援事業及び身

体障がい者・知的障がい者・精神障がい者

等に関わる相談支援を総合的に行うことを

目的とする。市区町村又はその委託を受け

た者が基幹相談支援センターを設置するこ

とができる。 

キャリア教育 

「キャリア」とは、人が、生涯の中で様々

な役割を果たす過程で、自らの役割の価値

や自分と役割との関係を見いだしていく連

なりや積み重ねを意味し、キャリア教育と

は、一人ひとりの社会的・職業的自立に向

け、必要な基盤となる能力や態度を育てる

ことを通して、キャリア発達を促す教育を

いう。 

国等による障害者就労施設等からの物品

等の調達の推進に関する法律（障害者優

先調達法） 

障がい者就労施設等で就労する障がい者

の経済面の自立を進めるため、国や地方公

共団体などの公的機関が、物品やサービス

を調達する際、障がい者就労施設等から優

先的・積極的に購入（調達）することを推

進することを目的とする法律。 

グループホーム 

障がいのある人が世話人等の支援を受け

ながら、地域で共同生活を営む住居。介護

サービスを当該事業所の職員が提供する

「介護サービス包括型グループホーム」と

介護サービスを外部の居宅介護事業者等に

委託する「外部サービス利用型グループホ

ーム」がある。 
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ケアマネジメント 

障がいのある人の多様なニーズを把握し、

さまざまなサービス提供機関と調整を行い

ながら支援計画を作成し、適切なサービス

を提供すること。 

権利擁護 

自己の権利や援助の必要性を表明するこ

とが困難な障がいのある人等に代わって、

援助者が代理として権利や支援獲得を行う

とともに、住み慣れた地域で安心して自分

らしく暮らし続けるための支援。 

 さ行  

Ｊエクスペ 

Job－Experience ＝ 職業体験。就業

する喜びと厳しさについて職場体験を通じ

て感じてもらい、その後の就労につなげる

ことを目的とした事業 

就労移行支援事業 

65 歳未満の障がいのある人で、一般企

業への就労を希望する人に、一定期間、就

労に必要な知識及び能力の向上のために必

要な訓練を行う事業。 

就労継続支援事業 

一般企業での就労が困難な人に、働く場

を提供するとともに、知識及び能力の向上

のために必要な訓練を行う事業。 

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対

する支援等に関する法律（障害者虐待防

止法） 

障がいのある人の権利擁護に資すること

を目的として 2011（平成 23）年 6 月に

成立。障がい者に対する虐待の禁止、障が

い者虐待の防止等に関する国等の責務、障

がい者虐待を受けた障がい者に対する保護

のための措置、養護者に対する支援のため

の措置等を定めている。2012（平成 24）

年 10 月施行。 

障がい者相談員 

障がいのある人や家族からの相談に応じ、

必要な助言や指導を行うとともに、障がい

者の地域生活の支援、地域活動の推進、関

係機関の業務に対する協力などを行う、市

が委嘱し、活動している相談員。 

障害者の権利に関する条約（障害者権利

条約） 

障がいのある人の人権及び基本的自由の

享有を確保し、並びに障がいのある人の固

有の尊厳の尊重を促進することを目的とす

る国際条約。2006（平成 18）年 12 月

13 日、第 61 回国際連合総会において採択

され、日本は 2007（平成 19）年 9 月 28

日に署名をした。前文と本文 50 条からな

り、教育、労働、社会保障など社会のあら

ゆる分野において、障がいを理由とする差

別を禁止し、障がいのある人に他者との均

等な権利を保障することを規定している。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（障害者総合支援

法） 

障がいのあるなしにかかわらず国民が相

互に人格と個性を尊重し安心して暮らすこ

とのできる地域社会の実現に寄与すること

を目的とする法律。  

障がい福祉サービス 

個々の障がいの程度や勘案すべき事項

（社会活動や介護者、居住等の状況）をふ

まえ、個別に支給決定を行う支援。介護の

支援を受ける「介護給付サービス」と訓練

の支援を受ける「訓練等給付サービス」が

ある。 
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障害を理由とする差別の解消に関する法

律（障害者差別解消法） 

国連の「障害者の権利に関する条約」の

締結に向けた国内法制度の整備の一環とし

て、すべての国民が、障がいの有無によっ

て分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会の実

現に向け、障がいを理由とする差別の解消

を推進することを目的として、2013（平

成 25）年６月に制定された。一部の附則

を除き 2016（平成 28）年４月１日から

施行。 

自立支援協議会 

相談支援事業を適切に運営するとともに、

障がい福祉をすすめるしくみづくりに関す

る協議を行う場として、当事者団体、保健・

医療・福祉・保育・教育・就労などの関係

機関、市などで構成する協議会。 

成年後見制度 

知的障がい・精神障がい・認知症などに

より判断能力が十分でない人を不利益から

守るために、本人を保護・支援する後見人

等（成年後見人・保佐人・補助人）を選任

し、財産管理や契約などに関して本人の代

わりに判断したり、同意や取り消しなどを

行う制度。 

 た行  

地域移行 

障害者支援施設等に入所している障がい

のある人又は精神科病院に入院している精

神に障がいのある人を地域における生活に

移行するための支援。 

チャレンジウィーク 

中学校において 5 日間以上の職場体験を

実施し、働く大人の生きざまに触れたり、

自分の生き方を考えたりする機会とし、自

分の進路を選択できる力や将来社会人とし

て自立できる力を育てるもの。滋賀県では、

文部科学省の推進にあわせ、平成 19 年度

から、県内のすべての公立中学校（100 校）

で 5 日間の職場体験に取り組んでいる。 

特定相談支援事業 

2012（平成 24）年 4 月から、障害者

総合支援法への法改正により「相談支援」

の定義が、基本相談支援・地域相談支援・

計画相談支援に分けられ、基本相談支援及

び計画相談支援の双方を行う事業を特定相

談支援事業という。 

特別支援学級 

障がいのある児童・生徒に学習や生活上

の課題をふまえた教育を行うために、小・

中学校に設置する学級。 

特別支援学校 

障がいにより学習や生活上の困難がある

子どもに、手厚くきめ細やかな教育を行う

ために設置されている学校。 

特別支援教育 

障がいのある児童・生徒の自立や社会参

加に向けた主体的な取り組みを支援すると

いう視点に立ち、一人ひとりの教育ニーズ

に沿った適切な指導や支援を行う学校教育

の制度。 

 な行  

難病 

原因不明で、治療方針が未確定であり、

かつ後遺症を残す恐れが少なくない疾病で、

経過が慢性にわたり、経済的な問題だけで

はなく、介護などに著しく人手を要するた

めに家族の負担が重く、また、精神的にも

負担が大きい疾病。 
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 は行  

発達障がい 

自閉症、アスペルガー症候群、その他の

広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥

多動性障がい、その他これに類する脳機能

の障がいであって、その症状が通常低年齢

において発現するものとして政令で定める

ものをいう。 

※アスペルガー症候群･･･知的障がいが

ない、あるいはほとんどないが、自閉

症同様の「かかわり」「コミュニケー

ション」「こだわり」の障がいという

３つの特徴を併せ持った発達障がい。 

福祉避難所 

災害時に、障がいのある人等を一時受け

入れるための施設。 

 や行  

ユニバーサル化 

ユニバーサルデザイン化。障がいのある

なし・年齢・性別・国籍等の違いを超えて、

誰もが利用しやすいよう、あらかじめ配慮

し、まちづくりや建物・施設・製品等のデ

ザインをしていこうという考え方。 

 ら行  

ライフステージ 

人間の一生における幼年期・児童期・青

年期・壮年期・老年期等のそれぞれの段階

のこと。 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 
 

「障がい福祉計画」は、障がいのある⼈が⾃⽴した⽇常⽣活や社会⽣活を
営むことができるよう、必要な障がい福祉サービス※等の提供体制が確保さ
れるように、障害者総合⽀援法※第 88 条に基づき策定を義務づけられた計
画であります。 

本市では、計画的にサービス提供を推進していくために、必要なサービス
の⾒込量やこれを確保するための⽅策を定める平成平成 24 年度から平成平
成 26 年度までの３年間を対象とした「第３期栗東市障がい福祉計画」（以
下「第３期計画」という。）を策定しました。 

この度、第３期計画の計画期間が平成平成 26 年度末で終了することに伴
い、国の定める基本指針に⽰されている考え⽅等を踏まえつつ、障がい福祉
サービス※等の利⽤実績や数値⽬標の進捗状況、アンケート調査結果等を分
析・評価し、第３期計画の⾒直しを⾏い、平成 27 年度から平成 29 年度ま
での３年間を対象とした「第４期栗東市障がい福祉計画」（以下「第４期計
画」という。）を策定します。 

 

 

障害者総合⽀援法 
（市町村障害福祉計画） 
第 88 条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保

その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障
害福祉計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 ⼀ 障害福祉サービス、相談⽀援及び地域⽣活⽀援事業の提供体制の確保

に係る⽬標に関する事項 
 ⼆ 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談⽀援⼜は指定計

画相談⽀援の種類ごとの必要な量の⾒込み 
 三 地域⽣活⽀援事業の種類ごとの実施に関する事項 
 （第３項以下省略） 
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２ 計画の位置づけ 
 
この計画は、障害者総合⽀援法※第 88 条に規定する「市町村障害福祉計

画」の第４期計画として策定するものです。 
計画の基本理念及び基本⽅針については、栗東市総合計画との調整を図り

つつ「第２期栗東市障がい者基本計画」と共通のものとし、３年を１期とし
た各年度における障がい福祉サービス※ごとに必要な⾒込量を算出し、その
⾒込量を確保するための⽅策を定めるものです。 

 

■「障がい者基本計画」及び「障がい福祉計画」の概要 

 障がい者基本計画 障がい福祉計画 

根拠法令 

障害者基本法 
同法第９条第３項に規定する「市
町村障害者基本計画」として策定
するものです 

障害者総合⽀援法 
同法第88条に規定する「市町村障
害福祉計画」の第４期計画として
策定するものです 

性 格 

○障がいのある⼈の福祉に関する施
策及び障がいの予防に関する施策
の総合的かつ計画的な推進を図る
ため、障がいのある⼈のための施策
に関する基本的な計画 

○⻑期的な⾒通しにたって効果的な
障がい者施策の展開を図る計画

○各年度における障がい福祉サービ
ス、相談⽀援体制及び地域⽣活⽀援
事業について、必要な⾒込量を算出
し、その⾒込量を確保するための⽅
策を定める計画 

位置づけ 

○国の「障害者基本計画」及び「新・
障害者福祉しがプラン」（平成24
年３⽉）を基本とした、栗東市総合
計画の部⾨計画 

○障害者総合⽀援法第８７条に規定
される、厚⽣労働⼤⾂が定める基本
指針に即して策定される 

○障がい者計画の「⽣活⽀援」を中⼼
とした施策の具体的な数値⽬標 
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３ 計画の期間 
 
障がい福祉計画は、３年を１期として策定することとなっています。 
第４期計画は、平成 24 年度から平成 26 年度までを計画期間とした第３

期計画の⾒直しを⾏い、平成 27 年度から平成 29 年度までを計画期間とし
て策定します。 

ただし、計画の期間中に社会情勢の変動や法制度の改正等が⾏われた場合
は、必要に応じて⾒直しを⾏うこととします。 

 

 
 

平成 24
年度 

平成 25
年度 

平成 26
年度 

平成 27
年度

平成 28
年度

平成 29
年度

平成 30
年度

平成 31
年度 

平成 32
年度

 

 

   

 

   

 

  

 

※障がい者基本計画は平成 25 年度に計画期間が終了しているものの、第４期障がい福
祉計画との整合を図るため、第２期障がい者基本計画の計画開始時期を平成 27 年度
とし、計画期間を６年間としました。なお、平成 26 年度の障がい福祉に関する施策
の実施については、第五次栗東市総合計画に盛り込まれている障がい福祉施策で運⽤
しました。 

  

 

第２期障がい者基本計画 
（平成 27 年度から平成 32 年度まで） 

障害者 
基本計画 

 第４期障がい福祉計画第３期障がい福祉計画 

第五次栗東市総合計画 
後期基本計画前期基本計画 

※ 
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第２章 障がいのある⼈を取り巻く現状と課題 

１ 障がいのある⼈の推移 

（１）⼈⼝の推移 

本市の⼈⼝は、平成 26 年９⽉ 30 ⽇現在 66,993 ⼈となっており、増加
傾向にあります。年齢階層別でみると、65 歳以上の増加が多くなっていま
す。 

 

■⼈⼝の推移 （単位：⼈） 
 

区分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

14 歳未満 12,622 12,526 12,466 12,429 

15〜64 歳 43,384 43,290 43,070 43,199 

65 歳以上 9,907 10,494 11,093 11,365 

計 65,913 66,310 66,629 66,993 
各年度３⽉ 31 ⽇現在、平成 26 年度は、9 ⽉ 30 ⽇現在 

資料：住⺠基本台帳 
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（２）障がいのある⼈の推移 

①⾝体障がいのある⼈ 

⾝体障がいのある⼈の数は、平成 26 年９⽉ 30 ⽇現在 1,927 ⼈となって
おり、微増の傾向にあります。年齢階層別でみると、65 歳以上の増加が多
くなっています。等級別でみると、重度障がいのある⼈（１級、２級）が
45.2％となっています。 

 

■年齢別⾝体障がい者⼿帳交付数の推移 （単位：⼈） 
区分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

18 歳未満 58 56 54 69 

18〜64 歳 629 585 594 586 

65 歳以上 1,183 1,203 1,236 1,272 

計 1,870 1,844 1,884 1,927 
各年度３⽉ 31 ⽇現在、平成 26 年度は 9 ⽉ 30 ⽇現在 

資料：障がい福祉課 

■障がい等級別⾝体障がい者⼿帳交付数の推移 （単位：⼈） 
区分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

１級 567 548 564 584 

２級 279 266 275 287 

３級 275 294 296 293 

４級 470 458 472 478 

５級 147 145 147 152 

６級 132 133 130 133 

計 1,870 1,844 1,884 1,927 
各年度３⽉ 31 ⽇現在、平成 26 年度は 9 ⽉ 30 ⽇現在 

資料：障がい福祉課 
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②知的障がいのある⼈ 

知的障がいのある⼈の数は、平成 26 年 9 ⽉ 30 ⽇現在で 456 ⼈となって
おり、増加傾向にあります。年齢階層別でみると、18〜64 歳の増加が多く
なっています。判定別でみると、重度障がいの⼈（Ａ判定）が 36.4％とな
っています。 

■年齢別療育⼿帳交付数の推移 （単位：⼈） 
区分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

18 歳未満 148 166 167 155 

18〜64 歳 236 246 258 280 

65 歳以上 11 13 14 21 

計 395 425 439 456 
各年度３⽉ 31 ⽇現在、平成 26 年度は 9 ⽉ 30 ⽇現在 

資料：障がい福祉課 
■判定別療育⼿帳交付数の推移 （単位：⼈） 

区分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

Ａ判定 151 163 161 166 

Ｂ判定 244 262 278 290 

計 395 425 439 456 
各年度３⽉ 31 ⽇現在、平成 26 年度は 9 ⽉ 30 ⽇現在 

資料：障がい福祉課 
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③精神障がいのある⼈ 

精神障がいのある⼈の数は、平成 26 年９⽉ 30 ⽇現在で 290 ⼈となって
おり、増加傾向にあります。年齢階層別でみると、18〜64 歳の増加が多く
なっています。等級別でみると、中度障がいのある⼈（2 級）が 62.1％と
なっています。 

 

■年齢別精神障がい者保健福祉⼿帳交付数の推移 （単位：⼈） 
区分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

18 歳未満 2 2 2 2 

18〜64 歳 199 216 231 243 

65 歳以上 35 36 45 45 

計 236 254 278 290 
各年度３⽉ 31 ⽇現在、平成 26 年度は 9 ⽉ 30 ⽇現在 

資料：障がい福祉課 
 

■障がい等級別精神障がい者保健福祉⼿帳交付数の推移 （単位：⼈） 
区分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

１級 18 22 24 25 

２級 147 158 173 180 

３級 71 74 81 85 

計 236 254 278 290 
各年度３⽉ 31 ⽇現在、平成 26 年度は 9 ⽉ 30 ⽇現在 

資料：障がい福祉課 
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④難病※患者 

潰瘍性⼤腸炎が特に多く 82 ⼈となっています。次いで、パーキンソン病
関連疾患が 46 ⼈となっています。 

 

■特定疾患患者数 （単位：⼈） 
病 名 患者数 

重症筋無⼒症 11 

全⾝性エリテマトーデス 28 

強⽪症、⽪膚筋炎及び多発性筋炎 16 

特発性⾎⼩板減少性紫斑病 9 

潰瘍性⼤腸炎 82 

クローン病 17 

パーキンソン病関連疾患 46 

後縦靱帯⾻化症 13 

特発性拡張型（うっ⾎型）⼼筋症 17 

網膜⾊素変性症 11 

上記以外の疾患 108 

計 358 
平成 26 年３⽉ 31 ⽇現在 

資料：草津保健所 

 

⑤⼩児慢性特定疾患数 

⼩児慢性特定疾患者数は、平成 26 年３⽉末において 99 ⼈となっており、
内分泌疾患に次いで慢性⼼疾患の患者数が多くなっています。 
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２ 障がいのある⼈の社会参加の状況 

（１）教育環境 

①小学校就学前の障がい児支援 

本市においては、平成 22 年４月に発達支援室（現、子ども発達支援課）を設置し、

発達障がい※のある（疑いを含む）子どもとその家族の支援を開始しました。また乳児

期から学齢期までの子どもの発達支援に向けて、健康増進課、幼児課、学校教育課、

子ども発達支援課が連動した母子保健・保育・教育・福祉システムを構築しました。

現在、このシステムの中で支援を受けている子どもは、次ページの通りとなっていま

す。 

なお、自立支援給付対象事業の「たんぽぽ教室」の利用者数は以下の通りです。 

 

■児童発達支援事業における通園児数の推移 （単位：人） 

区分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

たんぽぽ教室 71 60 57 

各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は 10 月 1 日現在 

資料：子ども発達支援課 

 

※次ページの図中の「支援レベル」は、以下の分類区分の基準に基づいています。 

 小中学校 保育園・幼稚園・幼児園 

支援レベル

２ 

児童生徒の特性を理解し、個別の

指導計画の作成及び適宜支援の継

続が必要 

幼児の特性を理解し、個別の指導

計画の作成及び適宜支援の継続が

必要 

支援レベル

３ 

個別の教育支援計画・個別の指導

計画の作成、TT・個別指導・取り

出し等、校内での支援や通級指導

教室による支援等が必要 

個別の指導計画の作成及び個別支

援（1 対 1）の継続が必要 
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■支援対象者のフロー  
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②小学校・中学校の特別支援学級※ 

特別支援学級※在学者数は平成26 年度現在165 人となっています。障がい別には、

知的障がいのある人が多く、64.2％を占めています。 

また、通級指導教室における児童生徒は、平成 26 年度現在 65 人となっています。 

 

■児童生徒が通う小学校・中学校の特別支援学級
※
の在学状況 （単位：人） 

 

 

区分 
在学者数 

小学校 中学校 
計 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年 

知的障がい 4 12 8 13 12 15 11 8 23 106

情緒障がい 2 4 4 5 8 5 8 2 3 41

肢体不自由 0 1 3 1 1 0 0 0 0 6

視覚障がい 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3

難聴 0 0 1 0 2 0 0 0 1 4

身体虚弱 0 1 2 1 0 1 0 0 0 5

計 7 18 18 21 23 22 19 10 27 165

平成 26 年９月１日現在 

資料：学校教育課 
 

■通級指導教室において指導を受けている児童生徒数の推移 （単位：人） 

区分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

小学生 65 60 63 

中学生 1 1 2 

計 66 61 65 

平成 26 年９月１日現在 

資料：学校教育課 
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③特別支援学校※ 

在学者数は平成 26 年度現在 99 人で増加傾向にあります。学部別には、幼稚部 0

人、小学部 35 人、中学部 23 人、高等部 41 人となっています。 

 

■特別支援学校
※
の在学者数の推移 （単位：人） 

区分 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

県立聾話学校 

幼稚部 1 0 0 

小学部 4 4 2 

中学部 1 0 2 

高等部 3 3 1 

県立盲学校 

幼稚部 0 0 0 

小学部 0 0 0 

中学部 0 1 0 

高等部 0 1 0 

県立草津養護学校 

小学部 3 0 0 

中学部 6 9 7 

高等部 6 3 4 

県立野洲養護学校 

小学部 25 31 33 

中学部 9 9 10 

高等部 19 18 18 

その他（長浜高等・

甲南高等・三雲・滋

賀大付属養護特別

支援学校） 

小学部 1 2 0 

中学部 4 5 4 

高等部 11 14 18 

幼稚部計 1 0 0 

小学部計 33 37 35 

中学部計 20 24 23 

高等部計 39 39 41 

総合計 93 100 99 

各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は９月１日現在 

資料：各学校 
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（２）就業状況 

公共職業安定所に登録している障がいのある人は、2,257 人であり、そのうち、身

体障がいのある人が 49.8％、知的障がいのある人が 27.1％、精神障がいのある人が

23.1％となっています。 

滋賀県の障がいのある人の実雇用率は横ばいで推移しており、平成 25 年度では

1.81％となっています。法定雇用率達成企業の割合は 51.8％となっています。 

公共職業安定所の新規求職申込件数は、平成 23 年度から平成 24 年度においては

96 件増加しましたが、平成 25 年度にかけては 9 件減少しました。 

 

■公共職業安定所に登録している障がいのある人の状況（草津所管内） 

区分 
登録者数 

有効求職者 就業中 保留中 

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

身
体
障
が
い
の
あ
る
人 

視覚 70 3.1 13 3.3 34 3.3 23 2.8

聴覚・言語等 215 9.5 30 7.5 134 12.9 51 6.2

上肢 247 10.9 44 11.1 127 12.2 76 9.3

下肢 301 13.3 40 10.1 133 12.8 128 15.7

体幹 49 2.2 5 1.3 18 1.7 26 3.2

脳病変 11 0.5 1 0.3 6 0.6 4 0.5

内部障がい 230 10.2 36 9.0 105 10.1 89 10.9

小計 1,123 49.8 169 42.5 557 53.5 397 48.6

知的障がい 

のある人 
612 27.1 83 20.9 346 33.2 183 22.4

精神障がい 

のある人 
522 23.1 146 36.7 139 13.3 237 29.0

計 2,257 398 1,042 817 

平成 26 年３月 31 日現在 

資料：草津公共職業安定所 
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■障がい者雇用の推移状況（滋賀県） 

区    分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

企業数（社） 629 631 735 

 （内、法定雇用率達成企業数）（社） 317 345 381 

法定雇用率達成企業の割合（％） 50.4 54.7 51.8 

基礎労働者数（人） 119,507 120,502.5 125,666 

 （うち障がいのある人の数）（人） 1,917.5 2,141 2,269.5 

実雇用率（％） 1.6 1,78 1.81 

各年度６月１日現在 

資料：草津公共職業安定所 

※企業は県内に本社があり、56 人以上雇用している企業 

 

■障がいのある人の新規求職申込数等（草津所管内） 

区   分 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

知的 

精神等 
身体 

知的 

精神等 
身体 

知的 

精神等 
身体 

新規求職申込数（件） 147 144 215 172 203 175 

就職件数（件） 86 52 98 57 105 57 

新規登録者数（人） 66 72 92 70 108 88 

有効求職数（人） 2,369 2,376 2,160 1,697 2,615 1,855 

就業中の者（人） 4,998 6,808 5,288 6,442 5,656 6,577 

保留中の者（人） 3,427 4,327 4,378 4,554 4,830 4,657 

各年度 3 月 31 日現在 

資料：草津公共職業安定所 
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◎法定雇用率とは 
 

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、そ

れぞれ以下の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障がい者を雇用しなければならな

いこととされている。 

雇用義務の対象となる障がい者は、身体障がい者又は知的障がい者である（なお、精

神障がい者は雇用義務の対象ではないが、精神障がい者保健福祉手帳保持者を雇用して

いる場合は雇用率に算定することができる）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（カッコ内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって 1 人以上の障がい者を雇用しな

ければならないこととなる企業等の規模である。） 

 

※ 重度身体障がい者又は重度知的障がい者については、その１人の雇用をもって、２人

の身体障がい者又は知的障がい者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障がい者又は重度知的障がい者である短時間労働者（1 週間の所定労働時間

が 20 時間以上 30 時間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体

障がい者及び知的障がい者並びに精神障がい者である短時間労働者については、0.5

人分としてカウントされる。 

（平成 25 年４月施行） 

 

  

○民間企業･････････ 

一般の民間企業･････････････････ 1.8％ 
（50 人以上規模の企業） 

特殊法人･･･････････････････････ 2.3％ 
労働者数４８人以上規模の 
特殊法人及び独立行政法人 

○国、地方公共団体････････････････････････････････････ 2.3％ 

（43.5 人以上規模の機関） 

○都道府県等の教育委員会･･････････････････････････････ 2.2％ 

（45.5 人以上規模の機関） 
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３ 障がいのある⼈の⽣活⽀援の状況 

（１）公的サービスの現状 

①在宅生活支援サービス 

（ア）補装具の交付・修理 

補装具の交付・修理は増減を繰り返しており、平成 25 年度で 182 人、平成 26 年

度は７月末までに 63 人の利用がありました。 

 

■補装具の交付･修理の利用推移 （単位：人） 

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

利用者延人数 185 203 182 63

各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は、7 月 31 日現在 

資料：障がい福祉課 

 

（イ）心身障がい児・者紙おむつ助成制度 

心身障がい児・者紙おむつ助成制度は、毎年利用者が微減傾向にあり、平成 26 年度

は７月末までに 38 人の利用がありました。 

 

■心身障がい児･者紙おむつ助成制度 （単位：人） 

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

対象人数 50 48 45 38

各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は、7 月 31 日現在 

資料：障がい福祉課 

 

（ウ）在宅重度障がい者住宅改造費助成制度 

在宅重度障がい者住宅改造費助成制度は、毎年１～２件の利用があります。 

 

■在宅重度障がい者住宅改造費助成制度 

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

利用件数(件) 2 2 1 2

助成額(円) 146,500 700,000 75,000 535,500

各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は、7 月 31 日現在 

資料：障がい福祉課 
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②保健・医療サービス 

（ア）自立支援医療（育成医療）の給付 

自立支援医療（育成医療）受給者数は、平成 25 年度で 46 人、平成 26 年度は７月

末までに 30 人の利用がありました。 

 

■自立支援医療(育成医療)の給付 （単位：人） 

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

肢体不自由 11 8 13 10

視覚障がい 5 4 4 1

聴覚･平衡機能障がい 2 3 3 1

音声･言語機能障がい 16 12 17 8

じん臓障がい 1 0 0 0

その他内臓障がい 8 7 9 10

各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は、7 月 31 日現在 

資料：障がい福祉課 

 

（イ）自立支援医療（更生医療）の給付 

自立支援医療（更生医療）受給者数は、増加傾向にあり、平成 25 年度で 233 人の

利用がありました。 

 

■自立支援医療(更生医療)の給付 （単位：人） 

区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

肢体不自由 13 54 46 14

視覚障がい 0 0 0 0

聴覚･平衡機能障がい 0 0 0 0

音声･言語機能障がい 4 3 3 2

じん臓障がい 133 143 144 93

その他内臓障がい 30 39 40 22

各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は、8 月 30 日現在 

資料：障がい福祉課 
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（ウ）自立支援医療（精神通院）の給付 

自立支援医療（精神通院）受給者数は、平成 25 年度では 933 人の申請者がありま

した。 

 

■自立支援医療(精神医療)の給付 （単位：人） 

区     分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

申請者数 893 983 933 346

各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は、7 月 31 日現在 

資料：障がい福祉課 

 

（エ）重度心身障がい老人等医療費の助成 

重度心身障がい老人等医療費の助成実績は、平成 25 年度では 522 人の受給者があ

りました。 

 

■重度心身障がい者老人等医療費の助成 

区     分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

受給者数（人） 669 654 522 526

年間受信件数（件） 15,360 14,612 13,418 6,731

１人当り助成額（円） 76,608 71,864 77,920 39,127

各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は、7 月 31 日現在 

資料：保険年金課 

 

（オ）心身障がい者（児）医療費の助成 

心身障がい者（児）医療費の助成実績は、平成 25 年度では 594 人の受給者があり

ました。 

 

■重度心身障がい者老人等医療費の助成 

区     分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

受給者数（人） 867 891 594 596

年間受信件数（件） 19,185 16,439 12,830 6,459

１人当り助成額（円） 156,803 135,111 163,189 82,624

各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は、7 月 31 日現在 

資料：保険年金課 
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（カ）福祉医療費の助成 

福祉医療費の助成実績は、平成 25 年度では 8,796 人の受給者がありました。 

 

■福祉医療費の助成 

区     分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

受給者数（人） 11,106 11,070 8,796 8,089

年間受信件数（件） 172,890 151,992 125,372 63,049

１人当り助成額（円） 41,070 36,283 35,799 20,292

各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は、7 月 31 日現在 

資料：保険年金課 

※子ども入院医療費助成は含まない 

※平成 24 年８月から市単独事業の一部を廃止 
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（２）人的資源の現状 

①福祉関連専門職の状況 

栗東市の正規職員における福祉関連の専門職の状況は、保健師が 16 人、社会福祉士

が 5 人、心理判定員が３人、理学療法士が 1 人、栄養士が２人となっています。 

 

■栗東市正規職員の福祉関連専門職の状況 （単位：人） 
 

職種 人数 職種 人数

保健師 16 理学療法士 1 

社会福祉士 5 栄養士 2 

心理判定員 3   

平成 26 年 10 月 1 日現在 

資料：障がい福祉課 

 

②ボランティア団体等の状況 

（ア）ボランティア団体 

ボランティア登録者数は、平成 26 年度から大幅に増加しており、グループ登録、個

人登録を合わせた登録人数は 1,337 人となっています。 
 

 
■ボランティア登録団体・登録人数の推移 

 

区分 グループ登録 個人登録 登録人数 

団体数（団体） 人数（人） 人数（人） 人数（人） 

平成 23 年度 36 363 17 380 

平成 24 年度 36 336 18 354 

平成 25 年度 37 348 17 364 

平成 26 年度 63 1,312 25 1,337 

各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は７月 31 日現在 

資料：栗東市ボランティア市民活動センター 

 

（イ）民生委員児童委員、身体障がい者相談員※、知的障がい者相談員※ 

民生委員児童委員は 155 人、身体障がい者相談員※は 10 人、知的障がい者相談員※

は 5 人となっています。 
 

 
■民生委員児童委員、身体障がい者相談員

※
、知的障がい者相談員の人数

※
 （単位：人） 

 

区分 民生委員児童委員 身体障がい者相談員 知的障がい者相談員 

人数 155 10 5 

平成 26 年 9 月 30 日現在 

資料：障がい福祉課 



22 

４ 第３期計画の障がい福祉サービスの実績 

（１）訪問系サービス 

市の支給基準に基づきケアプランによりサービス提供しています。市内提供事業所

も増加しており、提供体制はとれていますが、行動援護については、市内提供事業所

がなく、提供体制が十分ではありません。 
 

 
■訪問系サービスの計画と実績 

 

区分 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

居宅介護・重度訪問介護 

・行動援護 

24,343

時間 

15,884

時間 

26,708

時間 

15,608 

時間 

29,073 

時間 

7,527

時間 

101 人 163 人 110 人 156 人 119 人 152 人

同行援護 

464 

時間 

791 

時間 

464 

時間 

1,462.0 

時間 

464 

時間 

1,018.5

時間 

138 人 11 人 138 人 15 人 138 人 17 人 

※各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は９月 30 日現在 

※年間延べ時間分、支給決定者数（実人数） 

※同行援護については平成 23 年 10 月から新設されたサービス 

資料：障がい福祉課 
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（２）日中活動系サービス 

（生活介護） 

平成 25 年度には 250 人日ほど増加しており、平成 26 年９月末現在では 467 人

の利用となっています。 

 

（自立訓練※（生活訓練）） 

平成 25 年度には 300 人日ほど増加しており、平成 26 年９月末現在では 451 人

の利用となっています。 

 

（就労移行支援※） 

平成 25 年度には、200 人日ほどの減少となっており、平成 26 年９月末現在では

1,124 人の利用となっています。 

 

（就労継続支援※（Ａ型）） 

事業所の増加に伴い、平成 25 年度には大幅に増加しており、平成 26 年９月末現在

では 1,686 人の利用となっています。 

（就労継続支援※（Ｂ型）） 

事業所の増加に伴い、平成 25 年度には大幅に増加しており、平成 26 年９月末現在

では 14,054 人の利用となっています。 

 

（療養介護） 

療養介護については、平成 24 年度以降、年間 13 人日の利用となっています。 

 

（児童デイサービス） 

「たんぽぽ教室」では、ほぼ横ばいとなっており、平成 26 年９月末現在では 932

人の利用となっています。 

 

（短期入所※） 

緊急的な対応ができるように、希望者には事前申請によりサービスの支給決定をし

ています。 
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■日中活動系サービスの計画と実績 
 

区 分 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

生活介護 

15,678 人

日 

13,974 人

日

16,848 人

日

16,983 人

日

18,018 人

日 

8,828

人日

804 人 

(67 人) 

789 人

(74 人)

864 人

(72 人)

1,048 人

（76 人）

924 人 

(77 人) 

467 人

（76 人）

自立訓練（機

能訓練） 

1,152 

人日 

248

人日

1,152

人日

305

人日

1,152 

人日 

276

人日

72 人 

(6 人) 

16 人

(3 人)

72 人

(6 人)

28 人

(5 人）

72 人 

(6 人) 

15 人

(4 人）

自立訓練（生

活訓練） 

512 

人日 

1,750

人日

640

人日

2,070

人日

768 

人日 

451

人日

32 人 

(4 人) 

93 人

(11 人)

40 人

(5 人)

117 人

（13 人）

48 人 

(6 人) 

25 人

（8 人）

就 労 移 行 支

援 

3,424 

人日 

1,881

人日

3,424

人日

1,682

人日

3,424 

人日 

1,124

人日

192 人 

(16 人) 

110 人

(18 人)

192 人

(16 人)

126 人

（16 人）

192 人 

(16 人) 

97 人

(17 人）

就 労 継 続 支

援（Ａ型） 

2,376 

人日 

2,304

人日

2,592

人日

3,199

人日

2,808 

人日 

1,686

人日

132 人 

(11 人) 

126 人

(14 人)

144 人

(12 人)

178 人

（16 人）

156 人 

(13 人) 

94 人

（16 人）

就 労 継 続 支

援（Ｂ型） 

14,208 

人日 

21,112

人日

15,552

人日

26,091

人日

16,896 

人日 

14,054

人日

888 人 

(74 人) 

1,232 人

(128 人)

972 人

(81 人)

1,550 人

（137 人）

1,056 人 

(88 人) 

799 人

(141 人）

療養介護 13 人日 13 人日 13 人日 13 人日 13 人日 13 人日

児 童 デ イ サ

ービス 

（ H24.4 ～

児 童 発 達 支

援事業） 

7,296 

人日 

2,066

人日

7,488

人日

2,050

人日

7,680 

人日 

932

人日

76 人 70 人 78 人 90 人 80 人 70 人

短期入所 

1,528 

人日 

1,515

人日

1,556

人日

1,626

人日

1,584 

人日 

703

人日

28 人 112 人 30 人 115 人 32 人 117 人

※各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は９月 30 日現在 

※年間延べ人日分、年間延べ人数、（    ）内は実人数。 

ただし、児童デイサービス、短期入所については、支給決定者数 

資料：障がい福祉課 
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（３）居住系サービス 

（共同生活援助・共同生活介護） 

利用希望者に対して、サービス提供が不足しており、市外のサービス提供事業所の

確保も必要です。 

 

（施設入所支援） 

利用実績は増加しています。 

 

■居住系サービスの計画と実績 
 

区 分 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

共同生活援助 
108 人 66 人 132 人 63 人 156 人 130 人

(9 人) (6 人) (11 人) (6 人) (13 人) (25 人)

共同生活介護 
204 人 208 人 264 人 225 人 300 人 19 人

(17 人) (16 人) (22 人) (20 人) (25 人) (19 人)

施設入所支援 
372 人 361 人 384 人 389 人 396 人 200 人

(31 人) (34 人) (32 人) (36 人) (33 人) (35 人)

※各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は９月 30 日現在 

※年間延べ人日分、年間延べ人数、（    ）内は実人数。 

資料：障がい福祉課 

 

（４）相談支援 

相談支援の実績値については、平成 25 年度において計画相談支援が 14 人、地域移

行※支援が 0 人、地域定着支援が 1 人となっており、見込んでいた利用対象者が実際

のサービス利用に結びつかなかったため、計画値と実績値に差が生じています。 

 

■相談支援の計画と実績 

区 分 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

相談支援 

 

計画相談支援 30 人 3 人 60 人 14 人 111 人 26 人

地域移行支援 2 人 0 人 2 人 0 人 2 人 0 人

地域定着支援 2 人 (0 人) 2 人 1 人 2 人 1 人

※平成 24 年度～平成 25 年度：年間延べ人数、（ ）内は実人数 

※平成 26 年度：月あたりの人数 

資料：障がい福祉課 
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（５）地域生活支援事業 

（ア）相談支援事業 

利用希望者に対して、サービス提供ができています。障がい者相談支援事業の相談

件数については、実績値が計画値を超えています。 

 

■相談支援事業の計画と実績 

区 分 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

① 相 談 支 援

事業 

 

 

 

 

 

ア障害者

相 談 支

援事業 

2 箇所 2 箇所 2 箇所 3 箇所 2 箇所 3 箇所

 2,952 件 4,134 件  2,464 件

イ地域自

立 支 援

協議会 

1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所

② 成 年 後 見

制 度 利 用

支援事業 

1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所

③ 障 害 者 虐

待 防 止 セ

ンター 

1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所

④ 基 幹 相 談

支 援 セ ン

ター 

実施予定 未実施 実施予定 未実施 実施予定 未実施

※各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は９月 30 日現在 

※年間延べ件数 

資料：障がい福祉課 

 

（イ）コミュニケーション支援事業 

平成 26 年９月末現在では 86 人の利用となっています。 

 

■コミュニケーション支援事業の計画と実績 

区 分 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

コ ミ ュ ニ ケ

ー シ ョ ン 支

援事業 

138 人 96 人 138 人 239 人 138 人 86 人

※各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は９月 30 日現在 

※年間延べ人数 

資料：障がい福祉課 
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（ウ）日常生活用具給付等事業 

利用希望者からの申請に対し、迅速な給付決定に努めています。 

 

■日常生活用具給付等事業の計画と実績 

区 分 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

①介護・訓練

支援用具 
6 件 1 件 6 件 4 件 6 件 0 件

② 自 立 生 活

支援用具 
19 件 9 件 19 件 15 件 19 件 7 件

③ 在 宅 療 養

等支援用具 
15 件 18 件 15 件 15 件 15 件 9 件

④情報・意思

疎 通 支 援 用

具 

15 件 6 件 15 件 10 件 15 件 11 件

⑤ 排 泄 管 理

支援用具 
1,014 件 826 件 1,014 件 1,072 件 1,014 件 843 件

⑥ 居 宅 生 活

動 作 補 助 用

具（住宅改修

費） 

1 件 2 件 1 件 1 件 1 件 2 件

⑦ 重 度 障 が

い 者 バ リ ア

フ リ ー 支 援

機器 

1 件 0 件 1 件 0 件 1 件 0 件

※各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は９月 30 日現在 

※年間延べ件数 

資料：障がい福祉課 

 

（エ）移動支援事業 

障がいのある人の社会参加のために市の支給決定基準に基づいて希望者に速やかに

支給しています。 

 

■移動支援事業の計画と実績 

区 分 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

箇所 
利用

者 
箇所

利用

者 
箇所

利用

者 
箇所

利用

者 
箇所 

利用

者 
箇所 

利用

者 

利用時間 利用時間 利用時間 利用時間 利用時間 利用時間

移動支援事

業 

24

箇所 

428

人 

26

箇所

416

人

26

箇所

485

人

26

箇所

492

人

28

箇所 

542

人 

23

箇所 

239

人

3,500 

時間 

3,429.5

時間

3,966

時間

4,046.0

時間

4,432 

時間 

2,127.5

時間

※各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は９月 30 日現在 

※年間延べ件数 

資料：障がい福祉課 
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（オ）地域活動支援センター 

地域活動支援センターⅡ型の実績値は、計画値を下回っています。滋賀型の実績は

平成 24 年度に比べ減少しています。 

 

■地域活動支援センターの計画と実績 

区 分 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

箇

所 
利用者 

箇

所 
利用者

箇

所
利用者

箇

所
利用者

箇

所
利用者 

箇

所 
利用者

基 礎 的

事業 

2

箇

所 

1,800

人 

2

箇

所 

1,588

人

2

箇

所

1,800

人

2

箇

所

1,461

人

2

箇

所

1,800

人 

2

箇

所 

639

人

機 能 強

化事業 

2

箇

所 

 

2

箇

所 

2

箇

所

2

箇

所

2

箇

所

 

2

箇

所 

滋賀型 

1

箇

所 

84 人 

1

箇

所 

84 人

1

箇

所

84 人

1

箇

所

48 人

1

箇

所

84 人 

1

箇

所 

24 人

※各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は９月 30 日現在 

※年間延べ件数 

資料：障がい福祉課 

 

（カ）その他のサービス 

（日中一時支援） 

就学児童の長期休暇中及び放課後の利用ニーズが多くあります。見込み数値を上回

る実績量であるが、市内に提供事業所が少ないため、十分提供体制がとれているわけ

ではありません。 

 

（その他のサービス） 

ケアプランにより利用希望があると提供に向けての速やかな利用調整を行っていま

す。 
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■その他のサービスの計画と実績 

区 分 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

日 中 一 時 支

援 
131 人 125 人 153 人 133 人 175 人 131 人

訪 問 入 浴 サ

ービス事業 
2 人 4 人 2 人 3 人 2 人 3 人

更 生 訓 練

費・施設入所

者 就 職 支 度

金 

2 人 0 人 2 人 1 人 2 人 1 人

スポーツ・レ

ク リ ェ ー シ

ョ ン 教 室 等

開催事業 

400 人 457 人 400 人 480 人 400 人 370 人

点字・声の広

報 等 発 行 事

業 

9 人 9 人 9 人 9 人 9 人 8 人

奉 仕 員 養

成・研修事業 
31 人 28 人 32 人 16 人 33 人 16 人

自 動 車 運 転

免許取得・改

造助成事業 

3 人 5 人 3 人 9 人 3 人 1 人

生 活 行 動 訓

練事業 
30 人 23 人 30 人 14 人 30 人 未実施 

芸術・文化開

催事業 
11 人 10 人 12 人 10 人 13 人 10 人

※実人数。 

ただし、日中一時支援、訪問入浴サービス事業、更生訓練費・施設入所者就職支度金、自動車

運転免許取得、改造助成事業については、支給決定者数。 

※各年度３月 31 日現在、平成 26 年度は９月 30 日現在 

資料：障がい福祉課 
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第３章 計画の基本的な考え⽅ 

１ 基本理念 
 
「栗東市障がい福祉計画」の基本理念は、「栗東市障がい者基本計画」の

基本的な考え⽅と共通のものとし、障がいの有無にかかわらず、住み慣れた
地域で家族や仲間とともに、いつまでも安⼼して暮らせるまちをめざして、
計画の推進を図ります。 

 
 
障害者基本法においては、すべての国⺠が、障がいの有無にかかわらず、

等しく基本的⼈権を享有するかけがえのない個⼈として尊重されることを
前提に、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に⼈格と個性
を尊重し合いながら共⽣するため、障がいのある⼈の⾃⽴と社会参加の⽀援
のための施策を総合的かつ計画的に推進することが、その⽬的として⽰され
ています。 

障がいのある⼈は、これまで保護されるべき⼈と考えられてきましたが、
障害者基本法において権利の主体として位置づけが明確にされました。いつ、
いかなる時においても⼈としての尊厳を保持されなければなりません。また、
障がいのある⼈は、障がいがあるというだけでなく、社会との関係の中で⽇
常⽣活上に相当な制限を受ける⼈と定義されました。したがって、今後は、
障がいのある⼈だけに⾃⽴や社会参加の努⼒を求めるのではなく、⾃⽴や参
加を妨げている社会的障壁の除去に社会全体で取組むとともに、あらゆる⼈
が孤⽴したり排除されたりせず、差別のない社会づくりに⼀層取組んでいか
なければなりません。 

このような法改正などを背景として、本市においても、障がいの有無にか
かわらず個性を尊重し合い、みんながともに⽀えあっていくような、地域社
会における共⽣の実現をめざします。 

 

『⼀⼈ひとりの個性が尊重され 
みんながともに⽀えあう 共⽣社会の実現』 
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２ 基本⽅針 
 
計画の基本理念に基づき、以下の３つの基本⽅針（基本的な取組み姿勢）

を設定し、障がいの有無によって分け隔てられることなく、だれもが共⽣で
きる地域社会の実現をめざしながら、諸施策の推進を図ります。 

 

障がいのある⼈の⾃⽴を実現する 

障がいのある⼈⼀⼈ひとりが⼈としての尊厳を保持し、地域社会の中で主
体的に⼈⽣を送ることができるよう、⾃⼰決定、⾃⼰選択を尊重しつつ、個々
のライフスタイルや環境に応じた⽇常⽣活の⽀援と雇⽤・就業の⽀援を進め、
⾃⽴できる機会の確保に努めます。 

 

障がいのある⼈が⽣きがいを実感できる 

障がいのある⼈⼀⼈ひとりが、地域社会の中でいきいきとした毎⽇を過ご
すことができるよう、⽇常⽣活や社会⽣活を営む上での障壁の除去に社会全
体で取組むとともに、障がいの有無にかかわらず様々な交流活動ができる機
会の創出を進めます。 

 

ライフサイクルや状態の変化に合わせ、⼀貫して切れ⽬なく⽀援する 

障がいのある⼈⼀⼈ひとりを取り巻く環境に合わせて、さらには成⻑や状
態の変化にも対応しながら、関係機関の連携の中で⼀貫した切れ⽬のない⽀
援を提供し、地域社会における⾃⽴と⽣きがいを⽀えます。 
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第４章 サービス⾒込量と確保のための⽅策 

１ 平成 29 年度の障がい福祉サービスの整備⽬標 

（１）地域⽣活に移⾏する福祉施設⼊所者数 

⽬標設定の考え⽅ 

平成 29 年度末までに地域⽣活に移⾏する福祉施設⼊所者数については、
これまでの実績や施設利⽤者の実情を踏まえ、平成 25 年度末時点の福祉施
設⼊所者のうち８⼈（30.8％）が地域⽣活へ移⾏することをめざします。 

⼀⽅、福祉施設⼊所者数については、アンケート調査における利⽤ニーズ
やヒアリング調査での意⾒などをみても、福祉施設⼊所への希望は⾼く、ま
た保護者の⾼齢化や保護者との死別による障がい者の独居の増加なども危
惧されるなか、本市における福祉施設⼊所の状況は、⼗分とは⾔えないもの
となっています。そのため、平成 29 年度末の福祉施設⼊所者数については、
平成 25 年度末現在の⼊所者数から４名増の 30 ⼈を⽬標とします。 

 
項 ⽬ 数 値 考え⽅ 

福祉施設⼊所者数（Ａ） 26 ⼈ 平成 25 年度末における福
祉施設⼊所者数 

平成 29 年度末の福祉施設⼊所者数（Ｂ） 30 ⼈ 平成 29 年度末時点におけ
る福祉施設⼊所者数 

【⽬標値】増減⾒込み（Ｃ） 4 ⼈増 差引増減⾒込み数(A-B) 

【⽬標値】地域⽣活移⾏者数（Ｄ） ８⼈(30.8％) 
平成 29 年度末までに地域
⽣活へ移⾏する⼈の⽬標
数
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（２）地域⽣活⽀援拠点等の整備 

⽬標設定の考え⽅ 

第４期障がい福祉計画における国の指針では、障がい者や障がい児に対し
て地域での⽣活を⽀援する機能（相談、体験の機会・場、緊急時の受⼊・対
応等）を集約する拠点等の整備を平成 29 年度末までに各市町村または各圏
域に１つ以上進めることが設定されています。 

障がいのある⼈の⾼齢化・重度化等への対応や「親亡き後」を⾒据え、湖
南圏域（栗東市及び草津市、守⼭市、野洲市の湖南４市）の広域的な取組み
により、地域⽣活⽀援拠点及び⾯的な⽣活⽀援体制の強化を図っていきます。 

 

（３）⼀般就労に移⾏する福祉施設利⽤者数 

⽬標設定の考え⽅ 

本市では、これまでの実績を踏まえるとともに、市内企業の障がい者雇⽤
への取組み状況等を考慮した上で平成 29 年度において福祉施設から⼀般就
労に移⾏する⼈については６⼈を⽬標とします。 

 

 
項 ⽬ 数 値 考え⽅ 

平成24〜25年度の平均⼀般就労移⾏者数 4.5 ⼈ 
平成 24〜25 年度におい
て福祉施設を退所し、⼀般
就労した者の数の平均 

【⽬標値】平成 29 年度の⼀般就労移⾏者数 ６⼈ 
平成 29 年度において福祉
施設を退所し、⼀般就労す
る者の数 
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（４）就労移⾏⽀援※事業の利⽤者数 

第４期障がい福祉計画における国の指針では、平成 25 年度末における就
労移⾏⽀援※事業の利⽤者のうち就労移⾏率が３割以上の就労移⾏⽀援※事
業所を全就労移⾏⽀援※事業所の５割以上とすることが今回から新たに定め
られました。 

各事業所における利⽤者の就労移⾏の状況や市内企業の障がい者雇⽤へ
の取組み状況等を考慮した上で、平成 29 年度末における福祉施設の利⽤者
のうち、６割以上の者が就労移⾏⽀援※事業を利⽤することを⽬標とします。 

 
項 ⽬ 数 値 考え⽅ 

平成 25 年度末の福祉施設⼊所者数 26 ⼈ 平成 25 年度末における福
祉施設⼊所者数 

平成 25 年度末の就労移⾏⽀援事業の利⽤
者数 

16 ⼈ 
（61.5％） 

平成 25 年度末において就
労移⾏⽀援事業を利⽤す
る者の数 

平成 29 年度末の福祉施設⼊所者数 30 ⼈ 
平成 29 年度末時点におけ
る福祉施設⼊所者数⾒込
み

【⽬標値】平成 29 年度末の就労移⾏⽀援事
業の利⽤者数 

18 ⼈ 
（60.0％） 

平成 29 年度末において就
労移⾏⽀援事業を利⽤す
る者の数 

【⽬標値】平成 29 年度における全就労移⾏
⽀援事業所のうち、就労移⾏率が
3割以上の就労移⾏⽀援事業所の
割合 

50.0％ 

平成 29 年度末において、
全就労移⾏⽀援事業所の
うち、利⽤者の就労移⾏率
が 3 割以上の就労移⾏⽀
援事業所の割合 
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２ 障がい福祉サービス等の⾒込み量 

（１）訪問系サービス 

①居宅介護、重度訪問介護、⾏動援護、同⾏援護 

⾒込み量設定の考え⽅ 

訪問系サービスについては、現在、サービス利⽤につながっていない障が
いのある⼈へのケアマネジメント※が今後、拡⼤されることが予想されます。
その結果、訪問系サービス全体については、サービス利⽤が増加するものと
⾒込んでいます。 

個々の訪問系サービスについてみると、居宅介護については、これまでの
実績や病院等からの地域⽣活への移⾏を考慮した上で、サービス量を⾒込み
ました。 

また、重度訪問介護は、これまでの実績に加えて、重度の肢体不⾃由のあ
る⼈の動向を踏まえ、⾏動援護については、これまでの実績を考慮し、重度
障がい者等包括⽀援については、重度障がいのある⼈の地域⽣活⽀援のニー
ズを想定し、サービス量を⾒込みました。 

同⾏援護は、これまでの実績に加えて、視覚障がいのある⼈の通院介助や
移動⽀援の利⽤状況等を考慮した上で、サービス量を⾒込みました。 

（単位：時間、⼈） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

居宅介護、重度訪問
介護、⾏動援護 

時間 15,519 時間 15,519 時間 15,519 時間 

利⽤者数 157 ⼈ 157 ⼈ 157 ⼈ 

同⾏援護 
時間 1,831 時間 2,024 時間 2,217 時間 

利⽤者数 19 ⼈ 21 ⼈ 23 ⼈ 

  



36 

（２）⽇中活動系サービス 

①⽣活介護 

⾒込み量設定の考え⽅ 

⽣活介護については、これまでの実績を踏まえた上で、特別⽀援学校※卒
業⽣の動向や新規利⽤者等を考慮して、サービス量を⾒込みました。 

（単位：⼈⽇、⼈） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

⽣活介護 
18,329 ⼈⽇ 19,002 ⼈⽇ 19,675 ⼈⽇ 

1,041 ⼈ 1,079 ⼈ 1,117 ⼈ 
 
 

②⾃⽴訓練※（機能訓練）、⾃⽴訓練※（⽣活訓練） 

⾒込み量設定の考え⽅ 

⾃⽴訓練※（機能訓練）については、これまでの実績を踏まえるとともに、
⽣活リハビリテーションのニーズを考慮して、サービス量を⾒込みました。
⾃⽴訓練※（⽣活訓練）については、これまでの実績を踏まえた上で、精神
障がい者のうち⽣活訓練を希望する⽅の動向を考慮して、サービス量を⾒込
みました。 

（単位：⼈⽇、⼈） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

⾃⽴訓練（機能訓練） 
478 ⼈⽇ 508 ⼈⽇ 538 ⼈⽇ 

32 ⼈ 34 ⼈ 36 ⼈ 

⾃⽴訓練（⽣活訓練） 
2,346 ⼈⽇ 2,564 ⼈⽇ 2,782 ⼈⽇ 

129 ⼈ 141 ⼈ 153 ⼈ 
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③就労移⾏⽀援※ 

⾒込み量設定の考え⽅ 

就労移⾏⽀援※については、これまでの実績を踏まえた上で、特別⽀援学
校※卒業⽣等の新規利⽤者の動向や、⼀般就労へ移⾏する⼈や就労継続⽀援※

へ移⾏する⼈の動向、市内企業の障がい者雇⽤への取組みの動向等を考慮し
て、サービス量を⾒込みました。 

（単位：⼈⽇、⼈） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

就労移⾏⽀援 
2,008 ⼈⽇ 2,008 ⼈⽇ 2,008 ⼈⽇ 

143 ⼈ 143 ⼈ 143 ⼈ 

 
 
 

④就労継続⽀援※（Ａ型）、就労継続⽀援※（Ｂ型） 

⾒込み量設定の考え⽅ 

就労継続⽀援※（Ａ型）については、これまでの実績を踏まえた上で、特
別⽀援学校※卒業⽣等の新規利⽤者の動向を考慮して、サービス量を⾒込み
ました。就労継続⽀援※（Ｂ型）については、これまでの実績を踏まえた上
で、特別⽀援学校※卒業⽣等の新規利⽤者、⼀般就労へ移⾏する⼈や有期限
サービス（⾃⽴訓練※や就労移⾏⽀援※）から移⾏してくる⼈の動向を考慮し
て、サービス量を⾒込みました。 

（単位：⼈⽇、⼈） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

就労継続⽀援（Ａ型） 
3,577 ⼈⽇ 3,757 ⼈⽇ 3,938 ⼈⽇ 

198 ⼈ 208 ⼈ 218 ⼈ 

就労継続⽀援（Ｂ型） 
28,289 ⼈⽇ 29,114 ⼈⽇ 29,938 ⼈⽇ 

1,646 ⼈ 1,694 ⼈ 1,742 ⼈ 
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⑤療養介護 

⾒込み量設定の考え⽅ 

療養介護については、これまでの実績を踏まえた上で、重症⼼⾝障がい者
施設に⼊所している⼈の動向を考慮して、⾒込みました。 

（単位：⼈⽇） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

療養介護 13 ⼈⽇ 13 ⼈⽇ 13 ⼈⽇ 
 
 
 

⑥短期⼊所※ 

⾒込み量設定の考え⽅ 

短期⼊所※については、アンケート調査やヒアリング調査において、障が
い者を⽀援する家族によるレスパイト等の⽬的により利⽤ニーズは拡⼤し
ています。 

サービス量については、これまでの実績やアンケート調査、ヒアリング調
査の結果による利⽤ニーズ等を考慮して、⾒込みました。 

（単位：⼈⽇、⼈） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

短期⼊所 
1,646 ⼈⽇ 1,674 ⼈⽇ 1,701 ⼈⽇ 

119 ⼈ 121 ⼈ 123 ⼈ 
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（３）居住系サービス 

①共同⽣活援助（グループホーム※） 

⾒込み量設定の考え⽅ 

介護者の⾼齢化等により在宅で暮らすことが難しくなった場合や⾃⽴を
めざして地域⽣活へ移⾏する際の住まいの場として、共同⽣活援助(グルー
プホーム※)は障がい者にとって、地域での安⼼した暮らしを実現させるため
に重要な役割を担っています。このようなサービスの重要性を踏まえた上で、
整備の推進を検討していきます。 

サービス量については、これまでの実績を踏まえた上で、⼊所施設や精神
科病院から地域⽣活に移⾏する障がいのある⼈の数等を考慮して、⾒込みま
した。 

（単位：⼈/年） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
共同⽣活援助 

（グループホーム） 
308 ⼈ 318 ⼈ 328 ⼈ 

 
 

②施設⼊所⽀援 

⾒込み量設定の考え⽅ 

施設⼊所⽀援については、これまでの実績を踏まえた上で、新規利⽤者、
病院や共同⽣活援助（グループホーム※）、介護者との同居等へ移⾏する⼈の
数等を考慮して、サービス量を⾒込みました。 

（単位：⼈/年） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

施設⼊所⽀援 411 ⼈ 422 ⼈ 433 ⼈ 
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（４）相談⽀援 

⾒込み量設定の考え⽅ 

計画相談⽀援については、今後、障がい福祉サービス※を利⽤する⼈の増
加が⾒込まれることから、計画相談⽀援を利⽤する⼈も増加すると考えられ
ます。また、⽇常⽣活における様々なニーズが多様化すること等から、⾃⾝
でサービス等利⽤計画を策定することが困難な障がいのある⼈のニーズに
対応するため、相談⽀援の充実に努めることが必要とされています。 

計画相談⽀援については、障がい福祉サービス※の⽀給決定者数の動向や
⽀給決定者数のうち、継続的に計画相談⽀援が必要と考えられる⼈の数等を
踏まえて⾒込みました。 

地域移⾏※⽀援については、これまでの実績を踏まえた上で、⼊所施設や
精神科病院から地域⽣活へ移⾏する障がいのある⼈のこれまでの状況を考
慮して、サービス量を⾒込みました。 

地域定着⽀援については、これまでの実績を踏まえた上で、地域⽣活へ移
⾏する障がいのある⼈の動向に加え、地域⽣活への定着するための⽀援が必
要と思われる障がいのある⼈の数を考慮して、サービス量を⾒込みました。 

（単位：⼈/⽉） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

計画相談⽀援 438 ⼈ 459 ⼈ 480 ⼈ 

地域移⾏⽀援 2 ⼈ 2 ⼈ 2 ⼈ 

地域定着⽀援 2 ⼈ 2 ⼈ 2 ⼈ 
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３ 地域⽣活⽀援事業の⾒込み量 

（１）相談⽀援事業 

⾒込み量設定の考え⽅ 

⼀般相談⽀援※委託事業所は、障がいのある⽅の⾃⽴⽀援を⽬的とした総
合的な相談窓⼝です。障害者総合⽀援法※の⽬的の実現化を図るとともに、
⾏政や関係機関との連携を図り、相談機能やマネジメント機能の強化につな
げ、障がいのある⽅の福祉の向上をめざします。 

障害者虐待防⽌センターは、障がい者虐待に関する通報及び受理を⾏い、
適切な処置につなげるとともに、養護者による障がい者虐待の防⽌及び養護
者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のため、障がい者及び養護者
に対して、相談、指導及び助⾔を⾏います。 

⾃⽴⽀援協議会※は、地域の関係者が集まり、個別の相談⽀援の事例を通
じて明らかになった地域の課題を共有しその課題を踏まえて地域のサービ
ス基盤の整備を着実に進めていく役割を担っています。 

成年後⾒制度※利⽤⽀援事業については、障がい福祉サービス※の利⽤の観
点から成年後⾒制度※を利⽤することが有⽤であると認められる障がい者に
対して成年後⾒制度※の利⽤を⽀援します。 

基幹相談⽀援センター※は、地域の相談⽀援の拠点として、総合的な相談
業務を実施できるよう、広域的な取組みにより、整備を検討します。 

（単位：か所、⼈） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

⼀般相談⽀援委託事業所 ３か所 ３か所 ３か所 

障害者虐待防⽌センター １か所 １か所 １か所 

地域⾃⽴⽀援協議会 １か所 １か所 １か所 

成年後⾒制度利⽤⽀援事業 １か所 １か所 １か所 

基幹相談⽀援センター 湖南圏域（栗東市及び草津市、守⼭市、野洲市の湖南４
市）の広域的な取組みにより、整備を検討
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（２）意思疎通⽀援事業 

⾒込み量設定の考え⽅ 

⼿話通訳者・要約筆記者の設置、派遣については、聴覚障がいのある⼈の
動向を踏まえつつ、サービス量を⾒込みました。今後も聴覚障がいのある⼈
が⽇常⽣活において、必要性の⾼い場⾯で円滑に対応できるよう、事業を推
進していきます。 

（単位：⼈、件） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

⼿話通訳者数 ２⼈ ２⼈ ２⼈ 

実派遣件数（のべ⼈数） 169 ⼈ 169 ⼈ 169 ⼈ 

（３）⽇常⽣活⽤具給付事業 

⾒込み量設定の考え⽅ 

障がいのある⼈が安定した⽇常⽣活を送るため、障がいの特性に合わせた
適切な⽇常⽣活⽤具の給付に努めます。 

（単位：件） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

①介護・訓練⽀援⽤具 ６件 ６件 ６件 

②⾃⽴⽣活⽀援⽤具 20 件 20 件 20 件 

③在宅療養等⽀援⽤具 17 件 17 件 17 件 

④情報・意思疎通⽀援⽤具 13 件 13 件 13 件 

⑤排泄管理⽀援⽤具 1,195 件 1,195 件 1,195 件 

⑥居宅⽣活動作補助⽤具（住宅改修
費） 2 件 2 件 2 件 

⑦重度障がい者バリアフリー⽀援機
器 1 件 1 件 1 件 



43 

（４）⼿話奉仕員養成・研修事業 

⾒込み量設定の考え⽅ 

⼿話奉仕員養成研修事業については、市⺠に⼿話を広め、聴覚障がいのあ
る⼈への理解を深めるとともに、⼿話通訳者養成講座を実施し、⼿話通訳者
の育成を進めます。実利⽤⾒込み者数については、これまでの実績や聴覚障
がいのある⼈の動向等を考慮して、⾒込みました。 

（単位：⼈） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

⼿話奉仕員養成・研修事業 30 ⼈ 30 ⼈ 30 ⼈ 

（５）移動⽀援事業 

⾒込み量設定の考え⽅ 

移動⽀援事業については、アンケート調査やヒアリング調査において、サ
ービスの利⽤ニーズが⾼まっているなか、希望時に利⽤することができない
状況にあるとの意⾒が多くみられます。今後は多くの⼈が円滑にサービスを
利⽤できるよう、事業所の参⼊の促進を図ります。 

サービス量については、これまでの実績を踏まえた上で⾒込みました。 

（単位：か所、時間、⼈） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

移動⽀援事業 

か所数 27 か所 28 か所 29 か所 

時間 4,367 時間 4,689 時間 5,010 時間 

利⽤者数 516 ⼈ 554 ⼈ 592 ⼈ 
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（６）地域活動⽀援センター機能強化事業 

⾒込み量設定の考え⽅ 

働くことが困難な障がいのある⼈が⽇中の活動の拠点の場として、地域活
動⽀援センターは重要な役割を担っており、今後も事業が安定的・継続的に
実施できるように⽀援する取組みを⾏います。 

実利⽤⾒込み者数は、これまでの実績に加えて、障がいのある⼈の動向や
特別⽀援学校※卒業⽣等の新規利⽤者を考慮して⾒込みました。 

（単位：か所、⼈） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

①基礎的事業 
か所数 ２か所 ２か所 ２か所 

利⽤者数 1,600 ⼈ 1,600 ⼈ 1,600 ⼈ 

②機能強化事業 か所数 ２か所 ２か所 ２か所 

③滋賀型 
か所数 １か所 １か所 １か所 

利⽤者数 20 ⼈ 20 ⼈ 20 ⼈ 

（７）理解促進研修・啓発事業 

⾒込み量設定の考え⽅ 

理解促進研修・啓発事業については、誰もが安⼼して暮らせる地域社会を
めざし、市⺠が障がいに関する正しい知識と理解が深まるよう、事業の展開
を検討していきます。 
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（８）⾃発的活動⽀援事業 

⾒込み量設定の考え⽅ 

⾃発的活動⽀援事業については、障がい者等が⾃⽴した⽇常⽣活及び社会
⽣活を営むことができるよう、障がい者やその家族、地域住⺠等による地域
における⾃発的な取組みを⽀援します。 

（９）その他のサービス 

⾒込み量設定の考え⽅ 

それぞれのサービスについて市のホームページ、広報等に提供するととも
に「栗東市障がい福祉のてびき」でサービス周知を図り、利⽤を促進します。 

 
区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

⽇中⼀時⽀援 150 ⼈ 160 ⼈ 170 ⼈ 

訪問⼊浴サービス事業 3 ⼈ 3 ⼈ 3 ⼈ 

更⽣訓練費・施設⼊所者就職⽀度⾦ 2 ⼈ 2 ⼈ 2 ⼈ 

スポーツ・レクリェーション教室等
開催事業 500 ⼈ 500 ⼈ 500 ⼈ 

点字・声の広報等発⾏事業 9 ⼈ 9 ⼈ 9 ⼈ 

⾃動⾞運転免許取得・改造助成事業 5 ⼈ 5 ⼈ 5 ⼈ 

⽣活⾏動訓練事業 30 ⼈ 30 ⼈ 30 ⼈ 

芸術・⽂化開催事業 10 ⼈ 10 ⼈ 10 ⼈ 
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４ 障がい児⽀援サービスの⾒込み量 

（１）障がい児通所⽀援サービス 

⾒込み量設定の考え⽅ 

障がい児通所⽀援サービスについては、アンケート調査やヒアリング調査
等で障がい児の保護者からの利⽤ニーズが拡⼤していることや、障がい児数
が増加していることを考慮すると、今後も拡⼤されることが予想されます。
その結果、障がい児通所⽀援サービス全体については、引き続きサービス利
⽤が増加するものと⾒込んでいます。 

個々のサービスについてみると、児童発達⽀援については、これまでの実
績を踏まえた上で、障がい児の動向や今後、障がいの早期発⾒への取組み体
制等を考慮して、サービス量を⾒込みました。 

放課後等デイサービスについては、これまでの実績を踏まえた上で、障が
い児の動向や特別⽀援学校※に在籍する児童数や今後の特別⽀援学級※数の
動向等を考慮して、サービス量を⾒込みました。 

医療型児童発達⽀援については、就学前の肢体不⾃由児や重症⼼⾝障がい
児童の動向を考慮して、サービス量を⾒込みました。 

（単位：⼈⽇、⼈） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

児童発達⽀援 
2,058 ⼈⽇ 2,058 ⼈⽇ 2,058 ⼈⽇ 

80 ⼈ 80 ⼈ 80 ⼈ 

放課後等デイサービス 
600 ⼈⽇ 700 ⼈⽇ 800 ⼈⽇ 

60 ⼈ 70 ⼈ 80 ⼈ 

医療型児童発達⽀援 
24 ⼈⽇ 24 ⼈⽇ 24 ⼈⽇ 

4 ⼈ 4 ⼈ 4 ⼈ 
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（２）障がい児相談⽀援 

⾒込み量設定の考え⽅ 

障がい児相談⽀援については、今後も障がい児の増加に伴い、拡⼤するこ
とが⾒込まれます。また、障がい児の多様なニーズに対応するために、専⾨
的な相談⽀援が必要とされるため、相談⽀援の充実に努めることが必要とさ
れています。 

サービス量については、障がい児通所⽀援サービスの⽀給決定者数の動向
や⽀給決定者等を考慮して、⾒込みました。 

（単位：⼈/年） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

障がい児相談⽀援 85 ⼈ 100 ⼈ 115 ⼈ 
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第５章 計画の推進 

 

１ 計画の推進体制 
 

この計画は、障がいのある⼈への啓発やサービス提供が総合的に推進でき
るよう、保健、医療、福祉のみならず、教育、住宅、まちづくりなどの他分
野にも係わる計画です。そのため、計画の推進においては、全庁的な連携の
もとで積極的に事業などを進める必要があります。 

計画の進⾏管理においては、PDCA サイクル※の⼿法を活⽤することとし、
「栗東市障がい者の住みよいまちづくり推進検討委員会」において、その進
捗状況の点検・評価を⾏い、さらに、毎年「栗東市障がい者の住みよいまち
づくり推進協議会」において、計画の進捗状況やサービス⾒込量等について
達成状況の点検・評価を⾏い、その結果に基づいて必要な対策を実施します。 

また、栗東市障がい児・者⾃⽴⽀援協議会※と連携を図り、計画を推進し
ていきます。 

 

■計画の進行管理の PDCA サイクル 

 

 

 

  

Plan（計画） 

⽬標及び⽬標の実現のための
計画を設定する 

Do（実⾏） 

計画に沿って実⾏する 

Check（点検・評価） 

計画の進⾏状況の点検、評価
とともに、課題やめざす⽅向
性の協議・検討を⾏う 

Action（改善） 

計画の評価等を踏まえ、⾒直
しや改善を実施する 
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参考資料 

 
栗東市障がい者基本計画及び栗東市障がい福祉計画 
策定委員会設置要綱  

平成２６年３⽉２５⽇ 
告⽰第５２号 

（設置） 
第１条 障害者福祉を推進するために、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１

条第３項の規定による栗東市障がい者基本計画（以下「基本計画」という。）及び障害
者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律（平成１７年法律第１２３号）
第８８条第１項の規定による栗東市障がい福祉計画（以下「障がい福祉計画」という。）
を策定するため、栗東市障がい者基本計画及び栗東市障がい福祉計画策定委員会（以下
「委員会」という。）を置く。 
（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について、調査及び検討を⾏う。 
（１） 第３期障がい福祉計画の検証に関すること。 
（２） 第２期基本計画案及び第４期障がい福祉計画案の策定に関すること。 
（３） その他基本計画案及び障がい福祉計画案の策定に関し必要な事項に関すること。 
（委員） 

第３条 委員会は、委員１５⼈以内をもって組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市⻑が委嘱する。 

（１） 学識経験者 
（２） 関係団体を代表する者 
（３） 関係⾏政機関の職員 
（４） その他市⻑が必要と認める者 

３ 委員の任期は、委嘱の⽇から第２期基本計画案及び第４期障がい福祉計画案を市⻑に
報告する⽇までとする。 
（委員⻑及び副委員⻑） 

第４条 委員会に委員⻑及び副委員⻑各１⼈を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 委員⻑は、会務を総理し、委員会を代表する。 
３ 副委員⻑は、委員⻑を補佐し、委員⻑に事故があるとき⼜は委員⻑が⽋けたときは、

その職務を代理する。 
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（会議） 
第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員⻑が招集し、委員⻑が議⻑とな

る。 
２ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決すると

ころによる。 
３ 委員⻑は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることがで

きる。 
（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、健康福祉部社会・障がい福祉課において処理する。 
（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員⻑が委員
会に諮って定める。 

附 則 
（施⾏期⽇） 

１ この告⽰は、平成２６年４⽉１⽇から施⾏する。 
（この告⽰の失効） 

２ この告⽰は、平成２７年３⽉３１⽇限り、その効⼒を失う。 
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栗東市障がい者基本計画及び栗東市障がい福祉計画 
策定委員会委員名簿  

 

区分 所属 委員名 

学識経験者 ⿓⾕⼤学社会学部教授 委員⻑ 
村井 ⿓治 

関係団体を
代表する者 

市内事業所
代表 

社会福祉法⼈パレット・ミル 常務理事 副委員⻑ 
中⼭ みち代 

おもや 所⻑ 杉⽥ 健⼀ 

障がい者 
団体代表 

栗東市⼿をつなぐ育成会 会⻑ 髙畑 きぬ江 

栗東市障がい児者⽗⺟の会 会⻑ ⼤屋 和代 

関係団体 

湖南地域障害者⽣活⽀援センター あんず 
相談課⻑ 太⽥ 珠美 

精神障害者地域⽣活⽀援センター ⾵ 所⻑ ⿊⽊ 稔 

栗東市社会福祉協議会 会⻑ ⿊⽥ 元吾 

栗東市⾃治連合会 副会⻑ 濵野 史恵 

栗東市⺠⽣委員児童委員協議会連合会 
葉⼭東学区⺠児協会⻑ ⻑⾕川 すみ⼦

湖南地域障害者働き・暮らし応援センター りらく 
センター⻑ 河尻 朋和 

関係⾏政 
機関の職員 

草津公共職業安定所 上席職業指導官 ⾦⾕ 真佐男 

滋賀県南部健康福祉事務所 次⻑ 草野 とし⼦ 

その他市⻑
が必要と 
認める者 

⼀般公募 太⽥ 真⼸ 

⼀般公募 ⻄尾 悦⼦ 
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策定経過 
 

開催⽇ 内  容
平成２６年６⽉２３⽇ 第１回栗東市障がい者基本計画・第４期栗東市障がい福祉計

画策定委員会 
 ・アンケート調査について

平成２６年７⽉１４⽇〜 
７⽉２８⽇ 

アンケート調査実施 

平成２６年８⽉６⽇〜 
８⽉２５⽇ 

障がい者関係団体・関係事業所へのアンケート調査ヒアリン
グ実施

平成２６年１０⽉２０⽇ 第２回栗東市障がい者基本計画・第４期栗東市障がい福祉計
画策定委員会 
 ・アンケート調査、ヒアリングの結果について 
 ・第３期栗東市障がい福祉計画の実績について 

平成２６年１１⽉２５⽇ 第３回栗東市障がい者基本計画・第４期栗東市障がい福祉計
画策定委員会 
 ・第２期栗東市障がい者基本計画素案（案）について 
 ・第４期栗東市障がい者福祉計画素案（案）について 

平成２６年１２⽉２２⽇〜 
平成２７年１⽉１６⽇ 

パブリックコメントの実施 

平成２７年２⽉６⽇ 第４回栗東市障がい者基本計画・第４期栗東市障がい福祉計
画策定委員会 
 ・パブリックコメントの報告 
 ・第２期栗東市障がい者基本計画（案）最終確認について
 ・第４期栗東市障がい者福祉計画（案）最終確認について
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⽤語解説 
 

 あ行  

一般相談支援 

2012（平成 24）年 4 月から、障害者

総合支援法への法改正により「相談支援」

の定義が、基本相談支援・地域相談支援・

計画相談支援に分けられ、基本相談支援及

び地域相談支援の双方を行う事業を一般相

談支援事業という。 

 か行  

基幹相談支援センター 

障害者総合支援法への法改正により、相

談支援体制の強化を目的として 2012（平

成 24）年４月から設置されることとなっ

た機関。地域における相談支援の中核的な

役割を担い、相談支援事業、成年後見制度

利用支援事業及び身体障がい者・知的障が

い者・精神障がい者等に関わる相談支援を

総合的に行うことを目的とする。市区町村

又はその委託を受けた者が基幹相談支援セ

ンターを設置することができる。 

グループホーム 

障がいのある人が世話人等の支援を受け

ながら、地域で共同生活を営む住居。介護

サービスを当該事業所の職員が提供する

「介護サービス包括型グループホーム」と

介護サービスを外部の居宅介護事業者等に

委託する「外部サービス利用型グループホ

ーム」がある。 

ケアマネジメント 

障がいのある人の多様なニーズを把握し、

さまざまなサービス提供機関と調整を行い

ながら支援計画を作成し、適切なサービス

を提供すること。 

 さ行  

就労移行支援 

65 歳未満の障がいのある人で、一般企

業への就労を希望する人に、一定期間、就

労に必要な知識及び能力の向上のために必

要な訓練を行う事業。 

就労継続支援 

一般企業での就労が困難な人に、働く場

を提供するとともに、知識及び能力の向上

のために必要な訓練を行う事業。 

障がい者相談員 

障がいのある人や家族からの相談に応じ、

必要な助言や指導を行うとともに、障がい

者の地域生活の支援、地域活動の推進、関

係機関の業務に対する協力などを行う、市

が委嘱し、活動している相談員。 

障害者総合支援法（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法

律） 

障がいのあるなしにかかわらず国民が相

互に人格と個性を尊重し安心して暮らすこ

とのできる地域社会の実現に寄与すること

を目的とする法律。  

障がい福祉サービス 

個々の障がいの程度や勘案すべき事項

（社会活動や介護者、居住等の状況）をふ

まえ、個別に支給決定を行う支援。介護の

支援を受ける「介護給付サービス」と訓練

の支援を受ける「訓練等給付サービス」が

ある。 

自立訓練 

自立した日常生活又は社会生活ができる

よう、一定期間、身体機能又は生活能力向

上のための訓練を行う事業。 
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自立支援協議会 

相談支援事業を適切に運営するとともに、

障がい福祉をすすめるしくみづくりに関す

る協議を行う場として、当事者団体、保健・

医療・福祉・保育・教育・就労などの関係

機関、市などで構成する協議会。 

成年後見制度 

知的障がい・精神障がい・認知症などに

より判断能力が十分でない人を不利益から

守るために、本人を保護・支援する後見人

等（成年後見人・保佐人・補助人）を選任

し、財産管理や契約などに関して本人の代

わりに判断したり、同意や取り消しなどを

行う制度。 

 た行  

短期入所 

自宅で介護する人が病気の場合などに、

短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、

食事の介護等を行う事業。 

地域移行 

障害者支援施設等に入所している障がい

のある人又は精神科病院に入院している精

神に障がいのある人を地域における生活に

移行するための支援。 

特別支援学級 

障がいのある児童・生徒に学習や生活上

の課題をふまえた教育を行うために、小・

中学校に設置する学級。 

特別支援学校 

障がいにより学習や生活上の困難がある

子どもに、手厚くきめ細やかな教育を行う

ために設置されている学校。 

 な行  

難病 

原因不明で、治療方針が未確定であり、

かつ後遺症を残す恐れが少なくない疾病で、

経過が慢性にわたり、経済的な問題だけで

はなく、介護などに著しく人手を要するた

めに家族の負担が重く、また、精神的にも

負担が大きい疾病。 

 は行  

発達障がい 

自閉症、アスペルガー症候群、その他の

広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥

多動性障がい、その他これに類する脳機能

の障がいであって、その症状が通常低年齢

において発現するものとして政令で定める

ものをいう。 

※アスペルガー症候群･･･知的障がいが

ない、あるいはほとんどないが、自閉症同

様の「かかわり」「コミュニケーション」「こ

だわり」の障がいという３つの特徴を併せ

持った発達障がい。 

PDCA サイクル 

さまざまな分野・領域における品質改善

や業務改善などに広く活用されているマネ

ジメント手法。計画（Plan）を実行（Do）

し、評価（Check）して改善（Action）に

結び付け、その結果を次の計画に生かすプ

ロセスのこと。 
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○地域消費喚起・生活支援型

うち国交付金
対象経費

1 商工団体育成
事業

0706 商工観光
課

栗東市内の事業所（商品券の取扱を希望
する事業所）で使用できるプレミアム付商
品券の発行により、市内の消費喚起を図
る。

プレミアム率20％のプレミアム付商品券の
発行により、54,000千円の消費喚起効果
を見込む。
　利用者アンケートにより消費喚起効果を
推計する。

【事業運営主体】
 栗東市商工会（補助金として事業費を支
出）
【対象者】
 限定なし（1人5冊を上限）
【商品券】
10,000円で12,000円分（1,000円×12枚）の
商品券を18,000冊販売
　　12,000円×18,000冊＝216,000千円
　　　　　内プレミアム分　36,000千円
【販売方法】
商品券は先着順に栗東市及び栗東市商
工会が指定する窓口にて受付販売し、完
売次第終了とする。
【販売期間】
平成27年6月1日～平成27年7月31日
【使用方法】
 取扱店で金券として使用。ただし、釣銭は
出ない。
また、商品券や図書券、切手、印紙などの
購入は不可とする。
【使用期間】
平成27年6月1日～平成27年11月30日
【換金方法】
市内指定金融機関で換金
【換金期間】
平成27年6月15日～平成28年1月15日
※　栗東市商工会との調整により変更が
生じる場合あり。

43,000千円 43,000千円 補助金　43,000千円
　　プレミアム分経費
　　　　36,000千円（2,000円×18,000冊）

・商品券印刷製本費　　　　1,200千円
・広告宣伝費（ポスター・ステッカー・新聞
折込）　　　600千円
・換金手数料
　　　　2,160千円（12,000円×18,000冊×
1％）
・人件費・事務経費
　　　　3,040千円
※　栗東市商工会との調整により変更が
生じる場合あり。

43,803千円
43,000千円

803千円

地域生活等緊急支援のための交付金実施予定事業取りまとめ結果

番号 事業名 事業コード 所管課 事業目的 事業効果 事業概要 事業費 予算積算内訳

内示額
執行予定額
差引き



地域生活等緊急支援のための交付金実施予定事業取りまとめ結果
方創生先行型

うち国交付金
対象経費

1 観光振興事業 0723 商工観光
課

・「くりちゃん」エアー着ぐるみ製作
　　　1体　508千円

508千円 508千円 備品購入費　　508千円
　着ぐるみ469,800円×1.08＝507,384円）

2 観光物産協会
補助

0724 商工観光
課

・キャラクターグッズ製作 ： ぬいぐるみ、ピ
ンバッジ及びハンドタオル　　各3,000個
（枚）
　　　ぬいぐるみ　Ｈ－10㎝
　　　ピンバッジ　（2種類）
　　　ハンドタオル　25㎝×25㎝
・観光地周遊バス（こんぜめぐりちゃんバ
ス） ： 4月～6月、10月及び11月の5ヶ月間
の土、日及び祝日の51日運行
　運行費、添乗員人件費、広告宣伝費、看
板製作費　　4,556千円

7,151千円 7,151千円 補助金　　　7,151千円　（栗東市観光物産
協会）

・キャラクターグッズ製作…2,595千円
ぬいぐるみ　400円×3,000個＝1,200千円
ピンバッジ　270円×3,000個＝810千円
ハンドタオル　195円×3,000枚＝585千円
・こんぜめぐりちゃんバス運行…4,556千円
通常運行　66,960円×51日＝3,414,960円
臨時運行　39,420円×4日＝157,680円
添乗業務　5,940円×51日＝302,940円
チラシ作成　5円×30,000枚×1.08＝
162,000円
バス停看板製作　64,800円×8ヶ所＝
518 400円

3 （仮称）栗東市
シティセール
ス戦略ビジョ
ン策定事業

広報課 　本市の地域資源の活用と潜在する市の
魅力を効果かつ戦略的に内外へ向けて情
報発信することにより、地域活力の創出を
構築していくため、シティセールスの方針
を定めるシティセールス戦略ビジョンの策
定を行う。

　地域資源の活用方策を踏まえた、まちの
魅力の情報発信の方向性を定め、広くア
ピール・発信していくことにより、本市の認
知度や都市イメージの向上を図り、観光面
での入り込み客数の増加や企業の進出、
市民の郷土愛の醸成等によるまちの賑わ
いと地域活力の創出が図れることが期待
できる。

　資源活用とシティセールス分野等からの
委員で構成するシティセールス戦略ビジョ
ン策定委員会（委員10名を想定）により、
市の魅力の発信を効果的、組織的に進め
ていくことを示すビジョン策定に向けて、現
状分析から今後の効果的な資源活用と情
報発信方策の取りまとめ策定を行ってい
く。
　策定にあたっては、メディアや情報誌業
界等へのヒアリングを行うとともに、外部コ
ンサルに支援業務を委託する中で策定作
業を進めていく。

2,819千円 2,819千円 ・策定委員報酬　217千円
｛（5,600円×1人）＋（5,400円×9人）｝×4
回＝216,800円
・策定委員会委員旅費　20千円
　　20,000円
・策定支援業務委託料　2,582千円
　　2,581,200円

4 地方創生事業 249 元気創造
政策課

　まち・ひと・しごと創生法に基づく「栗東市
人口ビジョン」ならびに「栗東市総合戦略」
の策定を行う

今後のまちづくりの方向性を定めることに
より、まちの活力の創出を図る。

　栗東市総合戦略策定委員会（委員１０
名）において、アンケート調査結果を含む
各種現状分析に基づき、地方版人口ビ
ジョン及び総合戦略を策定する。策定にあ
たっては外部コンサルティング会社等に支
援業務委託を行う中で策定業務を進め
る。

10,327千円 10,000千円 ・策定委員会報酬　217千円
　｛（5,600円×1人）＋（5,400円×9人）｝×4
回＝216,800円
・策定協議等旅費　260千円
　　259,920円
・策定支援業務委託料　9,850千円
　9,849,600円
計　10,326,320円≒10,327千円

26,798千円
20,478千円
6,320千円

予算積算内訳

　本市のマスコットキャラクター「くりちゃ
ん」の県内外への広範な発信・周知によ
り、本市の知名度の向上を図るとともに、
地域の観光資源を活かしたプロモーション
やイベント展開により誘客増に繋げる。
　地域資源の活用策として、観光シーズン
に本市山間部を周遊するバスを運行し、
更なる誘客増及び観光振興を図る。

　マスコットキャラクターを活用したＰＲグッ
ズの配布・周知や地域資源の活用により
県内外からの誘客増を図るとともに、特名
産品の販売促進に繋げる。
　市民に対しても本市の魅力を再発見・再
認識していただく機会となり、愛着をもって
市内活性化に向けて協働で取り組む。

番号 事業名 事業コード 事業目的 事業効果 事業概要

執行予定額
差引き

内示額

事業費
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